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1.9 放射性液体廃棄物の処理・保管・管理 

＜１～４号機＞ 

○ 廃棄物の発生量の抑制及び放射性物質濃度低減のための適切な処理 

 多核種除去設備で処理した放射性液体廃棄物については，処理済水の貯蔵を行う。 

 また，施設内で発生する汚染水等については，汚染水処理設備により，吸着等の浄

化処理を行い，放射性物質を低減する。浄化処理に伴い発生する処理済水は貯蔵を行

い，淡水化した処理済水については原子炉の冷却用水等へ再利用し，新たな汚染水等

の発生量を抑制する。 

○ 十分な保管容量確保 

 タンクの増設や処理済水の低減により，保管容量の確保に努める。 

○ 遮へいや漏えい防止・汚染拡大防止等 

 機器等には設置環境や内部流体の性状等に応じた適切な材料を使用し，遮へいや漏

えい防止を行う。また，機器等は独立した区画内に設けるかあるいは周辺に堰等を設

け，汚染拡大防止の対策を講じる。 

○ 敷地周辺の線量を達成できる限り低減 

 上記３項目を実施し，継続的に改善することにより，放射性液体廃棄物等の処理・

貯蔵に伴う敷地周辺の線量を達成できる限り低減する。 

○ 十分な遮へい能力を有し，漏えい及び汚染拡大し難い構造物（処理・貯蔵施設） 

 汚染水等を扱う処理・貯蔵施設に対して，人が近づく可能性のある箇所を対象に,作

業員の線量低減の観点で遮へいを設置する等の対策を講じる。また，当該施設は独立

した区画内に設けるかあるいは周辺に堰等を設け，漏えいの拡大の対策を講じること

により，万が一漏えいしても漏えい水が排水路等を通じて所外へ流出しないようにす

る。 

 

詳細は，下記の項目を参照。 

Ⅱ.2.5，Ⅱ.2.6，Ⅱ.2.16，Ⅲ.3.2.1 

 

＜５・６号機＞ 

○ 廃棄物の発生量の抑制及び放射性物質濃度低減のための適切な処理 

 地下水の流入により増加する低濃度の放射性物質を含む滞留水については，建屋内

にて流入箇所の止水を行い，発生量を抑制する。建屋から移送設備により貯留設備に

移送した滞留水については，浄化し放射性物質濃度を確認したうえで，構内散水で滞

留水を低減する。 

○ 十分な保管容量確保 

貯留設備の増設や構内散水による滞留水の低減により，保管容量の確保に努める。 

○ 遮へいや漏えい防止・汚染拡大防止等 
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遮へいについては，内包する滞留水の線量が低いため，設置は考慮しない。 

機器等には設置環境や滞留水の性状に応じた適切な材料を使用し，漏えい防止を行

う。また，タンク周辺に土嚢等を設置し，汚染拡大防止の対策を講じる。 

○ 敷地周辺の線量を達成できる限り低減 

 上記３項目を実施し，継続的に改善することにより，滞留水の貯留に伴う敷地周辺

の線量を達成できる限り低減する。 

○ 漏えい及び汚染拡大し難い構造物（処理・貯蔵施設） 

 タンク周辺に土嚢等を設置し，漏えいの拡大の防止対策を講じることにより，万が

一漏えいしても漏えい水が排水路等を通じて所外へ流出しないようにする。 

 

詳細は，下記の項目を参照。 

Ⅱ.2.33，Ⅲ.3.2.1 
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1.13 緊急時対策  

○ 基本的な考え方 

緊急時対策については，『福島第一原子力発電所原子力事業者防災業務計画』に従い

実施する。 

○ 緊急時において必要な施設及び資機材等の整備について 

原子力防災管理者は，緊急時において必要な施設及び緊急時の資機材等の整備につい

て以下の対応を実施する。 

・ 緊急時対策所を平素から使用可能な状態に整備するとともに，換気浄化設備を定期

的に点検し，地震等の自然災害が発生した場合においてもその機能が維持できる施

設及び設備とする。また，外部電源喪失時においても専用の非常用発電機により緊

急時対策所へ給電可能である。 

・ 退避場所又は避難集合場所を関係者に周知する。 

・ 原子力防災資機材・原子力防災資機材以外の資機材について，定期的に保守点検を

行い，平素から使用可能な状態に整備する。また，資機材に不具合が認められた場

合，速やかに修理するか，代替品を補充あるいは代替手段により必要数量又は必要

な機能を確保する。 

○ 緊急時の避難指示 

以下の対応を実施し，作業員等特定原子力施設内にいるすべての人に的確な指示を出

す。 

① 免震重要棟にて放射性物質の異常放出等のプラントの異常や地震・津波等の自然災

害を検知。 

② 原子力防災管理者は緊急放送装置により免震重要棟・高台等への避難を指示。 

③ 緊急放送が聴こえないエリアで作業を実施している場合（敷地北海側）は，作業主

管Ｇより携帯電話にて免震重要棟・高台等への避難を指示。 

④ 緊急放送が聴こえないエリアでの作業者に対して上記③により連絡が付かない場

合は，警備誘導班がスピーカー車により免震重要棟・高台等への避難を指示。 

※ 建屋内等電波状況が悪く緊急放送等も入らないエリアにおいては，トランシーバー

の活用や連絡要員を立てる等通報連絡が可能となるような措置を実施する。 

○ 特定原子力施設内の通信連絡設備 

特定原子力施設内の通信連絡設備として以下を備え，多重性及び多様性を備える。 

・ 緊急放送（１台） 

・ ページング 

・ 電力保安通信用電話設備（６０台） 

・ 携帯電話（４０台） 

○ 特定原子力施設と所外必要箇所との通信連絡設備 

特定原子力施設と所外必要箇所との通信連絡設備として以下を備え，多重性及び多様
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性を備える。 

・ ファクシミリ装置（１台） 

・ 電力保安通信用電話設備（６０台；上記「特定原子力施設内の通信連絡設備」の再

掲） 

・ ＴＶ会議システム（社内用） 

・ ＴＶ会議システム（社外用；地上系は平成 24 年度，衛星系は平成 25 年度接続予

定） 

・ 携帯電話（４０台；上記「特定原子力施設内の通信連絡設備」の再掲） 

・ 衛星携帯電話（１台） 

○ 外部電源喪失時の作業環境確保 

外部電源喪失時についても必要箇所との連絡手段を確保するため，ページング・電力

保安通信用電話設備へ所内共通ディーゼル発電機等から給電可能とする。所内共通ディ

ーゼル発電機等からの給電が途絶えた場合には，ページング（５／６号機用）・電力保

安通信用電話設備（５／６号機用）へ電源車から給電可能とする。また，ページング（１

～４号機用）には専用の小型発電機（１台）を，電力保安通信用電話設備にも専用の小

型発電機（１／２号機用；１台、３／４号機用；１台、５／６号機用；１台）を準備す

る（受電箇所 ページング（１～４号機）：所内共通 M/C 3A、（５／６号機）：P/C 5D、

電力保安通信用電話設備（１～４号機）：所内共通 P/C 2A、（５／６号機）：P/C 5A）。 

また，夜間における外部電源喪失時にも復旧作業に支障がないよう，作業に緊急性を

要する範囲の照明について専用の小型発電機（１６台）を準備する（受電箇所 所内共

通 M/C 1A、1B、2A、3A、仮設 3/4 号 M/C A、予備変 M/C 5A、7A、6.9kV 予備変

M/C、P/C 2C、HVAC P/C）。 
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2.3 使用済燃料プール設備 

2.3.1 基本設計 

2.3.1.1 設置の目的 

2.3.1.1.1 使用済燃料プール設置の目的 

使用済燃料プールは原子炉建屋内にあって，使用済燃料及び放射化された機器等の貯蔵

を目的に設置する。 

 

2.3.1.1.2 使用済燃料プール冷却系設置の目的 

既設の燃料プール冷却浄化系（以下，ＦＰＣ系）については，その機能が失われており，

復旧の見通しが立っていない状態であることから，使用済燃料プール内の燃料から発生す

る崩壊熱を安定的に除去する必要がある。既設設備と新設設備とを組み合わせ，使用済燃

料プールを冷却する系統である使用済燃料プール冷却系を構成し，使用済燃料プール水の

冷却を行う。 

 

2.3.1.2 要求される機能 

2.3.1.2.1 使用済燃料プールの要求される機能 

(1) 臨界が防止されていることを適切に確認し，臨界を防止できる機能を有すること。 

(2) 使用済燃料プールからの漏えいを検出できること。 

(3) 基準地震動Ssによる地震力に対して安全機能が確保できること。 

 

2.3.1.2.2 使用済燃料プール冷却系の要求される機能 

(1) 使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去できること。 

(2) 使用済燃料プールに水を補給できること。  

(3) 異常時においても適切に対応できる機能を有すること。 

(4) 必要に応じて使用済燃料プールの浄化ができる機能を有すること。 

(5) 建屋外への漏えいを防止できる機能を有すること。 

(6) 使用済燃料プールの冷却状態を適切に監視できること。 

(7) 動的機器，駆動電源について多重性を有すること。 

 

2.3.1.3  設計方針 

2.3.1.3.1 使用済燃料プールの設計方針 

(1) 未臨界性 

使用済燃料プールは，燃料集合体を貯蔵容量最大に収容した場合でも通常時はもちろん，

想定されるいかなる場合でも，未臨界性を確保できる設計とすると共に，臨界が防止され

ていることを確認する。 
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(2) 漏えい監視 

使用済燃料プール水の漏えいが検出可能であることを確認する。 

 

(3) 構造強度 

使用済燃料プールは，地震荷重等の適切な組み合わせを考慮しても強度上耐え得ること

を確認する。 

 

2.3.1.3.2 使用済燃料プール冷却系の設計方針 

(1) 冷却機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プール内の燃料の崩壊熱を熱交換器により

連続的に除去し，使用済燃料プールの冷却を安定して継続できる設計とする。また，熱交

換器で除去した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ放出できる設計とする。 

 

(2) 補給機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プールに水を補給できる設計とする。 

 

(3) 非常用注水機能 

非常用注水設備は，想定を超える地震や津波等による設備の破損・損傷，あるいは全電

源の喪失により使用済燃料プール循環冷却系の冷却機能が喪失した場合であっても使用済

燃料が露出しないように使用済燃料プールに注水できる設計とする。 

 

(4) 浄化機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プール水の分析ができる設計とし，燃料被

覆管あるいは使用済燃料プールライニングの腐食等による外部への放射性物質の漏えい及

び使用済燃料プールの保有水の漏えい防止，使用済燃料プール水中の放射能濃度低減，微

生物腐食防止の観点から，必要な場合には，使用済燃料プール水の浄化ができる設計とす

る。 

 

(5) 漏えい防止機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，漏えいしがたい設計とし，万一，一次系（使用済燃料

プール水が流れる系）から漏えいが発生しても建屋外への漏えいを防止できる機能を有す

る設計とする。 

また，漏えいがあった場合に拡大を防止することができるように，漏えいの検出ができ，

漏えい箇所を隔離できる設計とする。 
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(6) 構造強度 

使用済燃料プール循環冷却系は，材料の選定，製作及び検査について，適切と認められ

る規格及び基準によるものとする。 

 

(7) 監視機能 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プールの保有水量及び水温，並びに循環流

量等の冷却状態の確認，使用済燃料プールからの放射性物質放出の抑制の程度及び漏えい

の検知に必要な主要パラメータが監視できるとともに，記録が可能な機能を有する設計と

する。 

 

(8) 多重性・多様性 

使用済燃料プール循環冷却系のうち動的機器及び駆動電源は，多重性を備えた設計とす

る。また，外部電源が喪失した場合にも冷却機能を確保できる設計とする。 

 

(9) 火災防護 

消火設備を設けることで，初期消火を行い，火災により，安全性を損なうことのないよ

うにする。 

 

2.3.1.4 供用期間中に確認する項目 

(1) 使用済燃料プール水温が 65℃以下であること。 

(2) 使用済燃料プールへ冷却水を補給できること。 

(3) 使用済燃料プールがオーバーフロー水位付近にあること。 

 

2.3.1.5 主要な機器 

(1) 使用済燃料プール 

使用済燃料プールは原子炉建屋内にあって，全炉心及び１回取替量以上の燃料及び制御

棒の貯蔵が可能であり，さらに放射化された機器の取扱い及び貯蔵ができるスペースをも

たせている。使用済燃料プールの壁の厚さ及び水深は遮へいを考慮して，十分厚くとり，

内面はステンレス鋼でライニングされた構造となっている。 

使用済燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間距離をとることにより，使用済燃料プール水温，

使用済燃料貯蔵ラック内燃料位置等について，想定されるいかなる場合でも実効増倍率を

0.95 以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を防止するように設計している。 

貯蔵燃料の未臨界性が確保されていることの確認として，使用済燃料プールの水温及び

水位の監視やモニタリングポストの監視を行う。また，貯蔵燃料の異常な発熱状態におい

ても未臨界性に影響する使用済燃料貯蔵ラック内の燃料位置が確保されていることの確認

は，使用済燃料プールの水質管理による使用済燃料プール内機器の腐食防止対策やオペフ
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ロ作業時におけるガレキ等の異物落下防止対策を講じることにより行う。 

さらに，使用済燃料プール循環冷却系の損傷等による異常発生時にも，非常用注水設備

を用いて使用済燃料プールに注水することにより，貯蔵燃料の露出による異常な発熱を防

止する。 

使用済燃料プール水の漏えいについては，現場の漏えい検出計又は使用済燃料プールが

スキマ・サージ・タンクへオーバーフローし，スキマ・サージ・タンク水位が著しい低下

傾向を示していないことにより監視する。 

 

(2) 使用済燃料プール冷却系 

a. 設備概要 

使用済燃料プール冷却系は，既設設備と新設設備を組み合わせ，使用済燃料プール

内の燃料から発生する崩壊熱を除去し，使用済燃料プール水を冷却するとともに燃料

の冠水を維持することを目的とし使用済燃料プール循環冷却系及び非常用注水設備で

構成する。なお，使用済燃料プール循環冷却系はポンプ，熱交換器等，非常用注水設

備は電動ポンプ，消防車等で構成する。 

 

b. 使用済燃料プール循環冷却系 

     (ⅰ)使用済燃料プール循環冷却設備 

使用済燃料プール循環冷却設備は，使用済燃料プール水を熱交換器を介して循

環させる系（以下，一次系）及び冷却水を熱交換器，エアフィンクーラ又は冷却

塔を介して循環させる系（以下，二次系）からなり，使用済燃料プール内の燃料

から発生する崩壊熱を一次系により除去し，二次系により大気へ放出することに

より使用済燃料プールの冷却を行う。また，一次系は補給水ラインを持ち，使用

済燃料プールに水を補給する。 

使用済燃料プール循環冷却設備の冷却能力は，使用済燃料プール水温をコンク

リートの温度制限値である 65℃以下に保つこととして設定する。また，使用済燃

料プール循環冷却設備のポンプ等の動的機器は，１系列 100%容量，１系列予備と

することで多重性を有する設計とする。 

 

 

ⅰ）一次系 

（１号機） 

既設のＦＰＣ系を使用し，ＦＰＣ系のポンプ，熱交換器，配管，計測・制

御機器等で構成され，使用済燃料プールスキマ・サージ・タンクより吸い込

んだ使用済燃料プール水をポンプにより循環させ，熱交換器を通した後に使

用済燃料プールに戻すことにより，使用済燃料プール内の燃料から発生する
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崩壊熱を熱交換器で除去する。また，使用済燃料プールへの補給水ラインを

設ける。 

（２～４号機） 

新設のポンプ，熱交換器，計測・制御機器及び既設のＦＰＣ系の配管（一

部新設を含む）等で構成され，使用済燃料プールスキマ・サージ・タンクよ

り既設のＦＰＣ系の配管を通って吸い込んだ使用済燃料プール水をポンプに

より循環させ，熱交換器を通した後に既設のＦＰＣ系の配管を通って使用済

燃料プールに戻すことにより，使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊

熱を熱交換器で除去する。また，使用済燃料プールへの補給水ラインを設け

る。 

 

 

ⅱ）二次系 

新設のポンプ，エアフィンクーラ又は冷却塔，サージタンク，配管，計測・

制御機器等で構成され，一次系の熱交換器で除去した使用済燃料プール内の

燃料から発生する崩壊熱を，エアフィンクーラ又は冷却塔により大気に放出

する。 

 

(ⅱ) 漏えい拡大防止設備 

使用済燃料プール循環冷却系（２～４号機）は，新設の機器・配管を使用して

いることから，使用済燃料プール循環冷却設備の一次系系統水の系外及び建屋外

への漏えいを最小限に留めるために，新設設備の損傷等による漏えいに対し，系

統の自動停止のインターロックを設け，系統の出入口弁を自動閉とし，ポンプを

自動停止できる設計とする。また，一次系の設備はすべて建屋内に設置し（１～

４号機），建屋の破損等による建屋外への漏えい経路には堰を設けることにより，

一次系系統水の建屋外への漏えいを防止する。 

 

(ⅲ) 監視設備 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プールの保有水量，冷却状態，漏

えい等を監視できるとともに記録可能な監視設備を設ける。使用済燃料プールの

保有水量については，スキマ・サージ・タンクへオーバーフローしていることを

スキマ・サージ・タンク水位により監視する。スキマ・サージ・タンクの水位は，

一次系ポンプ吸込側圧力又はスキマ・サージ・タンク水位計により監視し，一次

系ポンプ吸込側圧力及びスキマ・サージ・タンク水位計は，それぞれ免震重要棟

内にある監視室のモニタで監視する。 

使用済燃料プールの冷却状態については使用済燃料プール循環冷却設備一次系
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流量，一次系圧力及び熱交換器入口及び出口温度を免震重要棟内にある監視室の

モニタで監視できるとともに，記録が可能な機能を有する設計とする。 

また，使用済燃料プールから大気への放射性物質の移行の程度は，試験により

確認された水温と大気への移行率の関係に基づく温度確認により把握できること

から，使用済燃料プール水温を免震重要棟集中監視室のモニタで監視する。 

使用済燃料プール循環冷却設備一次系からの漏えいについては，使用済燃料プ

ールと同様，スキマ・サージ・タンク水位で監視する。２～４号機においては，

一次系差流量を免震重要棟内にある監視室のモニタで監視する。また，４号機に

ついては床漏えい検知器により免震重要棟集中監視室の警報発生の有無を監視す

る。 

また，一次系から二次系への漏えいについては，放射線モニタや一次系差流量

により免震重要棟集中監視室のモニタで監視する。 

漏えいを検知した場合や流量もしくは圧力の低下が発生した際は，免震重要棟

内にある監視室内に警報が発報する。また，系統に異常が確認された際は，免震

重要棟集中監視室の緊急停止ボタンにより手動停止を可能とする。 

 

(ⅳ) 電源 

   使用済燃料プール循環冷却系の電源は異なる送電系統で 2 回線の外部電源から

受電できる構成とする。 

外部電源喪失の場合でも，所内共通ディーゼル発電機かつ非常用ディーゼル発

電機から電源を供給することで運転が可能な構成とする。 

 

(ⅴ) 浄化装置 

 （１号機） 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プール循環冷却設備一次系から使

用済燃料プール水の水質測定をするためのサンプリングが可能であり，燃料被覆

管あるいは使用済燃料プールライニングの腐食等による外部への放射性物質の漏

えい及び使用済燃料プール保有水の漏えい防止，使用済燃料プール水中の放射能

濃度低減，微生物腐食防止の観点から必要な場合には，使用済燃料プールへの薬

液の注入等を行う。 

（２～４号機） 

使用済燃料プール循環冷却系は，使用済燃料プール循環冷却設備一次系から使

用済燃料プール水の水質測定をするためのサンプリングが可能であり，燃料被覆

管あるいは使用済燃料プールライニングの腐食等による外部への放射性物質の漏

えい及び使用済燃料プール保有水の漏えい防止，使用済燃料プール水中の放射能

濃度低減，微生物腐食防止の観点から必要な場合には，使用済燃料プールへの薬
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液の注入や使用済燃料プール水の浄化を行う。 

 

c. 非常用注水設備 

非常用注水設備は，発電所に配備している電動ポンプ，消防車，消防ホース等からな

り，使用済燃料プール循環冷却系が設備の損傷等により冷却機能を喪失した場合に，使

用済燃料プールに注水することで，使用済燃料が露出するのを防ぐことを目的とする。

非常用注水設備による注水は，電動ポンプや消防車等により，ろ過水タンク，原水地下

タンク，または海水を水源とし，既設のＦＰＣ系配管等にホース等を接続することによ

り行う。 

 

2.3.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

津波等により，万が一，使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統や機器の機能が同時

に喪失する場合は，使用済燃料プールの冷却を再開できるよう，消防車等を配備する。 

 

(2) 火災 

使用済燃料プール循環冷却系の現場制御室の制御盤等からの火災が考えられることから，

初期消火の対応ができるよう，近傍に消火器を設置する。 

 

2.3.1.7 構造強度及び耐震性 

2.3.1.7.1 使用済燃料プールの構造強度及び耐震性 

 使用済燃料プールは鉄筋コンクリート構造であり，内側に鋼製ライナを設置して漏えい

防止機能を確保する。使用済燃料プールは，原子炉建屋の３階から４階にかけて設置され

ており，原子炉建屋の壁や床と一体構造となっている。耐震性に関する検討については，

現状の原子炉建屋の損傷状況を反映した解析モデルを作成し，基準地震動 Ss を入力地震動

とした時刻歴応答解析などにより，評価を行う。 

 

2.3.1.7.2 使用済燃料プール冷却系の構造強度及び耐震性 

(1) 構造強度 

使用済燃料プール循環冷却系は，技術基準上，燃料プール冷却浄化系及び原子炉補機冷

却系に相当するクラス３機器と位置付けられる。この適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原

子力設備規格 設計・建設規格（以下，設計・建設規格という）」で規定されるものである

が，設計・建設規格は，鋼材を基本とした要求事項を設定したものであり，耐圧ホース等

の非金属材についての基準がない。従って，鋼材を使用している設備については，設計・

建設規格のクラス３機器相当での評価を行い，非金属材料については，当該設備に加わる

機械的荷重により損傷に至らないことをもって評価を行う。この際，当該の設備が JIS や
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独自の製品規格等を有している場合や，試験等を実施した場合はその結果などを活用し，

評価を行う。 

なお，非常用注水設備は燃料プール水補給設備に相当するクラス２機器と位置付けられ

るが，消防車，消防ホース等は常設機器ではなく使用時にのみ設置するものであることか

ら構造強度が求められるものではないが，１～３号機のホースの接続口については既設の

ＦＰＣ系配管であり，クラス３機器として設計されている。これについてはクラス２に対

してグレードが劣るが，当該部は東北地方太平洋沖地震，その後の津波でも健全性が維持

されていたものであることから実力的にはクラス２相当の構造強度を有するものと考えら

れる。また，４号機のホース接続口は既設の原子炉圧力容器下部の核計装配管に新設配管

を接続したものであり，クラス２機器ではないが，当該部は東北地方太平洋沖地震でも健

全性が維持されていたものであることから，実力的にはクラス２相当の構造強度を有する

ものと考えられる。 

   

(2) 耐震性 

使用済燃料プール冷却系のうち使用済燃料プール循環冷却系は耐震設計審査指針上の B

クラスの設備と位置づけられることから，その主要設備については，静的震度（1.8Ci）に

基づく構造強度評価及び共振の恐れがある場合は動的解析を行い，評価基準値を満足する

ことを原則とする。 

耐震性に関する評価にあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」に準拠す

ることを基本とするが，必要に応じてその他の適切と認められる指針や試験結果等を用い

た現実的な評価を行う。 

なお，使用済燃料プール冷却系のうち非常用注水設備は燃料プール水補給設備に相当す

るものであり耐震設計審査指針上は S クラスと位置づけられるが，消防車，消防ホース等

は常設機器ではなく使用時にのみ設置するものであることから耐震性は求められるもので

はない。一方，１～３号機のホースの接続口については既設のＦＰＣ系配管であり，耐震 B

クラスとして設計されている。これについては S クラスに対してグレードが劣るが，当該

部は東北地方太平洋沖地震，その後の津波でも健全性が維持されていたものであることか

ら実力的には S クラス相当の耐震性を有するものと考えられる。また，４号機のホース接

続口は既設の原子炉圧力容器下部の核計装配管に新設配管を接続したものであり，S クラス

ではないが，当該部は東北地方太平洋沖地震でも健全性が維持されていたものであること

から，実力的には S クラス相当の耐震性を有するものと考えられる。 

 

2.3.1.8 機器の故障への対応 

2.3.1.8.1 燃料プール循環冷却系の機器の単一故障 

(1) 一次系又は二次系ポンプ故障 

一次系又は二次系ポンプが故障した場合は，現場に移動し，待機号機の起動を行い，
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使用済燃料プールの循環冷却を再開する。 

 

(2) 電源喪失 

使用済燃料プール循環冷却系の電源が外部電源喪失や所内電源喪失により喪失した場

合，電源の切替に長時間を要しない場合（目安時間：約１日）は，電源の切替操作によ

り使用済燃料プールの循環冷却を再開する。電源切替に長時間を要する場合（目安時間：

約２日以上）は，非常用注水設備による使用済燃料プールへの注水を行うことにより，

使用済燃料プールの冷却を行う。 

  電源喪失に伴う非常用注水設備の電源喪失時は，予め免震重要棟付近（OP.36,900）に

待機している電源車等を用いて非常用注水設備の電源を復旧し，使用済燃料プールへの

注水を行う。  

 

(3) 一次系循環ラインの損傷 

使用済燃料プール循環冷却系の一次系循環ラインが損傷した場合は，循環ライン内の

一次系統水が系外へ漏えいすることが考えられることから，系外へ漏えいした一次系系

統水を建屋内に設置した堰により滞留させた後，漏えい水を建屋地下（２～３号機は廃

棄物処理建屋地下，４号機は廃棄物処理建屋地下又は原子炉建屋地下）に移送する。 

移送後，一次系循環ラインの復旧に長時間を要しない場合は，復旧後，使用済燃料プ

ールの循環冷却を再開する。復旧に長時間を要する場合は，非常用注水設備による使用

済燃料プールへの注水を行うことにより，使用済燃料プールの冷却を行う。 

 

2.3.1.8.2 使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統・機器の同時機能喪失 

地震，津波等により，万が一，使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統や機器の機能

が同時に喪失した場合には，現場状況に応じて，予め免震重要棟西側（OP.36,900）に待機

している消防車等の配備を行い，使用済燃料プールの冷却を再開する。使用済燃料プール

循環冷却の機能が停止してから，燃料の露出を確実に防止でき且つ水遮へいが有効とされ

る使用済燃料の有効燃料頂部の上部２ｍに至るまでは最短でも４号機における約 27 日であ

ることから，使用済燃料プールの冷却を確保することは可能である。 

 

2.3.1.8.3 異常時の評価 

使用済燃料プール循環冷却系の機能が喪失した事故時や非常用注水設備が機能喪失した

シビアアクシデント相当を想定した場合においても，使用済燃料の冠水は確保され，使用

済燃料から発生する崩壊熱を確実に除去することが可能である。 
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2.3.2 基本仕様 

2.3.2.1 １号機使用済燃料プール冷却系の主要仕様 

(1) ＦＰＣポンプ（既設品） 

台  数        2 

流  量        91.92m3/h（1 台あたり） 

揚  程        91.5m 

 

(2) ＦＰＣ熱交換器（既設品） 

基  数        1（B 系利用） 

交換熱量        0.32MW（１基あたり） 

※除熱に必要な熱交換器の基数，交換熱量は，使用済燃料プールの崩壊熱の低下に伴

い変化する。 

 

(3) 二次系ポンプ（完成品） 

台  数        2 

流  量        50m3/h（1 台あたり） 

揚  程        50m 

 

(4) エアフィンクーラ（完成品） 

基  数        2 

交換熱量        0.32MW（1 基あたり） 

※除熱に必要なエアフィンクーラの基数，交換熱量は，使用済燃料プールの崩壊熱の

低下に伴い変化する。  

 

(5) サージタンク（完成品） 

基  数        1 

容  量       0.4 m3 

 

(6) 温度計 

  型  式    熱電対 

  計測範囲   0℃～300℃ 

  個  数    １ 

 

(7) 消防車 

  台  数   1 

流  量   3 m3/h 以上 
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※１～４使用済燃料プール循環冷却設備および共用使用済燃料プール設備と共用 
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表２．３－１ 主要配管仕様 

名 称 仕 様 

一次系主要配管（既設） 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A／Sch.40 

200A／Sch.40 

STPG410S／SUS304TP 

1.38MPa／1.03MPa 

60℃ 

二次系主要配管 呼び径／厚さ 

 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80 

80A／Sch.40 

100A／Sch.40 

150A／Sch.40 

STPG370／STPT370 

1.0MPa 

60℃ 

二次系フレキシブルチュ

ーブ 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A 相当 

SUS304 

1.0MPa 

60℃ 

二次系ポリエチレン管 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A，150A 相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 
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2.3.2.2 2号機使用済燃料プール冷却系の主要仕様 

(1) 一次系ポンプ（完成品） 

台  数        2 

流  量        100m3/h（1 台あたり） 

揚  程        60m 

 

(2) 熱交換器（完成品） 

基  数        2 

交換熱量        1.17MW（１基あたり） 

※除熱に必要な熱交換器の基数，交換熱量は，使用済燃料プールの崩壊熱の低下に伴

い変化する。 

 

(3) 二次系ポンプ（完成品） 

台  数        2 

流  量        200m3/h（1 台あたり） 

揚  程        30m 

 

(4) 冷却塔（完成品） 

基  数        2 

交換熱量        3MW（1 基あたり） 

  ※除熱に必要な冷却塔の基数，交換熱量は，使用済燃料プールの崩壊熱の低下に伴い

変化する。 

 

(5)  サージタンク（完成品） 

基  数        1 

容  量       2.7 m3 

 

(6) 温度計 

  型  式    熱電対 

  計測範囲   0℃～100℃ 

  個  数    １ 

 

(7) 消防車 

  台  数   1 

流  量   3 m3/h 以上 

※１～４使用済燃料プール循環冷却設備および共用使用済燃料プール設備と共用 
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表２．３－２ 主要配管仕様 

名 称 仕 様 

一次系主要配管 呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.40 

150A／Sch.40 

200A／Sch.40 

STPG370 

1.0MPa 

100℃ 

二次系主要配管 呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

125A／Sch.40 

150A／Sch.40 

200A／Sch.40 

STPG370 

0.5MPa 

100℃ 

二次系フレキシブルチュー

ブ 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A,200A 相当 

SUS304 

0.5MPa 

100℃ 
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2.3.2.3 3号機使用済燃料プール冷却系の主要仕様 

(1) 一次系ポンプ（完成品） 

台  数        2 

流  量        100m3/h（1 台あたり） 

揚  程        60m 

 

(2) 熱交換器（完成品） 

基  数        2 

交換熱量         1.17MW(１基あたり） 

 ※除熱に必要な熱交換器の基数，交換熱量は，使用済燃料プールの崩壊熱の低下に伴

い変化する。 

 

(3)  二次系ポンプ（完成品） 

台  数        2 

流  量        200m3/h（1 台あたり） 

揚  程        30m 

 

(4)  冷却塔（完成品） 

基  数        2 

交換熱量        3MW（1 基あたり） 

  ※除熱に必要な冷却塔の基数，交換熱量は，使用済燃料プールの崩壊熱の低下に伴い

変化する。 

 

(5)  サージタンク（完成品） 

基  数        1 

容  量        2.7 m3 

 

(6) 温度計 

  型  式      熱電対 

  計測範囲     0℃～100℃ 

  個  数    １ 

 

(7) 消防車 

  台  数   1 

流  量   3 m3/h 以上 

※１～４使用済燃料プール循環冷却設備および共用使用済燃料プール設備と共用 
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表２．３－３ 主要配管仕様 

名 称 仕 様 

一次系主要配管 呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.40 

150A／Sch.40 

200A／Sch.40 

STPG370 

1.0MPa 

100℃ 

二次系主要配管 呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

125A／Sch.40 

150A／Sch.40 

200A／Sch.40 

STPG370 

0.5MPa 

100℃ 

二次系フレキシブルチュー

ブ 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A,200A 相当 

SUS304 

0.5MPa 

100℃ 
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2.3.2.4 4号機使用済燃料プール冷却系の主要仕様 

(1)  一次系ポンプ（完成品） 

台  数        2 

流  量        100m3/h（1 台あたり） 

揚  程        68m 

 

(2) 熱交換器（完成品） 

基  数        2 

交換熱量          1.9MW(１基あたり） 

※除熱に必要な熱交換器の基数，交換熱量は，使用済燃料プールの崩壊熱の低下に伴い

変化する。 

 

(3) 二次系ポンプ（完成品） 

台  数        2 

流  量        200m3/h（1 台あたり） 

揚  程        50m 

 

(4) エアフィンクーラ（完成品） 

基  数        2 

交換熱量        1.9MW （1 基あたり） 

  ※除熱に必要なエアフィンクーラの基数，交換熱量は，使用済燃料プールの崩壊熱の低

下に伴い変化する。 

 

(5) サージタンク（完成品） 

基  数        1 

容  量        0.4 m3 

 

(6) 温度計 

  型  式      熱電対 

  計測範囲    0℃～300℃ 

  個  数    １ 

 

(7) 消防車 

  台  数   1 

流  量   3 m3/h 以上 

※１～４使用済燃料プール循環冷却設備および共用使用済燃料プール設備と共用 
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表２．３－４ 主要配管仕様 

名 称 仕 様 

一次系主要配管 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.40 

150A／Sch.40 

STPT370,STPT410,SUS304TP 

1.0MPa 

100℃ 

一次系フレキシブルチュ

ーブ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A,150A 相当 

SUS316L 

1.0MPa 

100℃ 

二次系主要配管 呼び径／厚さ 

 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.40 

125A／Sch.40 

150A／Sch.40 

200A／Sch.40 

STPG370,STPT370 

1.0MPa 

60℃ 

二次系フレキシブルチュ

ーブ 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A 相当 

SUS316L 

1.0MPa 

60℃ 

二次系ポリエチレン管 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A，150A 相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 
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2.3.3 添付資料 

添付資料－１  使用済燃料プール概要図 

添付資料－２  使用済燃料プール冷却系系統概略図 

添付資料－３  漏えい拡大防止設備概要図 

添付資料－４  セシウム溶液の大気中へのセシウム移行率確認試験 

添付資料－５  使用済燃料プール保有水から大気への放射性物質の移行程度の評価 

添付資料－６  使用済燃料プール水の塩化物イオン濃度の目標値について 

添付資料－７  使用済燃料プールの構造強度及び耐震性に関する説明書 

添付資料－８  使用済燃料プール循環冷却系の新設設備の構造強度及び耐震性に係る説

明書 

添付資料－９  使用済燃料プール冷却系機能喪失評価 

添付資料－１０ 使用済燃料プール（SFP）水温及び水位変化 

添付資料－１１ 有効燃料頂部＋２ｍにおける線量評価 
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図 1 使用済燃料プール概要図 
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図 1 1 号機使用済燃料プール冷却系系統概略図 
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図 2 2 号機使用済燃料プール冷却系系統概略図 
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図 3 3 号機使用済燃料プール冷却系系統図   
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図 4 4 号機使用済燃料プール冷却系系統概略図 
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部



 

 

４号機廃棄物処理建屋（１F） ４号機原子炉建屋（１F）

既設（V-19-107
弁上流側）取合部

漏えい時に考慮する床面(廃棄物処理建屋1階)

建屋壁等

床漏えい検知器

スロープ、堰等

漏えい時に考慮する床面(原子炉建屋1階)

電動弁（XX-MO-007）

電動弁（XX-MO-008）

既設（V-10-110弁下流側）取合部

熱交換器
ユニット

電動弁
（XX-MO-002）

※漏えい水は約38t、漏えい時に考慮する床面積4号機廃棄

物処理建屋1階で約314m2、4号機原子炉建屋1階で約

548m2から漏えい時の4号機廃棄物処理建屋1階における漏
えい水高さは約13cm、4号機原子炉建屋1階における漏えい
水高さは約7cmとなる。電動弁はこれより高い位置に設置さ
れており、漏えい水が弁の作動に影響を与えることはないと
考えられる。

図 3 4 号機使用済燃料プール冷却系  

漏えい拡大防止設備概要図（4 号機 廃棄物処理建屋 1FL,原子炉建屋 1FL,4FL） 
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セシウム溶液の大気中へのセシウム移行率確認試験 

 
使用済燃料プールからの放射性物質の放出が抑制されていることを把握する方法として，

セシウム溶液から大気中へのセシウム移行率確認試験の結果を以下に示す。 
 
１．試験概要 
 蒸留装置模式図及び蒸留条件を図 1，図 2 に示す。図 1 の試験では，純水及び海水に塩化

セシウムの安定同位体[CsCl]を溶解した試料をヒーターにて熱し，沸騰温度にて蒸留を行っ

た。また，図 2 の試験では，同様に純水及び海水に塩化セシウムの安定同位体[CsCl]を溶解

した試料を恒温槽に入れ，ビーカー開口部をシーロンフィルムで覆い，冷却水を満たした

丸底フラスコを設置した。 
 図 1 の試験では試料を沸騰（100［℃］）させ，また図 2 の試験では恒温槽を用いて試料

温度を 30［℃］，50［℃］，70［℃］，85［℃］，100［℃］に調整し，ロートより回収した蒸

留水（10ml 程度）の Cs 濃度を誘導結合プラズマ質量分析装置により測定した。なお，図 2
の試験での 100［℃］での温度調整において，試料を 100［℃］に調整することができない

ことから，92［℃］の温度条件にて蒸留した。 
 

蒸留条件 

試料液面の面積[cm2] 約 20[cm2] 

試料液量[ml] 
蒸留開始時：100[ml] 
蒸留終了時：90[ml]以上 

試料液面から凝縮面（冷却

管）までの距離[cm] 
約 15[cm] 

 

凝縮面（冷却水）温度[℃] 5～10[℃] 

図 1 蒸留装置模式図及び蒸留条件 
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蒸留条件 

試料液面の面積［cm2］ 75.3［cm2］ 

試料液量［ml］ 蒸留開始時：100［ml］ 

蒸留終了時：90［ml］以上

試料液面から凝縮面（丸底フ

ラスコ）までの距離［cm］

10～12［cm］ 

 

凝縮面（丸底フラスコ水温）

温度［℃］ 

20～40［℃］ 

図 2 蒸留装置模式図及び蒸留条件 

 
２．試験結果 
蒸留温度と大気中への Cs 移行率［％］（蒸留水の Cs 濃度／試料水の Cs 濃度実測値×100

［％］）の関係を図 3 に示す。この結果より，100［℃］以下の海水もしくは純水に含まれ

る Cs の大気への移行率は概ね 1.0×10-3～1.0×10-5［％］の範囲であることが判明した。 

 なお，30℃の試料(海水)については，同温度条件の他の結果と比較し 1000 倍以上大きい

上に，全温度条件における結果と比較しても約 100 倍多い。また，低温度ほど移行率が大

きいという傾向も見られない。以上より，何らかの原因により試料（塩化セシウムを含む

海水）が蒸留水中に混入したため，蒸留後の塩化セシウム濃度が実際よりも大きくなり，

それに伴い移行率が大きくなったもので，実験手順の間違いだったと考えられる。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 蒸留温度別の大気中への Cs の移行量 
 
３．まとめ 
以上より，100［℃］以下における Cs の大気へのおおよその放出量を把握することが可

能となった。 
 

丸底フラスコ シーロンフィルム 

ロート 試料 

ポリビン 

恒温槽 
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使用済燃料プール保有水から大気への放射性物質の移行程度の評価 

 

１～４号機使用済燃料プールは，使用済燃料プール循環冷却系により平成 23 年 5 月 31

日以降順次冷却されており，平成 24 年 11 月 25 日時点でおよそ 13～24[℃]となっている。

しかしながら，使用済燃料プール保有水の自然蒸発に伴い，使用済燃料プール水中の放射

性物質も空気中に拡散していると考えられる。 

 そこで，実験により得られた放射性物質の移行率（添付資料－4）より，使用済燃料プー

ルから大気への放射性物質の移行の程度（蒸発した空気中に含まれる放射性物質濃度）を

推定及び評価した。 

 

１．評価条件 

 使用済燃料プールから大気への移行の程度を推定するための条件を以下に示す。 

 

（１）放射性物質濃度 

１～４号機使用済燃料プール保有水における放射性物質濃度を表１に示す。 

 

表１ 使用済燃料プール保有水における放射性物質濃度 

使用済燃料プール保有水における放射性物質濃度 

放射性物質 １号機[Bq/cm3] 

※1 

２号機[Bq/cm3]

※2 

３号機[Bq/cm3]

※3 

４号機[Bq/cm3] 

※4 

Cs134 7.7×103 4.2×101 2.1×103 2.6×10-1 

Cs137 1.5×104 8.5×101 3.6×103 5.7×10-1 

※１ 平成 24 年 11 月 21 日に 1 号機使用済燃料プールより採取した水の分析結果 

  ※２ 平成 24 年 10 月 24 日に 2 号機使用済燃料プールより採取した水の分析結果 

  ※３ 平成 24 年 11 月 12 日に 3 号機使用済燃料プールより採取した水の分析結果 

  ※４ 平成 24 年 10 月 10 日に４号機使用済燃料プールより採取した水の分析結果 

 

（２）使用済燃料プール水温 

平成 24 年 11 月 25 日時点における１～４号機使用済燃料プール保有水の水温を以下に示

す。 

○ １号機：16.0℃ 

○ ２号機：13.9℃ 

○ ３号機：14.2℃ 

○ ４号機：24.0℃ 
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（３）放射性物質移行率 

添付資料－4 の「セシウム溶液の大気中へのセシウム移行率確認試験」の測定結果及び上

記（２）の使用済燃料プール水温より，各号機のセシウムの大気への移行率を以下のよう

に仮定する。 

○ １～４号機：1.0×10-4[％] 

 

２．使用済燃料プールから大気への放射性物質の移行の程度の推定及び評価 

以上の条件から，使用済燃料プールから大気への移行の程度（蒸発した空気中に含まれ

る放射性物質濃度）を推定したものを表２に示す。 

表２より，現状の各号機から放出される放射性物質濃度の推定合計量は Cs134 が 7.9×10-6 

[Bq/cm3]，Cs137 が 1.5×10-5[Bq/cm3]であり，現状の敷地境界（発電所西門）での空気中の

放射性物質濃度は検出限界以下と十分低い値となっている。なお，参考として，炉規則告

示限度濃度（敷地境界での空気中の許容濃度）は，Cs134 が 2×10-3[Bq/cm3]，Cs137 が 3×

10-3[Bq/cm3]である。浄化設備により２～４号機使用済燃料プール保有水の浄化を実施して

いること，また３／４号機に燃料取り出し用カバーを設置し，封じ込め機能を追加するこ

とから，大気への移行量はより小さい値となっていくと考えられる。 

 

表２ 使用済燃料プールから大気への移行の程度の推定値 

及び敷地境界での大気中の放射性物質濃度 

使用済燃料プールから大気への移行の程度※5 

放射性 

物質 
１号機 

[Bq/cm3] 

２号機 

[Bq/cm3] 

３号機

[Bq/cm3]

４号機 

[Bq/cm3] 

合計 

[Bq/cm3] 

敷地境界におけ

る空気中の放射

性 

物質濃度※6 

[Bq/cm3] 

炉規則告示限度濃

度（敷地境界での空

気中の許容濃度） 

[Bq/cm3] 

Cs134 6.2×10-6 3.4×10-8 1.7×10-6 2.1×10-10 7.9×10-6 ND※7 2×10-3 

Cs137 1.2×10-5 6.8×10-8 2.9×10-6 4.6×10-10 1.5×10-5 ND※7 3×10-3 

 

※5 １～４号機の分析した使用済燃料プール保有水の放射性物質濃度及び平成 24 年

11 月 25 日時点での水温より評価。同温度における水から水蒸気への膨張は約

1244 倍。 

※6 平成 24 年 11 月 25 日に発電所西門にて採取した揮発性または粒子状の Cs134 及

び Cs137 の合計放射性物質濃度を示す。 

※7 ND とは検出限界値以下を示す。揮発性 Cs134 及び Cs137 の検出限界値は 2×

10-7[Bq/cm3]，粒子状 Cs134 及び Cs137 の検出限界値は 3×10-7[Bq/cm3]である。 
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使用済燃料プール水の塩化物イオン濃度の目標値について 

 

１．使用済燃料プールライナーには塩化物イオンによる腐食への影響が認められている

SUS304 材を使用していることから，念のため塩化物イオン濃度の目標値を 100ppm 以

下とする。 

２．使用済燃料プール水の塩化物イオン濃度は，1 回／3 ヶ月の頻度で確認を行う。なお，

通常は導電率 40mS/m 以下にて確認を行い，これを超える場合は，塩化物イオン濃度の

測定を行う。 

＜100ppm の根拠＞ 

○ 塩化物イオンによる SUS304 の局部腐食発生限界を考慮。 

・ 図中曲線の下の領域が腐食が発生しない環境。 

・ 使用済燃料プール水の温度は実績として 40℃以下で管理されていることから，40℃

における局部腐食臨界電位に相当する塩化物イオン濃度を評価すると，図１より

160ppm となる。 

・ 以上から，使用済燃料プール水質の目標値を保守的に 100 ppm と設定。 

・ なお，プール水温度が長期間 40℃を上回る場合には目標値を見直すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図１ 大気開放条件での 304 ステンレス鋼の腐食マップ 1）, 2) 

------------------------------------------------- 

1) M. Akashi, G. Nakayama, T. Fukuda: CORROSION/98 Conf., NACE International, Paper No. 158 (1998). 

2) T. Fukuda, M. Akashi: Proc. Nuclear Waste Packaging –FOCUS’91, ANS, p. 201 (1991). 
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使用済燃料プールの構造強度及び耐震性に関する説明書 

 

（１）１号機使用済燃料プール 

１号機の原子炉建屋については，５階より上部が破損しており，これらの状態を反

映した時刻歴応答解析結果によると，使用済燃料プールを含んでいる３階と４階のせ

ん断ひずみの最大値は 0.06×10-3（Ss-1H，EW 方向，3 階）であり，耐震安全性は確

保されるものと評価している。 

 

（２）２号機使用済燃料プール 

２号機の原子炉建屋については，ブローアウトパネルが落下している以外は目立っ

た損傷がないので，これらの状態を反映した時刻歴応答解析結果によると，使用済燃

料プールを含んでいる３階と４階のせん断ひずみの最大値は 0.09×10-3（Ss-1H，EW

方向，３階）であり，耐震安全性は確保されるものと評価している。なお，炉心損傷

の段階で格納容器内部が 300℃程度の状態が長時間継続した影響により，その外側のシ

ェル壁の剛性が低下した可能性等が考えられるが，そのような条件を想定したパラメ

ータスタディを行った結果においても解析結果に大きな差異は生じておらず，耐震安

全性は確保されることを確認している。 

 

（３）３号機使用済燃料プール 

３号機の原子炉建屋については，５階以上の損傷が著しく，さらにその損傷は４階

にも及んでおり，これらの状態を反映した時刻歴応答解析結果によると，使用済燃料

プールを含んでいる３階と４階のせん断ひずみの最大値は 0.12×10-3（Ss-2H，EW 方

向，３階）であり，耐震安全性は確保されるものと評価している。さらに，５階から

下部の損傷が不規則であることから，使用済燃料プールを含めた範囲を FEM 解析モデ

ルに置換して，温度荷重などと地震荷重を組み合わせた応力解析を行った結果，使用

済燃料プールの耐震安全性は確保されるものと評価している。 

 

 

（４）４号機使用済燃料プール 

４号機の原子炉建屋については反映した時刻歴応答解析結果によると，使用済燃料

プールを含んでいる３階と４階のせん断ひずみの最大値は 0.12×10-3（Ss-1H,EW 方向,

３F）であり，耐震安全性は確保されることを評価している。さらに，５階から下部の

損傷が不規則であることから，使用済燃料プールを含めた範囲を FEM 解析モデルに置

換して，温度荷重などと地震荷重を組み合わせた応力解析を行った結果，使用済燃料

プールの耐震安全性は確保されるものと評価している。 
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使用済燃料プール循環冷却系の新設設備の構造強度及び耐震性に係る説明書 

 

1. ポンプ 

1.1 １号機二次系ポンプ 

（１）構造強度 

１号機二次系ポンプについては，系統最高使用圧力 1.0MPa に対し，工場にて 1.14MPa

の水圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統機能試

験時に 0.68～0.7MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認してい

る。以上のことから，１号機二次系ポンプについては，通常運転時の内圧に十分耐え

うる構造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

１号機二次系ポンプについては，サージタンクや配管，弁等と共にトレーラに搭載

し，トレーラ含めてユニット化（二次系ユニット）し，ユニットとしての重心を低く

することにより耐震性を向上させるとともに，ボルト等で固定することで転倒防止策

を講じている。また，二次系ユニットについては，敷鉄板と溶接等行い転倒防止策を

講じている。これを踏まえ，耐震性の評価として，ボルトの強度が確保されること及

び二次系ユニットが転倒しないことの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，

耐震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．ボルトの強度評価 

「原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601-2008)」の横型ポンプの強度評価方法に

準じて，ポンプ基礎ボルトの評価を行った。基礎ボルトの許容応力については，供用

状態 Cs における許容応力を適用し，ボルトの評価温度は 100℃とみなして，許容応力

を求めた。 

評価結果を以下に示す。算出応力は全て許容応力以下となっている。 

 

応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 作用しない 145 
基礎ボルト ＳＳ４００ 

せん断 2 112 

 

ｂ．二次系ユニットの転倒評価 

「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」を準用し，敷鉄板との溶接等を考慮し

ない状態で、二次系ユニットに発生する垂直力により転倒評価を行った。 
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発生する垂直力は以下の計算式で算出することができる。 

  
t

GVGH
b n

FWhF
R







)(
 

 

  ここに， ＦＨ：設計水平地震力（ＫＨ・Ｗ） 

       ＫＨ：設計用水平震度  

        Ｗ：機器重量  

        ｈＧ：据付面より機器重心までの高さ 

        ＦＶ：設計用鉛直地震力 

         ℓＧ：検討する方向からみた評価点から機器重心までの距離 

ℓ：検討する方向から見た評価点スパン  

         ｎｔ：機器転倒を考えた場合の引張を受ける評価点の数  

 

転倒評価結果 

設備名称 機器に発生する垂直力[N] 評価 

１号機二次系ユニット －1938 転倒しない 
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1.2 ２号機一次系ポンプ 

（１）構造強度 

２号機一次系ポンプについては，系統最高使用圧力 1.0MPa に対し，工場にて 1.5MPa

の水圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統機能試験

時に 0.9MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。以上の

ことから，２号機一次系ポンプについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる構造強度

を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

  ２号機一次系ポンプについては，熱交換器，弁等と共にトレーラに搭載し，トレーラ

含めてユニット化（熱交換器ユニット）することで，耐震性を向上させるとともに，ボ

ルト等で固定することで転倒防止策を講じている。また，熱交換器ユニットについては，

建屋の床面にアンカボルトにより固定することで，転倒防止策を講じている。これを踏

まえ，耐震性の評価として，ボルトの強度が確保されること，熱交換器ユニットが転倒

しないこと及びアンカボルトの強度が確保されることの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，耐

震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

  ａ．ボルトの強度評価 

「原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601-2008)」の横型ポンプの強度評価方法に

準じて，ポンプ基礎ボルトの評価を行った。基礎ボルトの許容応力については，供用

状態 Cs における許容応力を適用し，ボルトの評価温度は 100℃とみなして，許容応力

を求めた。 

評価結果を以下に示す。算出応力は全て許容応力以下となっている。 

 

応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 作用しない 145 
基礎ボルト ＳＳ４００ 

せん断 3 112 

 

ｂ．熱交換器ユニットの転倒評価 

熱交換器ユニットの転倒評価及びアンカボルトの強度評価は，後述の「3.2 2 号機

熱交換器ユニット（１）耐震性」において，熱交換器ユニットは転倒しない及び固定

しているアンカボルトの強度が確保されている評価となっている。 
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1.3 ２号機二次系ポンプ 

（１）構造強度 

２号機二次系ポンプについては，系統最高使用圧力 0.5MPa に対し，工場にて 1.5MPa

の水圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統機能試験

時に 0.35MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。  

以上のことから，２号機二次系ポンプについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる

構造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

２号機二次系ポンプについては，屋外にハウスを設置し，ハウス内にボルトで固定す

ることで転倒防止策を講じている。これを踏まえ，耐震性の評価として，ボルトの強度

が確保されることの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，耐

震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．ボルトの強度評価 

「原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601-2008)」の横型ポンプの強度評価方法に

準じて，ポンプ基礎ボルトの評価を行った。基礎ボルトの許容応力については，供用

状態 Cs における許容応力を適用し，ボルトの評価温度は 100℃とみなして，許容応力

を求めた。 

評価結果を以下に示す。算出応力は全て許容応力以下となっている。 

 

応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 2 145 
基礎ボルト ＳＳ４００ 

せん断 3 112 
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1.4 ３号機一次系ポンプ 

（１）構造強度 

３号機一次系ポンプについては，系統最高使用圧力 1.0MPa に対し，工場にて 1.5MPa

の水圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統機能試験

時に 0.9MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。   

以上のことから，３号機一次系ポンプについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる

構造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

３号機一次系ポンプについては，熱交換器，弁等と共にトレーラに搭載し，トレーラ

含めてユニット化（熱交換器ユニット）することで，耐震性を向上させるとともに，ボ

ルト等で固定することで転倒防止策を講じている。また，熱交換器ユニットについては，

建屋の床面にアンカボルトにより固定することで転倒防止策を講じている。これを踏ま

え，耐震性の評価として，ボルトの強度が確保されること，熱交換器ユニットが転倒し

ないこと及びアンカボルトの強度が確保されることの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，耐

震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．ボルトの強度評価 

「原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601-2008)」の横型ポンプの強度評価方法に

準じて，ポンプ基礎ボルトの評価を行った。基礎ボルトの許容応力については，供用

状態 Cs における許容応力を適用し，ボルトの評価温度は 100℃とみなして，許容応力

を求めた。 

評価結果を以下に示す。算出応力は全て許容応力以下となっている。 

 

応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 作用しない 145 
基礎ボルト ＳＳ４００ 

せん断 3 112 

 

ｂ．熱交換器ユニットの転倒評価 

熱交換器ユニットの転倒評価及びアンカボルトの強度評価は，後述の「3.4 3 号機

熱交換器ユニット（１）耐震性」において，熱交換器ユニットは転倒しない及び固定

しているアンカボルトの強度が確保されている評価となっている。 
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1.5 ３号機二次系ポンプ 

（１）構造強度 

３号機二次系ポンプについては，系統最高使用圧力 0.5MPa に対し，工場にて 1.5MPa

の水圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統機能試験

時に 0.353～0.355MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。 

以上のことから，３号機二次系ポンプについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる

構造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

３号機二次系ポンプについては，屋外にハウスを設置し，ハウス内にボルトで固定す

ることで転倒防止策を講じている。これを踏まえ，耐震性の評価として，ボルトの強度

が確保されることの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，耐

震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．ボルトの強度評価 

「原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601-2008)」の横型ポンプの強度評価方法に

準じて，ポンプ基礎ボルトの評価を行った。基礎ボルトの許容応力については，供用

状態 Cs における許容応力を適用し，ボルトの評価温度は 100℃とみなして，許容応力

を求めた。 

評価結果を以下に示す。算出応力は全て許容応力以下となっている。 

 

応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 2 145 
基礎ボルト ＳＳ４００ 

せん断 3 112 
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1.6 ４号機一次系ポンプ 

（１）構造強度 

４号機一次系ポンプについては，系統最高使用圧力 1.0MPa に対し，工場にて 2.15MPa

の水圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統機能試験

時に 0.95MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。以上

のことから，４号機一次系ポンプについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる構造強

度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

４号機一次系ポンプについては，熱交換器、弁等と共に架台に組み込み，架台含めて

ユニット化（熱交換器ユニット）することで、耐震性を向上させるとともに，ボルト等

に固定することで転倒防止策を講じている。また，熱交換器ユニットについては，建屋

の床面にアンカボルトにより固定することで転倒防止策を講じている。これを踏まえ，

耐震性の評価として，ボルトの強度が確保されること，熱交換器ユニットが転倒しない

こと及びアンカボルトの強度が確保されることの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，耐

震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．ボルトの強度評価 

「原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601-2008)」の横型ポンプの強度評価方法に

準じて，ポンプ基礎ボルトの評価を行った。基礎ボルトの許容応力については，供用

状態 Cs における許容応力を適用し，ボルトの評価温度は 100℃とみなして，許容応力

を求めた。 

評価結果を以下に示す。算出応力は全て許容応力以下となっている。 

 

 応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 作用しない 145 
基礎ボルト ＳＳ４００相当

せん断 5 112 

 

ｂ．熱交換器ユニットの転倒評価 

熱交換器ユニットの転倒評価及びアンカボルトの強度評価は，後述の「3.6 4 号機

熱交換器ユニット（１）耐震性」において，熱交換器ユニットは転倒しない及び固定

しているアンカボルトの強度が確保されている評価となっている。 
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1.7 ４号機二次系ポンプ 

（１）構造強度 

４号機二次系ポンプについては，系統最高使用圧力 1.0MPa に対し，工場にて 1.11MPa

の水圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統機能試験

時に 0.62MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。以上

のことから，４号機二次系ポンプについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる構造強

度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

４号機二次系ポンプについては，サージタンクや配管，弁等と共にトレーラに搭載

し，トレーラ含めてユニット化（二次系ユニット）し，ユニットとしての重心を低く

することにより耐震性を向上させるとともに，ボルト等で固定することで転倒防止策

を講じている。また，二次系ユニットについては，敷鉄板と溶接等行い転倒防止策を

講じている。これを踏まえ，耐震性の評価として，ボルトの強度が確保されること及

び二次系ユニットが転倒しないことの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，

耐震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．ボルトの強度評価 

「原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601-2008)」の横型ポンプの強度評価方法に

準じて，ポンプ基礎ボルトの評価を行った。基礎ボルトの許容応力については，供用

状態 Cs における許容応力を適用し，ボルトの評価温度は 100℃とみなして，許容応力

を求めた。 

評価結果を以下に示す。算出応力は全て許容応力以下となっている。 

 

応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 作用しない 145 
基礎ボルト ＳＳ４００相当

せん断 2 112 

 

ｂ．二次系ユニットの転倒評価 

「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」を準用し，敷鉄板と溶接等を考慮しな

い状態で機器に発生する垂直力により転倒評価を行った。 

機器に発生する垂直力は以下の計算式で算出することができる。 
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 ここに， ＦＨ：設計水平地震力（ＫＨ・Ｗ）  

      ＫＨ：設計用水平震度 

       Ｗ：機器重量 

      ｈＧ：据付面より機器重心までの高さ 

      ＦＶ：設計用鉛直地震力 

       ℓＧ：検討する方向からみた評価点から機器重心までの距離  

ℓ：検討する方向から見た評価点スパン 

       ｎｔ：機器転倒を考えた場合の評価点の数  

 

転倒評価結果 

  設備名称 機器に発生する垂直力[N] 評価 

４号機二次系ポンプ －1938 転倒しない 
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2. タンク 

2.1 １号機サージタンク 

（１）構造強度 

１号機サージタンクについては，タンク最高使用圧力 0.78MPa に対し，工場にて

1.17MPa の水圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統試

運転時に静水頭にて水張りを行い，漏えい等の異常がないことを確認している。以上の

ことから，１号機サージタンクについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる構造強度

を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

１号機サージタンクについては，二次系ポンプや配管，弁等と共にトレーラに搭載し，

トレーラ含めてユニット化（二次系ユニット）とすることで，耐震性を向上させている。

また，二次系ユニットについては，敷鉄板と溶接等行い転倒防止策を講じている。これ

を踏まえ，耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」を準用し，

二次系ユニットに発生する垂直力により転倒評価を行った。 

なお，評価は前述の 1.1 の１号機二次系ポンプと併せて評価した。 

1.1 の評価結果「ｂ．二次系ユニットの転倒評価」より，二次系ユニットに発生する垂

直力は圧縮の方向に働いているため，本条件における転倒は発生しないといえる。 
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2.2 ２号機サージタンク 

（１）構造強度 

２号機サージタンクについては，系統最高使用圧力が静水頭に対し，系統試運転時

に静水頭にて水張りを行い，漏えい等の異常がないことを確認している。以上のこと

から，２号機サージタンクについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる構造強度を

有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

２号機サージタンクについては，杭またはワイヤー等を用いた転倒防止策を講じて

いるが，これら転倒防止策を考慮せず，耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施

工指針（2005 年版）」を準用し，サージタンクに発生する垂直力により転倒評価を行っ

た。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，

耐震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．転倒評価 

機器に発生する垂直力は以下の計算式で算出することができる。 
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 ここに， ＦＨ：設計水平地震力（ＫＨ・Ｗ） 

      ＫＨ：設計用水平震度  

       Ｗ：機器重量 

      ｈＧ：据付面より機器重心までの高さ 

      ＦＶ：設計用鉛直地震力 

       ℓＧ：検討する方向からみた評価点から機器重心までの距離 

ℓ：検討する方向から見た評価点スパン 

       ｎｔ：機器転倒を考えた場合の評価点の数  

 

  転倒評価結果 

   

  

 

なお，耐震 B クラス相当の評価（静的震度 0.36G）では転倒の恐れがあることから，

杭またはワイヤー等を用いた転倒防止策を講じている。 

設備名称 機器に発生する垂直力[N] 評価 

２号機サージタンク 293 転倒する 
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2.3 ３号機サージタンク 

（１）構造強度 

３号機サージタンクについては，系統最高使用圧力が静水頭に対し，系統試運転時

に静水頭にて水張りを行い，漏えい等の異常がないことを確認している。以上のこと

から，３号機サージタンクについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる構造強度を

有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

３号機サージタンクについては，杭またはワイヤー等を用いた転倒防止策を講じて

いるが，これら転倒防止策を考慮せず，耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施

工指針（2005 年版）」を準用し，サージタンクに発生する垂直力により転倒評価を行っ

た。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，

耐震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．転倒評価 

機器に発生する垂直力は以下の計算式で算出することができる。 
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 ここに， ＦＨ：設計水平地震力（ＫＨ・Ｗ） 

      ＫＨ：設計用水平震度  

       Ｗ：機器重量  

      ｈＧ：据付面より機器重心までの高さ  

      ＦＶ：設計用鉛直地震力 

       ℓＧ：検討する方向からみた評価点から機器重心までの距離 

ℓ：検討する方向から見た評価点スパン  

       ｎｔ：機器転倒を考えた場合の評価点の数  

 

転倒評価結果 

   

  

 

なお，耐震 B クラス相当の評価（静的震度 0.36G）では転倒の恐れがあることから，杭ま

たはワイヤー等を用いた転倒防止策を講じている。  

設備名称 機器に発生する垂直力[N] 評価 

３号機サージタンク 293 転倒する 
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2.4 ４号機サージタンク 

（１）構造強度 

４号機サージタンクについては，タンク最高使用圧力 0.78MPa に対し，工場にて

1.17MPa の水圧試験を実施し，漏えい等の以上がないことを確認している。また，系統

試運転時に静水頭にて水張りを行い，漏えい等の以上がないことを確認している。以

上のことから，４号機サージタンクについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる構

造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

４号機サージタンクについては，二次系ポンプや配管，弁等と共にトレーラに搭載

し，トレーラ含めてユニット化（二次系ユニット）とすることで，耐震性を向上させ

ている。また，二次系ユニットについては，敷鉄板と溶接等行い転倒防止策を講じて

いる。これを踏まえ，耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」

を準用し，二次系ユニットに発生する垂直力により転倒評価を行った。 

なお，評価は前述の 1.7 の４号機二次系ポンプと併せて評価した。 

1.7 の評価結果「ｂ．二次系ユニットの転倒評価」より，二次系ユニットに発生する

垂直力は圧縮の方向に働いているため，本条件における転倒は発生しないといえる。 
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3. 熱交換器 

3.1 ２号機熱交換器 

（１）構造強度 

２号機プレート式熱交換器については，系統最高使用圧力 1.0MPa（一次側），0.5MPa

（二次側）に対し，工場にてそれぞれ 1.10MPa（一次側），0.55MPa（二次側）の水圧試

験を実施し，漏えい等の以上がないことを確認している。また，また，系統機能試験時

に 0.9MPa（一次側），0.35MPa（二次側）で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がない

ことを確認している。以上のことから，２号機プレート式熱交換器については，通常運

転時の内圧に十分耐えうる構造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

２号機プレート式熱交換器については，一次系ポンプ，配管，弁等と共にトレーラに

搭載し，トレーラ含めてユニット化（熱交換器ユニット）することで，耐震性を向上さ

せるとともに，ボルト等で固定することで転倒防止を講じている。また，熱交換器ユニ

ットについては，床面での転倒及び滑り防止のため，建屋の床面にアンカボルトにより

固定することで転倒防止対策を講じている。これを踏まえ，耐震性の評価として，ボル

トの強度が確保されること，熱交換器ユニットが転倒しないこと及びアンカボルトの強

度が確保されることの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G に余裕を

持たせた 0.66G，耐震 B クラス相当の評価では求められていないがメーカ基準として設定

した垂直方向震度 0.33G とし，耐震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

また，許容応力については，「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」の短期許容

応力度（ボルト材質 SS400）を適用した。 

 

  ａ．ボルトの強度評価 

   許容応力との比較を以下に示す。発生する引張応力，せん断応力は，基礎ボルト許

容応力を下回っており十分な強度を有している。 

 

応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 47 176 

基礎ボルト ＳＳ４００ 

せん断 11 101 
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b.熱交換器ユニットの転倒評価及びアンカボルトの強度評価 

「3.2 ２号機熱交換器ユニット（１）耐震性」において、水平方向震度 0.36G で熱

交換器ユニットは転倒しない及び熱交換器ユニットを固定しているアンカボルトの強

度が確保される評価となっている。 
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3.2 ２号機熱交換器ユニット 

（１）耐震性 

２号機熱交換器ユニットは，熱交換器，一次系ポンプ，配管及び弁等をトレーラ上に組

み込んだものであり，トレーラ含めて重心が低い構造となっている。熱交換器ユニットは，

床面での転倒及び滑り防止のため，建屋の床面にアンカボルトにより固定することで転倒

防止策を講じている。また，ユニット内に組み込まれる各機器はフレームにボルト等で強

固に固定される構造とし，ユニット内における転倒防止策を講じている。これを踏まえ，

耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」を準用し，熱交換器ユ

ニットにたいして転倒に伴う引張力が発生しない水平力を算出するとともに，アンカボル

トの評価を行った。 

なお，アンカボルトの許容荷重はカタログ値を適用した。 

 

ａ．転倒評価 

熱交換器ユニット固定部に，転倒に伴う引張力が発生しない水平力を算出した結果，

転倒しない水平力は，水平震度 0.71Ｇの地震時であり，耐震 B クラス相当の水平方向

震度 0.36G に対して余裕があることを確認した。 

 

ｂ．アンカボルト評価 

a.転倒評価にて算出した水平力によるアンカボルトの評価結果を以下に示す。アンカ

ボルトに発生する荷重は，許容荷重を下回っており十分な強度を有している。 

 

評価結果 

部位 材料 荷重 算出荷重[N] 許容荷重[N] 

引張 作用しない 41000 
アンカボルト ＳＵＳ３０４

せん断 30114 58000 

 

遮へい板は，熱交換器ユニットの側壁に設置しており，熱交換器ユニットの最大機器荷

重に含み評価している。 
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3.3 ３号機熱交換器 

（１）構造強度 

３号機プレート式熱交換器については，系統最高使用圧力 1.0MPa（一次側），0.5MPa

（二次側）に対し，工場にてそれぞれ 1.10MPa（一次側），0.55MPa（二次側）の水圧試

験を実施し，漏えい等の以上がないことを確認している。また，また，系統機能試験時

に 0.9MPa（一次側），0.353～0.355MPa（二次側）で漏えい確認を実施し，漏えい等の異

常がないことを確認している。以上のことから，３号機プレート式熱交換器については，

通常運転時の内圧に十分耐えうる構造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

３号機プレート式熱交換器については，一次系ポンプ，配管，弁等と共にトレーラに

搭載し，トレーラ含めてユニット化（熱交換器ユニット）することで，耐震性を向上さ

せるとともに，ボルト等で固定することで転倒防止を講じている。また，熱交換器ユニ

ットについては，床面での転倒及び滑り防止のため，建屋の床面にアンカボルトにより

固定することで転倒防止対策を講じている。これを踏まえ，耐震性の評価として，ボル

トの強度が確保されること，熱交換器ユニットが転倒しないこと及びアンカボルトの強

度が確保されることの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G に余裕を

持たせた 0.66G，耐震 B クラス相当の評価では求められていないがメーカ基準として設定

した垂直方向震度 0.33G とし，耐震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。   

また，許容応力については，「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」の短期許容

応力度（ボルト材質 SS400）を適用した。 

 

ａ．ボルトの強度評価 

許容応力との比較を以下に示す。発生する引張応力，せん断応力は，基礎ボルト

許容応力を下回っており十分な強度を有している。 

 

応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 47 176 

基礎ボルト ＳＳ４００ 

せん断 11 101 
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b.熱交換器ユニットの転倒評価及びアンカボルトの強度評価 

後述の「3.4 ３号機熱交換器ユニット（１）耐震性」において、水平方向震度 0.36G

で熱交換器ユニットは転倒しない及び熱交換器ユニットを固定しているアンカボル

トの強度が確保される評価となっている。 
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3.4 ３号機熱交換器ユニット 

（１）耐震性 

３号機熱交換器ユニットは，熱交換器，一次系ポンプ，配管及び弁等をトレーラ上に組

み込んだものであり，トレーラ含めて重心が低い構造となっている。熱交換器ユニットは，

床面での転倒及び滑り防止のため，建屋の床面にアンカボルトにより固定することで転倒

防止策を講じている。また，ユニット内に組み込まれる各機器はフレームにボルト等で強

固に固定される構造とし，ユニット内における転倒防止策を講じている。これを踏まえ，

耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」を準用し，熱交換器ユ

ニットにたいして転倒に伴う引張力が発生しない水平力を算出するとともに，アンカボル

トの評価を行った。 

なお，アンカボルトの許容荷重はカタログ値を適用した。 

 

ａ．転倒評価 

熱交換器ユニット固定部に，転倒に伴う引張力が発生しない水平力を算出した結果，

転倒しない水平力は，水平震度 1.0Ｇの地震時であり，耐震 B クラス相当の水平方向震

度 0.36G に対して余裕があることを確認した。 

 

ｂ．アンカボルト評価 

a.転倒評価にて算出した水平力によるアンカボルトの評価結果を以下に示す。アンカボ

ルトに発生する荷重は，許容荷重を下回っており十分な強度を有している。 

 

評価結果 

部位 材料 荷重 算出荷重 [N] 許容荷重[N] 

引張 作用しない 41000 
アンカボルト ＳＵＳ３０４

せん断 23782 58000 

 

遮へい板は，熱交換器ユニットの側壁に設置しており，熱交換器ユニットの最大機器荷

重に含み評価している。 
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3.5 ４号機熱交換器 

（１）構造強度 

４号機プレート式熱交換器については，系統最高使用圧力 1.0MPa（一次側），1.0MPa

（二次側）に対し，工場にてそれぞれ 1.5MPa（一次側），1.5MPa（二次側）の水圧試験

を実施し，漏えい等の以上がないことを確認している。また，また，系統機能試験時に

0.95MPa（一次側），0.62MPa（二次側）で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないこ

とを確認している。以上のことから，４号機プレート式熱交換器については，通常運転

時の内圧に十分耐えうる構造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

４号機プレート式熱交換器については，一次系ポンプや配管，弁等と共に架台に組み

込み，架台含めてユニット化（熱交換器ユニット）することで耐震性を向上させるとと

もに，ボルト等で固定することで転倒防止策を講じている。また，熱交換器ユニットに

ついては，床面での転倒及び滑り防止のため，建屋の床面にアンカボルトにより固定す

ることで，転倒防止策を講じている。これを踏まえ，耐震性の評価として，ボルトの強

度が確保されること，熱交換器ユニットが転倒しないこと及びアンカボルトの強度が確

保されることの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G に余裕を

持たせた 0.66G，耐震 B クラス相当の評価では求められていないがメーカ基準として設定

した垂直方向震度 0.33G とし，耐震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。    

また，許容応力については，「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」の短期許容

応力度（ボルト材質 SS400）を適用した。 

 

ａ．ボルトの強度評価 

許容応力との比較を以下に示す。発生する引張応力，せん断応力は，基礎ボルト許容

応力を下回っており十分な強度を有している。 

 

応力評価結果 

部位 材料 応力種類 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

引張 55 176 

基礎ボルト ＳＳ４００ 

せん断 13 101 
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b. 熱交換器ユニットの転倒評価及びアンカボルトの強度評価 

   後述の「3.6 ４号機熱交換器ユニット（１）耐震性」において、水平方向震度 0.36G

で熱交換器ユニットは転倒しない及び熱交換器ユニットを固定しているアンカボルト

の強度が確保される評価となっている。 
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3.6 ４号機熱交換器ユニット 

（１）耐震性 

４号機熱交換器ユニットは，熱交換器，一次系ポンプ，配管及び弁等を架台に組み込ん

だものであり，架台含めて重心が低い構造となっている。熱交換器ユニットは，床面での

転倒及び滑り防止のため，建屋の床面にアンカボルトにより固定することで，転倒防止策

を講じている。また，ユニット内に組み込まれる各機器はフレームにボルト等で強固に固

定される構造とし，ユニット内における転倒防止策を講じている。 

これを踏まえ，耐震性の評価として地震の水平荷重による転倒モーメントよりも自重に

よる安定モーメントが大きいことを確認し，アンカボルトの評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，アン

カボルトの許容荷重はカタログ値を適用した。 

 

ａ．転倒評価 

水平震度 0.36G に対し熱交換器ユニットが十分な強度を有し，転倒しないことを確認

した。 

 

ｂ．アンカボルト評価 

アンカボルトの評価結果を以下に示す。水平震度 0.36G によりアンカボルトに発生す

る荷重は，許容荷重を下回っており，十分な強度を有している。 

 

評価結果 

部位 材料 荷重種類 算出荷重[N] 許容荷重[N] 

引張 作用しない 381000 

アンカボルト ＳＳ４００相当

せん断 28224 286000 
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4. 配管 

4.1 １号機配管 

（１）構造強度 

１号機二次系鋼管については，「設計・建設規格（2007 年追補版）」に基づき，系統最

高使用圧力に対して十分な厚さを有していることを確認しており，使用済燃料プール循

環冷却系における使用条件に対し，十分な構造強度を有していると評価している（下表

参照）。また，系統機能試験時に 0.68～0.7MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常が

ないことを確認していることから，必要な構造強度を有しているものと判断する。 

 

PS

PD
t

8.02
0





  （4.1） 

 

 

 

 

 

 

 

１号機二次系鋼管の構造強度評価結果 

名称 公称肉厚[mm] 必要最小厚さ[mm] 

5.5 2.4 

5.5 3.0 

6.0 3.4 

１号機 

二次系ライン 

7.1 3.8 

 

（２）耐震性 

二次系設備のうち，新設配管の耐震性についての評価結果を示す。 

 

ａ．評価条件 

  配管は，基本的に，配管軸直角 2 方向拘束サポートを用いた，両端単純支持の配管

系（両端単純支持はり構造）とする。また，配管は水平方向主体のルートを想定し，

管軸方向については，サポート設置フロアの水平方向震度を鉄と鉄の静止摩擦係数

0.52 注）よりも小さいものとし，地震により管軸方向は動かないものと仮定する。 

  水平方向震度は，耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とする。 

 

 

t：管の計算上必要な厚さ[mm] 

P：最高使用圧力[MPa] 

D0：管の外径[mm] 

S：最高使用温度における「設計・建設規格 付

録材料図 表 Part5 表 5」に規定する材料

の許容引張応力[MPa] 

η：長手継手の効率で，「設計・建設規格

PVC-3130」に定めるところによる。 
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ｂ．評価方法 

  水平方向震度が静止摩擦係数よりも小さく，地震により管軸方向は動かないと考え

られることから，水平方向震度による管軸直角方向の配管応力評価を考える。 

  管軸直角方向の地震による応力は，下図に示す自重による応力の震度倍で表現でき

(4.2)式で表すことができる。 

  ・
Z

wL
Sw

8

2

   

    Sw:自重による応力[MPa] 

    L:サポート支持間隔[mm] 

    Z：断面係数[mm3] 

    w：等分布荷重[N/mm] 

 

両端単純支持はりの等分布荷重より求まる自重による応力 

 

 

  ・Ss=αSw                                  (4.2) 

   

    Sw:自重による応力[MPa]    Ss:地震による応力[MPa]  

    α:水平方向震度          

 

注）日本機械学会編 機械工学便覧 α．基礎編 表 4-1 ,α2-27 

 

また，崩壊制限に「JEAG4601（1984 年版）」のクラス 2 配管の供用状態 Ds の場合の一

次応力制限を用いるとすると，地震評価としては(4.3)式で表すことができる。 

   

  ・S=Sp+Sw+Ss=Sp+Sw+αSw= Sp+(1+α)Sw ≦ 0.9Su    (4.3) 

 

    Sp:内圧による応力[MPa]    Sw:自重による応力[MPa] 

    Ss:地震による応力[MPa]    S:内圧，自重，地震による応力[MPa] 

    α:水平方向震度          

  

  従って，上記(4.3)式を満足するように，配管サポート配置を設定することにより，

配管は十分な強度を有していると考えることができる。 

 

 

 

L 
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ｃ．評価結果 

 両端単純支持はりで自重による応力 Sw=40[MPa]の配管サポート配置を仮定する。 

 配管設置フロアの水平方向震度を前述の 0.36G，内圧による応力 Sp=10[MPa]，自重に

よる応力 Sw=40[MPa]，許容応力を STPT370[100℃]の 0.9Su=315[MPa]とし，(4.3)に代

入すると以下となる。 

  

・S=Sp+(1+α)Sw = 10+(1+0.36)×40= 64.4[MPa] ≦ 0.9Su = 315[MPa] (4.4) 

  

 また，継手がある場合には，応力係数も存在する。例えば応力係数を 3 とし，(4.4)

式の自重による応力 Sw に 3 を乗じ，Sw=120[MPa]とすると以下となる。 

 

・S=Sp+(1+α)Sw×3= 10+(1+0.36)×120= 173.2[MPa] ≦ 0.9Su = 315[MPa] (4.5) 

 

 以上のことから，両端単純支持はりで自重による応力 Sw を 40[MPa]程度の配管サポ

ート配置とした場合，発生応力は許容応力に対して十分な裕度を有する結果となった。 
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4.2 ２号機配管 

（１） 構造強度 

２号機一次系／二次系鋼管については，「設計・建設規格（2007 年追補版）」に基づき，

系統最高使用圧力に対して十分な厚さを有していることを確認しており，使用済燃料プ

ール循環冷却系における使用条件に対し，十分な構造強度を有していると評価している

（下表参照）。また，系統機能試験時に 0.9MPa（一次系），0.35MPa（二次系）で漏えい

確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認していることから，必要な構造強度を

有しているものと判断する。 

 

２号機一次系／二次系鋼管の構造強度評価結果 

名称 公称肉厚[mm] 必要最小厚さ[mm] 

6.0 3.4 

6.6 3.4 

7.1 3.8 

２号機 

一次系／二次系ライン 

8.2 3.8 

 

（２） 耐震性 

一次系設備のうち，既設取合～熱交換器ユニット間の新設配管についての耐震性の評

価結果を示す。 

 

ａ．解析条件 

・解析モデル： 

    既設 FG69A～熱交換器ユニット：KFPC-901  

    熱交換器ユニット～既設 FE52A：KFPC-902 

・水平地震力：耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とした場合の新設配管の発生応

力を確認する。 

 
ｂ．評価結果 

  以下に配管の応力評価結果を示す。 

応力評価結果 

 一次応力[MPa] 許容応力[MPa] 

既設 FG69A 

～熱交換器ユニット 
77 189 

熱交換器ユニット 

～既設 FE52A 
46 189 
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4.3 ３号機配管 

（１） 構造強度 

３号機一次系／二次系鋼管については，「設計・建設規格（2007 年追補版）」に基づき，

系統最高使用圧力に対して十分な厚さを有していることを確認しており，使用済燃料プ

ール循環冷却系における使用条件に対し，十分な構造強度を有していると評価している

（下表参照）。また，系統機能試験時に 0.9MPa（一次系），0.353～0.355MPa（二次系）で

漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認していることから，必要な構造

強度を有しているものと判断する。 

 

３号機一次系／二次系鋼管の構造強度評価結果 

名称 公称肉厚[mm] 必要最小厚さ[mm] 

6.0 3.4 

6.6 3.4 

7.1 3.8 

３号機 

一次系／二次系ライン 

8.2 3.8 

 

（２） 耐震性 

一次系設備のうち，既設取合～熱交換器ユニット間の新設配管についての耐震性の評価

結果を示す。 

 

ａ．解析条件 

・解析モデル： 

    既設 FG101B～熱交換器ユニット：KFPC-901  

    熱交換器ユニット～既設ストレーナ 29B：KFPC-902 

・水平地震力：耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とした場合の新設配管の発生応

力を確認する。 

 
ｂ．評価結果 

 以下に配管の応力評価結果を示す。 

応力評価結果 

 一次応力[MPa] 許容応力[MPa] 

既設 FG101B 

～熱交換器ユニット 
83 173 

熱交換器ユニット 
～既設ストレーナ 29B 

53 173 
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4.4 ４号機配管 

（１） 構造強度 

４号機一次系／二次系鋼管については，「設計・建設規格（2007 年追補版）」に基づき，

系統最高使用圧力に対して十分な厚さを有していることを確認しており，使用済燃料プ

ール循環冷却系における使用条件に対し，十分な構造強度を有していると評価している

（下表参照）。また，系統機能試験時に 0.95MPa（一次系），0.62MPa（二次系）で漏えい

確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認していることから，必要な構造強度を

有しているものと判断する。 

４号機一次系／二次系鋼管の構造強度評価結果 

名称 公称肉厚[mm] 必要最小厚さ[mm] 

6.0 3.4 

6.6 3.8 

7.1 3.8 

４号機 

一次系／二次系ライン 

8.2 3.8 

 

（２） 耐震性 

使用済燃料プール循環冷却システムの新設設備のうち，配管の耐震性についての評価結

果を示す。 

 

ａ．評価条件 

 配管は，基本的に，配管軸直角 2 方向拘束サポートを用いた，両端単純支持の配管系

（両端単純支持はり構造）とする。また，配管は水平方向主体のルートを想定し，管軸

方向については，サポート設置フロアの水平方向震度を鉄と鉄の静止摩擦係数 0.52 注）

よりも小さいものとし，地震により管軸方向は動かないものと仮定する。 

 水平方向震度は，耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とする。 

 

ｂ．評価方法 

 水平方向震度が静止摩擦係数よりも小さく，地震により管軸方向は動かないと考えら

れることから，水平方向震度による管軸直角方向の配管応力評価を考える。 

 管軸直角方向の地震による応力は，下図に示す自重による応力の震度倍で表現でき

(4.6)式で表すことができる。 
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 ・ 
Z

wL
Sw

8

2

                            

 

    Sw:自重による応力[MPa] 

    L:サポート支持間隔[mm] 

    Z：断面係数[mm3] 

    w：等分布荷重[N/mm] 

 

両端単純支持はりの等分布荷重より求まる自重による応力 

 

 

  ・Ss=αSw                                  (4.6) 

   

    Sw:自重による応力[MPa]    Ss:地震による応力[MPa]  

    α:水平方向震度          

注）日本機械学会編 機械工学便覧 α．基礎編 表 4-1 ,α2-27 

 

また，崩壊制限に「JEAG4601（1984 年版）」のクラス 2 配管の供用状態 Ds の場合の

一次応力制限を用いるとすると，地震評価としては(4.7)式で表すことができる。 

   

  ・S=Sp+Sw+Ss=Sp+Sw+αSw= Sp+(1+α)Sw ≦ 0.9Su    (4.7) 

 

    Sp:内圧による応力[MPa]    Sw:自重による応力[MPa] 

    Ss:地震による応力[MPa]    S:内圧，自重，地震による応力[MPa] 

    α:水平方向震度          

  

 従って，上記(4.7)式を満足するように，配管サポート配置を設定することにより，

配管の崩壊は抑制できる。 

 

ｃ．評価結果 

 両端単純支持はりで自重による応力 Sw=40[MPa]の配管サポート配置を仮定する。 

 配管設置フロアの水平方向震度を前述の 0.36G，内圧による応力 Sp=10[MPa]，自重に

よる応力 Sw=40[MPa]，許容応力を STPT370[100℃]の 0.9Su=315[MPa]とし，(4.7)に代

入すると以下となる。 

  

・S=Sp+(1+α)Sw = 10+(1+0.36)×40= 64.4[MPa] ≦ 0.9Su = 315[MPa] (4.8) 

L 
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 また，継手がある場合には，応力係数も存在する。例えば応力係数を 3 とし，(4.8)

式の自重による応力 Sw に 3 を乗じ，Sw=120[MPa]とすると以下となる。 

 

・S=Sp+(1+α)Sw×3= 10+(1+0.36)×120= 173.2[MPa] ≦ 0.9Su = 315[MPa] (4.9) 

 

 以上のことから，両端単純支持はりで自重による応力 Sw を 40[MPa]程度の配管サポ

ート配置とした場合，発生応力は許容応力に対して十分な裕度を有する結果となった。 
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4.5  １～４号機フレキシブルチューブ 

（１）構造強度 

１～４号機フレキシブルチューブは，設計・建設規格に記載がない機器であるが，系

統最高使用圧力 0.5MPa（２号機／３号機 二次系），1.0MPa（1 号機／４号機 二次系），

1.0MPa（４号機 一次系）に対し，工場にて 0.5MPa（２号機／３号機 二次系）の気圧

試験，1.25MPa（１号機／４号機 二次系，４号機 一次系）の水圧試験を実施し，漏え

い等の異常がないことを確認している。 

また，系統機能試験時に下表の圧力で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないこ

とを確認していることから，必要な構造強度を有しているものと判断する。 

 

各号機における系統機能試験圧力 

号機 一次系 

系統機能試験圧力[MPa] 

二次系 

系統機能試験圧力[MPa] 

１号機  0.68～0.7 

２号機 0.9 0.35 

３号機 0.9 0.353～0.355 

４号機 0.95 0.62 

 

 

（２）耐震性 

１～４号機フレキシブルチューブは，フレキシビリティを有しており，地震変位によ

る有意な応力は発生しないと考えられる。 
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4.6 １号機／４号機ポリエチレン管 

（１）構造強度 

ポリエチレン管の材料である高密度ポリエチレンは非金属材であるため，「JSME S 

NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」による規定はなく，ISO TR9080 及び ISO 

12162 により「PE100」として規定，分類される。ポリエチレン管の性能（引張降伏強

さや引張による破断時の伸び等）や寸法については，日本水道協会規格（JWWA K 144

等）及び配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格（PTC K 03 等）に規定されている。 

内圧に対する強度設計としては，設計内圧による発生応力が，材料（PE100）の 50 年

後クリープ強度 σ50 に安全率を見込んだ値を上回らないような外径と管厚の組み合わせ

を，JWWA K 144 等で規定している（下式）。この強度設計式において，設計内圧は 1.0MPa

であり，二次系ポンプ等の通常運転圧力（現在までの実績ベースで 1.0MPa 以下）を上

回っていることから，ポリエチレン管の規格品は，使用済燃料プール循環冷却設備二次

系での内圧条件に対して十分な管厚を有する。 

また，ポリエチレン管の耐圧性は温度依存性があるが，50℃の温度条件においても，

使用済燃料プール循環冷却設備二次系の最高使用圧力を上回る耐圧性能が確保できるこ

とを数値シミュレーションにより確認している。具体的には，①ポリエチレン管に加わ

る内圧による応力，②使用環境温度，及び③破壊時間に関する関係式を用いて，環境温

度が 20℃～50℃のときに，1MPa の内圧が加わった場合の破壊時間を算出したところ，

破壊時間が最も短くなる50℃の場合でも，10年以上の寿命が確保できることを確認した。 

以上のことから，ポリエチレン管は使用済燃料プール循環冷却設備二次系における使

用条件に対し，十分な構造強度を有していると判断する。 

 

 

 

 

 

 

（２）耐震性 

ポリエチレン管の耐震設計については，土中に埋設された状態における耐震計算が日

本水道協会規格等で規定されているのみであり，福島第一原子力発電所のように地上に

設置したポリエチレン管の耐震計算に関する規定はない。しかしながら，ポリエチレン

管は，フレキシビリティを有しており，地震変位による有意な応力は発生しないと考え

る。 

 

P (D－t) 
2t 

σ50 
Sf 

＝ 

σ50 PE100 の 50 年後クリープ強度(MPa) 
Sf 安全率 
P 設計内圧(MPa) 
D 管外径(mm) 
t 管厚(mm) 
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5. エアフィンクーラ，冷却塔 

5.1 １号機エアフィンクーラ 

（１）構造強度 

１号機エアフィンクーラについては，系統最高使用圧力 1.0MPa に対し，工場にて

1.47MPa の気圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統機

能試験時に 0.68～0.7MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認して

いる。以上のことから，１号エアフィンクーラについては，通常運転時の内圧に十分耐

えうる構造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

1 号機エアフィンクーラについては，弁，配管と共にトレーラに搭載し、トレーラ含め

てユニット化（エアフィンクーラユニット）することで，耐震性を向上させている。ま

た，エアフィンクーラユニットについては，敷鉄板と溶接等行い転倒防止策を講じてい

る。これを踏まえ，耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」

を準用し，敷鉄板との溶接を考慮しない状態で，エアフィンクーラユニットに発生する

垂直力により転倒評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，耐

震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．転倒評価 

機器に発生する垂直力は以下の計算式で算出することができる。 

 
t

GVGH
b n

FWhF
R







)(
 

ここに， ＦＨ：設計水平地震力（ＫＨ・Ｗ） 

        ＫＨ：設計用水平震度 

         Ｗ：機器重量 

        ｈＧ：据付面より機器重心までの高さ 

        ＦＶ：設計用鉛直地震力 

         ℓＧ：検討する方向からみた評価点から機器重心までの距離 

ℓ：検討する方向から見た評価点スパン 

         ｎｔ：機器転倒を考えた場合の引張を受ける評価点の数  

 

転倒評価結果 

 設備名称 機器に発生する垂直力[N] 評価 

１号機エアフィンクーラユニット －2248 転倒しない 
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5.2 2 号機冷却塔 

（１）構造強度 

２号機冷却塔については，系統最高使用圧力 0.5MPa に対し，工場にて 0.75MPa の水圧

試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統機能試験時に

0.35MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。以上のこと

から，２号冷却塔については，通常運転時の内圧に十分耐えうる構造強度を有している

と判断する。 

 

（２）耐震性 

２号機冷却塔は，杭またはワイヤーロープ等を用いた転倒防止策を講じているが，こ

れら転倒防止策を考慮せず，耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施工指針（2005

年版）」を準用し，冷却塔に発生する垂直力により転倒評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，耐

震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．転倒評価 

機器に発生する垂直力は以下の計算式で算出することができる。 

 
t

GVGH
b n

FWhF
R







)(
 

ここに，   ＦＨ：設計水平地震力（ＫＨ・Ｗ） 

      ＫＨ：設計用水平震度  

       Ｗ：機器重量 

      ｈＧ：据付面より機器重心までの高さ 

      ＦＶ：設計用鉛直地震力 

       ℓＧ：検討する方向からみた評価点から機器重心までの距離 

ℓ：検討する方向から見た評価点スパン 

       ｎｔ：機器転倒を考えた場合の引張を受ける評価点の数 

 

転倒評価結果 

 設備名称 機器に発生する垂直力[N] 評価 

２号機冷却塔 －680 転倒しない 
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5.3 ３号機冷却塔 

（１）構造強度 

３号機冷却塔については，系統最高使用圧力 0.5MPa に対し，工場にて 0.75MPa の水圧

試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統試機能試験時 0.353

～0.355MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。以上の

ことから，３号冷却塔については，通常運転時の内圧に十分耐えうる構造強度を有して

いると判断する。 

 

（２）耐震性 

３号機冷却塔は，杭またはワイヤーロープ等を用いた転倒防止策を講じているが，こ

れら転倒防止策を考慮せず，耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施工指針（2005

年版）」を準用し，冷却塔に発生する垂直力により転倒評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，耐

震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．転倒評価 

  機器に発生する垂直力は以下の計算式で算出することができる。 

 t

GVGH
b n

FWhF
R







)(
 

ここに，   ＦＨ：設計水平地震力（ＫＨ・Ｗ） 

      ＫＨ：設計用水平震度 

       Ｗ：機器重量  

      ｈＧ：据付面より機器重心までの高さ 

      ＦＶ：設計用鉛直地震力 

       ℓＧ：検討する方向からみた評価点から機器重心までの距離 

ℓ：検討する方向から見た評価点スパン 

       ｎｔ：機器転倒を考えた場合の引張を受ける評価点の数 

 

 転倒評価結果 

設備名称 機器に発生する垂直力[N] 評価 

３号機冷却塔 －3587 転倒しない 
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5.4 ４号機エアフィンクーラ 

（１）構造強度 

４号機エアフィンクーラについては，系統最高使用圧力 1.0MPa に対し，工場にて

1.47MPa の気圧試験を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。また，系統試

運転圧 0.62MPa で漏えい確認を実施し，漏えい等の異常がないことを確認している。以

上のことから，４号エアフィンクーラについては，通常運転時の内圧に十分耐えうる構

造強度を有していると判断する。 

 

（２）耐震性 

エアフィンクーラについては，弁，配管と共にトレーラに搭載し、トレーラ含めてユ

ニット化（エアフィンクーラユニット）することで耐震性を向上させている。また，エ

アフィンクーラユニットについては，敷鉄板と溶接等行い転倒防止策を講じている。こ

れを踏まえ，耐震性の評価として，「建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）」を準用

し，敷鉄板との溶接を考慮しない状態で，エアフィンクーラユニットに発生する垂直力

により転倒評価を行った。 

なお，評価においては水平方向震度を耐震 B クラス相当の評価である 0.36G とし，耐

震設計審査指針上の耐震 B クラス相当の評価を行った。 

 

ａ．転倒評価 

機器に発生する垂直力は以下の計算式で算出することができる。 

 t

GVGH
b n

FWhF
R







)(
 

ここに，   ＦＨ：設計水平地震力（ＫＨ・Ｗ） 

      ＫＨ：設計用水平震度 

       Ｗ：機器重量 

      ｈＧ：据付面より機器重心までの高さ 

      ＦＶ：設計用鉛直地震力 

       ℓＧ：検討する方向からみた評価点から機器重心までの距離 

ℓ：検討する方向から見た評価点スパン 

       ｎｔ：機器転倒を考えた場合の引張を受ける評価点の数  

 

 転倒評価結果 

 設備名称 機器に発生する垂直力[N] 評価 

４号機エアフィンクーラユニット －2248 転倒しない 
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使用済燃料プール冷却系機能喪失評価 

 

(1)  原因 

使用済燃料プール冷却中に，ポンプ故障や地震・津波等の原因により使用済燃料プー

ル冷却系が機能喪失し，使用済燃料プールの冷却が停止し，使用済燃料プール水の温度

が上昇すると共に使用済燃料プール水位が低下する。 

 

(2)  対策及び保護機能 

a. 一次系又は二次系ポンプが故障した場合は，現場に移動し，待機号機の起動を行い，

使用済燃料プールの循環冷却を再開する。 

（冷却再開の所要時間（目安）：約 1 時間程度）※ 

b. 使用済燃料プール循環冷却系の電源喪失時において，外部電源および所内電源の切替

に長時間を要する場合（目安時間：約２日以上）は，非常用注水設備による使用済燃

料プールへの注水を行うことにより，使用済燃料プールの冷却を行う。 

（冷却再開の所要時間（目安）：約 3 時間程度）※ 

c. 使用済燃料プール循環冷却系の一次系循環ラインが損傷した場合は，循環ライン内の

一次系系統水が系外へ漏えいすることが考えられることから，系外へ漏えいした一次

系系統水を建屋内に設置した堰により滞留させた後，漏えい水を建屋地下（２～３号

機は原子炉建屋地下，４号機は廃棄物処理建屋地下又は原子炉建屋地下）に移送する。

移送後，一次系循環ラインの復旧に長時間を要する場合は，非常用注水設備による使

用済燃料プールへの注水を行うことにより，使用済燃料プールの冷却を行う。 

（冷却再開の所要時間（目安）：約 6 時間程度）※ 

d. 地震・津波等により使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統や機器の機能が同時に

喪失した場合には，現場状況に応じて，予め免震重要棟西側（OP.36,900）に待機して

いる消防車等の配備を行い，使用済燃料プールの冷却を再開する。 

（冷却再開の所要時間（目安）：約 3 時間程度）※ 

e. 地震・津波等により，非常用注水設備による使用済燃料プールの冷却が困難な場合は，

発電所正門駐車場（OP.38,300）に待機しているコンクリートポンプ車により使用済燃

料プールの冷却を行う。 

（冷却再開の所要時間（目安）：約 6 時間程度）※ 

※：所要時間（目安）とは復旧作業の着手から完了までの時間（目安）である。 

   

(3)  評価条件及び評価結果 

a. 評価条件 

(a) 保守的に使用済燃料から発生する崩壊熱は全て使用済燃料プール水の温度上昇に寄

与するものとし，外部への放熱は考慮しないものとする。 
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(b) 使用済燃料から発生する崩壊熱は，次に示す値とする。 

1 号機：0.09MW  2 号機：0.28MW  3 号機：0.25MW  4 号機：0.66MW 

（H24 年 12 月 7 日時点の ORIGEN 評価値） 

    

なお，平成 24 年 12 月 7 日時点及び 1～3 年後の各号機における使用済燃料プールか

ら発生する崩壊熱は以下のとおりである。 

 使用済燃料崩壊熱［MW］※ 

号機 
H24 年 12 月 7 日 

時点 
H25 年 12 月 7 日 

時点(1 年後) 
H26 年 12 月 7 日

時点(2 年後) 
H27 年 12 月 7 日 

時点(3 年後) 

1 号 0.09 0.08 0.07 0.07 

2 号 0.28 0.23 0.20 0.18 

3 号 0.25 0.21 0.18 0.16 

4 号 0.66 0.50 0.42 0.37 

※各燃料について，プラント停止時（平成 23 年 3 月 11 日時点）の各燃料の燃焼度（運転データ）を

入力し，計算コード ORIGEN を用いて計算 

 

(c) 保守的に使用済燃料プール水の初期温度は 65℃とする。 

 

b. 評価結果 

使用済燃料プール冷却系が機能喪失している間，使用済燃料プール水位が水遮へい

が有効とされる有効燃料頂部＋２ｍに至るまでの期間は以下の通りとなる。 

1 号機：約 136 日， 2 号機：約 63 日， 3 号機：約 72 日， 4 号機：約 27 日 

 

(4)  判断基準への適合性の検討 

本事象に対する判断基準は，「使用済燃料から発生する崩壊熱を確実に除去できるこ

と」である。 

使用済燃料プール循環冷却系の機能喪失後，使用済燃料プール水位が有効燃料頂部＋

２ｍに至るまでには，最短で４号機において約 27 日程度の時間的余裕がある。このこと

から，他に緊急度の高い復旧作業がある場合は，そちらを優先して実施することになる

が，使用済燃料プールの冷却再開に関する復旧作業は事前の準備が整い次第，速やかに

実施することで使用済燃料プールの冷却を再開する。なお，有効燃料頂部＋２ｍでの使

用済燃料プール近くのオペフロや原子炉建屋周辺における線量率は十分低いと評価して

おり，使用済燃料プールの冷却再開に関する復旧作業は十分可能と考えられる。 

以上により，使用済燃料プール冷却系の機能が喪失した場合でも，燃料の冠水は確保

され，使用済燃料から発生する崩壊熱が確実に除去されることから，判断基準は満足さ

れる。 
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(5)  非常用注水設備の代替注水手段 

地震・津波等により，非常用注水設備の使用が困難な場合，発電所正門駐車場

（OP.38,300）に待機しているコンクリートポンプ車等を用いて使用済燃料プールを冷却

する。また，コンクリートポンプ車の使用が困難な２号機においては，消防ホースを使

用済燃料プールまで敷設し，消防車による直接注水を行うことで，使用済燃料プールを

冷却する。コンクリートポンプ車の仕様を以下に示す。 

 
コンクリートポンプ車 

台  数              1 
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有効燃料頂部+2m：約 63 日 

図 1 １号機使用済燃料プール（SFP）水温及び水位変化 

図 2 ２号機使用済燃料プール（SFP）水温及び水位変化 

有効燃料頂部+2m：約 136 日 
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有効燃料頂部+2m：約 72 日 

有効燃料頂部+2m：約 27 日 

図 3 ３号機使用済燃料プール（SFP）水温及び水位変化 

図 4 ４号機使用済燃料プール（SFP）水温及び水位変化 
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有効燃料頂部＋２ｍにおける線量評価 

 

 使用済燃料プール循環冷却設備の機能が喪失した場合，非常用注水設備等を用いて使

用済燃料プールの冷却を再開する必要がある。冷却再開にあたり，有効燃料頂部＋２ｍに

おいても，使用済燃料プール近くのオペフロ及び原子炉建屋周辺での作業が可能な線量か

どうかの評価を行った。 

 

１．評価条件 

  評価条件は以下の通りである。 

   （１）冷却期間の短い使用済燃料体数が多い４号機使用済燃料プールについて評価。 

（使用済燃料の照射期間及び冷却期間は燃料毎に考慮，評価日は H23.4.22 時点） 

（２）ORIGEN2 により使用済燃料の線源強度を計算し，この線源強度を用い MCNP

により線量率を計算。 

（３）線量率の評価位置は，使用済燃料プール真上「オペフロ＋５m 高さ」。 

 

２．評価結果 

 評価結果を下記表に示す。 

 

有効燃料頂部からの水位（m） 線量率（mＳv／h） 

０ ３×１０４ 

１ ８×１０１ 

２ ３×１０－１ 

 

  評価位置は使用済燃料プール真上「オペフロ＋５ｍ」であるが，面線源であることを

考慮するとオペフロ高さにおいても同程度の評価結果になると考える。 

以上の結果より，使用済燃料プール水位が有効燃料頂部から水深２ｍ確保されていれ

ば，使用済燃料による線量率は十分低いことから，コンクリートポンプ車が使用できな

い場合の使用済燃料プール近くのオペフロ作業や非常用注水設備等を用いた冷却作業は

十分可能と考える。 

  なお，現在及び今後は，さらに使用済燃料の冷却期間が経過しており，線量率はより

小さくなる。 
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2.7 電気系統設備 

2.7.1 基本設計 

2.7.1.1 設置の目的 

特定原子力施設に対して，必要な外部電源及び非常用所内電源を確保し，特定原子力施

設の機能を達成するために必要とする電力を供給できる電気系統設備を設置する。 

 

2.7.1.2 要求される機能 

(1) 特定原子力施設のうち重要度の特に高い安全機能や監視機能を有する構築物，系統及

び機器に対し，外部電源又は非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられる

こと。 

(2) 外部電源は，異なる送電系統で２回線以上であること。 

(3) 非常用所内電源が使用できない場合は，電源車などの代替機能を有すること。 

 

2.7.1.3 設計方針 

特定原子力施設のうち電気系統設備の設計方針は次のとおりとする。 

 

(1) 電源の確保 

特定原子力施設に対して必要な電源を確保できる設計とする。 

重要度の特に高い安全機能や監視機能を有する構築物，系統及び機器が，その機能を達

成するために電力を必要とする場合においては，外部電源又は非常用所内電源のいずれか

らも電力の供給を受けられる設計とする。 

 

(2) 外部電源 

外部電源は，異なるルートで２回線以上の送電線により電力系統に接続できる設計とす

る。 

 

(3) 非常用所内電源 

非常用所内電源は，多重性又は多様性を備え，かつ，独立性を備えた設計とする。 

 

(4) 検査可能性 

安全機能に関連する電気系統設備は，その機能の重要度に応じて，その重要な部分の健

全性及び能力を確認するために，適切な方法によりその機能を検査できる設計とする。 

 

(5) 火災防護 

所内ケーブル，電源盤等の材料は，実現可能な範囲で不燃性又は難燃性のものを使用す

る設計とする。 
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(6) 耐雷対策 

設備の重要度等に応じて，新たな接地網の布設や既設の接地網との連接等による接地抵

抗の低減等の対策を行う。 

 

2.7.1.4 供用期間中に確認する項目 

所内共通ディーゼル発電機は，定期的に負荷をかけての運転状況を確認する。 

 

2.7.1.5 主要な機器 

(1) 設備概要 

福島第一原子力発電所１～４号機の特定原子力施設に電力供給する送電線は， 66kV 送電

線５回線（大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線，双葉線１号，２号）で構成

する。 

通常時には，所内電力は，大熊線３号及び４号から南側 66kV 開閉所及び 66kV 受電用変

圧器を経由して供給する。また，双葉線１号及び２号から５号機及び６号機の起動用開閉

所，起動変圧器及び所内高圧母線を通じて供給することもできる。さらに南側 66kV 開閉所

は，東北電力（株）東電原子力線からも受電できる。 

外部電源がすべて喪失した場合には，所内共通ディーゼル発電機２台から所内電力を供

給できる。また，所内高圧母線は５号機又は６号機の非常用ディーゼル発電機からも受電

できる。 

 

(2) 送電線 

外部電源は，以下の４回線の 66kV 送電線により当社の電力系統から受電する。 

大熊線３号 

大熊線４号 

双葉線１号（５号機及び６号機の起動用開閉所で受電） 

双葉線２号（５号機及び６号機の起動用開閉所で受電） 

これら 66kV 送電線は，１回線で特定原子力施設の必要電力を送電し得る容量を有する。

また，上記の 66kV 送電線が全て停止するような場合，東北電力（株）東電原子力線から受

電する。 

    

(3) 開閉所 

南側 66kV 開閉所は，66kV 送電線と 66kV 受電用変圧器を連系する遮断器，66kV 母線等で

構成する。 

 

(4) 変圧器 

66kV 受電用変圧器は，送電線電圧 66kV を所内高圧母線電圧 6.9kV に降圧する変圧器で構
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成し，特定原子力施設の必要電力を供給する。 

 

(5) 所内高圧母線 

所内高圧母線はメタルクラッド開閉装置で構成し，所内高圧母線間を連系することによ

り，特定原子力施設の各設備へ電力を振り分ける。 

所内高圧母線は，接続される特定原子力施設の重要度等に応じて，単一の所内高圧母線

の故障があっても設備の全機能が喪失しないよう，設備を２母線以上に分割接続，又は双

方の母線から受電できる構成とする。 

なお，今後，使用済燃料共用プール設備への電力供給のため共用プールＭ／Ｃを２系列

復旧する。 

 

(6) ケーブル及び電線路 

特定原子力施設の設備の容量に応じたケーブルで接続する。 

 

(7) 非常用所内電源とその代替機能 

所内共通ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，1 台にて特定原子力施設のう

ち重要度の特に高い安全機能や監視機能を有する構築物，系統及び機器がその機能を達成

するために必要となる電力を供給できる。 

所内共通ディーゼル発電機は２台を備え，多重性を有した設備となっており，各々専用

の所内高圧母線に接続する。 

また，所内共通ディーゼル発電機全台が使用できない場合においても，５号機又は６号

機の非常用ディーゼル発電機（５Ａ，５Ｂ，６Ａ，６Ｂ）から電力を供給できる。また，

免震重要棟については，ガスタービン発電機から電力を供給できる。 

外部電源及び非常用所内電源が使用できない場合は，代替電源の電源車(500kVA 以上×２

台)を所内高圧母線の所内共通Ｍ／Ｃ１Ａ及び２Ａの各々に接続することにより，原子炉圧

力容器・原子炉格納容器注水設備等の必要な負荷に対して電力を供給できる構成とする。 

 

(8) 監視装置等 

免震重要棟から以下を監視可能とする装置を備える。 

・ 送電線電圧 

・ 所内高圧母線電圧 

また，電気系統設備の故障が発生した場合には，異常を検知し，その拡大及び伝播を防

止するため異常箇所を自動的に切り離す保護装置を備える。 

 

 



 

Ⅱ-2-7-4 

2.7.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

a. 開閉設備，変圧器 

開閉設備，変圧器については，津波により影響がないと想定される高台（O.P.30m 以

上）へ設置する。 

       

b. 所内高圧母線 

所内高圧母線は，津波による影響がないと想定される建屋内（防水性向上対策を実

施した建屋又は建屋の高所階（O.P.17m 以上））又は高台（O.P.30m 以上）へ設置する。 

なお，運用補助共用施設共用プール棟については，地下階の防水性向上対策を完了

しており，今後，地上階の防水性向上対策を実施する。 

 

c. 所内共通ディーゼル発電機 

所内共通ディーゼル発電機については，津波による影響がないと想定される建屋内

に設置する。 

なお，運用補助共用施設共用プール棟については，地下階の防水性向上対策を完了

しており，今後，地上階の防水性向上対策を実施する。 

 

d. 電源車 

電源車については，津波による影響がないと想定される高台へ配備する。（O.P.30m

以上） 

 

(2) 火災 

所内ケーブル，電源盤等の材料は，実現可能な範囲で不燃性又は難燃性のものを使用す

る。 

 

2.7.1.7 構造強度及び耐震性 

(1) 外部電源受変電設備 

外部電源からの受変電設備については，耐震設計審査指針上の C クラス設備と位置づけ

られており，C クラス設備として設計する。 

 

(2) メタルクラッド開閉装置 

メタルクラッド開閉装置については，床面に後打ちアンカにより固定し耐震性を確保す

る設計とする。 
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(3) 所内共通ディーゼル発電機 

 所内共通ディーゼル発電機については，耐震設計指針上の S クラスの設備として設計す

る。 

 

(4) ケーブル及び電線路 

ケーブル及び電線路についてはフレキシビリティを持たせた構造を基本とする。 

 

2.7.1.8 機器の故障への対応 

常時は 66kV２回線（大熊線３号，４号）から所内電力を供給するが，いずれかの回線の

停電時には他方の回線で電力を供給する。新福島変電所からの全ての回線（大熊線３号，

４号，双葉線１号及び２号）が停止している場合には，東北電力（株）東電原子力線 66kV

１回線から供給する。これら全ての外部電源が停電している場合には，非常用所内電源か

ら必要な設備の電力を供給する。更に，非常用所内電源からの電力供給ができない場合は，

電源車２台から必要な設備の電力を供給する。これらの切替における 6.9kV 所内高圧母線

の連系については，連系用遮断器を手動にて投入する操作を実施する。 

 

(1) 機器の単一故障 

送電線における故障の場合は，送電線の故障箇所の特定や切り離しを行うが，南側 66kV

開閉所は二重母線構成のため，大熊線３号，４号のいずれかが停止となっても，所内共通

変圧器２台への電力供給は他方の送電線により維持される。一方，変圧器，所内高圧母線

等の故障等により停電した場合には，故障箇所を特定した上で所内電源機器の損傷状況や

現場状況に加えて負荷の損傷状況等を把握し，電源切り替えや非常用所内電源からの受電

を行い，電力供給を再開する。 

 

(2) 複数の設備が同時に機能喪失した場合 

電気系統は，機器の故障等による機能喪失を防止するよう配慮した構成としているが，

複数の設備の機能が同時に喪失した場合は，故障箇所を特定した上で，送電線，変圧器，

所内高圧母線等の損傷状況や現場状況に加えて負荷の損傷状況等を把握し，電源切り替え

や非常用所内電源の受電や電源車の配備を行い，電力供給を再開する。 

 

2.7.2 基本仕様 

2.7.2.1 変圧器主要仕様 

(1) 66kV 受電用変圧器 

台 数     ２ 

容 量     30,000kVA（1 台あたり） 

電 圧     約 66kV／6.9kV 
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相 数     ３ 

周波数     50Hz 

 

2.7.2.2 非常用ディーゼル発電機主要仕様（既設） 

(1) 所内共通ディーゼル発電機（Ａ）（非常用ディーゼル発電機 ４Ｂ） 

 台 数     １ 

 容 量     8,250kVA 

 電 圧     6.9kV 

 力 率     0.8 

 周波数     50Hz 

 補機冷却系（冷却方式） 空気冷却 

 

(2) 所内共通ディーゼル発電機（Ｂ）（非常用ディーゼル発電機 ２Ｂ） 

 台 数     １ 

 容 量     8,250kVA 

 電 圧     6.9kV 

 力 率     0.8 

 周波数     50Hz 

 補機冷却系（冷却方式） 空気冷却 

 

(3) 免震重要棟ガスタービン発電機 

 台 数     １ 

 容 量     1,000kVA 

 電 圧     6.9kV 

 力 率     0.8 

 周波数     50Hz 

 

2.7.2.3 電源車 

 台 数     2 台以上 

 容 量     500kVA 以上 

 電 圧     6.6kV（使用電圧 6.9kV） 

 相 数     3 

 周波数     50Hz 

 タンク容量／燃料消費率 2 時間以上 
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2.7.3 添付資料 

添付資料－１ 送電系統一覧図 

添付資料－２ 所内単線結線図 

添付資料－３ 所内高圧母線に接続する主な負荷 

添付資料－４ 電源車からの電力供給負荷について 

添付資料－５ 構造強度及び耐震性について 

添付資料－６ 電気系統設備の設備変更について 
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図－１．送電系統一覧図
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表－１．所内高圧母線に接続する主な負荷 

⑯変圧器盤 原子炉圧力容器・格納容器注水設備 １号機　タ－ビン建屋内炉注水ポンプ ◎ ◎

原子炉格納容器内窒素封入設備 窒素ガス分離装置 A ○ －

２号機　使用済燃料プ－ル冷却系 ○ －

非常用注水設備（電動ポンプ） ○ ○

③-1
変圧器盤

１号機　使用済燃料プ－ル冷却系（予備系） ○ －

⑯変圧器盤 汚染水処理設備等 Ｔ／Ｂ滞留水移送装置 ○ －

多核種除去設備
変圧器盤A

放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設 多核種除去設備　A系，C系/共通系 － －

２号機　タ－ビン建屋内炉注水ポンプ ◎ ◎

１/２号機　CST炉注水ポンプ A ◎ ◎

原子炉格納容器ガス管理設備 １/２号機　原子炉格納容器ガス管理設備 A ○ －

所内共通P/C3A，３C

⑪変圧器盤 使用済燃料プ－ル設備
４号機　使用済燃料プ－ル冷却系
（二次系）

○ －

プロセス建屋P/C　C
ほか

汚染水処理設備等
除染装置，セシウム吸着装置，使用済セシウム吸着塔保管
施設，造粒固化体貯槽

○ －

３号機　タ－ビン建屋内炉注水ポンプ ◎ ◎

３号機　CST炉注水ポンプ A ◎ ◎

所内共通P/C4A
４号機　使用済燃料プ－ル冷却系
（一次系）

○ －

⑥変圧器盤 ３号機　使用済燃料プ－ル冷却系 ○ －

原子炉格納容器ガス管理設備 ３号機　原子炉格納容器ガス管理設備 A ○ －

４号機　燃料取り出し用　カバー A － －

４号機　燃料取扱設備
受電設備

４号機　燃料取扱設備 － －

所内共通P/C4C

所内共通P/C4A，4C

所内共通
Ｄ/Ｇ（Ａ）Ｍ/Ｃ

所内共通DG(A)P/C 所内共通D/G(A)補機 ○ －

共用プール補給水系 ○ ○

共用プール冷却浄化系 ○ －

予備変Ｍ/Ｃ ○ －

⑦変圧器盤 常用高台炉注水ポンプ ◎ ◎

⑨-2変圧器盤 純水タンク脇炉注水ポンプ ◎ ◎

⑦変圧器盤 窒素ガス分離装置 C ○ －

⑨-2変圧器盤 窒素ガス分離装置 B ○ －

１号機　使用済燃料プ－ル冷却系 ○ －

２号機　使用済燃料プ－ル冷却系（予備系） ○ －

多核種除去設備
変圧器盤B

放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設 多核種除去設備　B系，C系/共通系 － －

免震重要棟受電設備 監視室・制御室 免震重要棟 ○ －

原子炉圧力容器・格納容器注水設備 １/２号機　CST炉注水ポンプ B ◎ ◎

原子炉格納容器ガス管理設備 １/２号機　原子炉格納容器ガス管理設備 B ○ －

所内共通P/C3B

プロセス建屋
後備Ｍ/Ｃ

第二セシウム吸着設備変
圧器盤

汚染水処理設備等 第二セシウム吸着装置 ○ －

原子炉圧力容器・格納容器注水設備 ３号機　CST炉注水ポンプ B ◎ ◎

原子炉格納容器ガス管理設備 ３号機　原子炉格納容器ガス管理設備 B ○ －

使用済燃料プ－ルからの燃料取り出し設備 ４号機　燃料取り出し用カバー B － －

所内共通P/C4B ３/４号機　建屋内照明

所内共通
Ｄ/Ｇ（Ｂ）Ｍ/Ｃ

所内共通D/G(B)P/C 所内共通D/G（B)補機 ○ －

共用プール補給水系 ○ ○

共用プール冷却浄化系 ○ －

使用済燃料プ－ル設備⑨-1変圧器盤

構内配電線（モニタリングポスト等）

使用済燃料共用プ－ル設備

原子炉圧力容器・格納容器注水設備

所内共通
Ｍ/Ｃ３Ｂ

蒸発濃縮処理設備
Ｍ/Ｃ

◎

◎

所
内
共
通
Ｍ
／
Ｃ
 
２
Ｂ

－

◎

◎

所内高圧母線 接続する主な負荷

原子炉圧力容器・格納容器注水設備

所
内
共
通
Ｍ
／
Ｃ
 
２
Ａ

供給対象

所内
共通
D/G
供給

電源車
供給

◎

所内共通
Ｍ/Ｃ１Ａ

プロセス建屋
常用Ｍ/Ｃ

１/２号機　計測用電源（監視計測器通信設備含む）

使用済燃料プ－ル設備

汚染水処理設備等

所内共通
Ｍ/Ｃ３Ａ

所内共通
Ｍ/Ｃ４Ａ

所内共通
Ｍ/Ｃ１Ｂ

共用プ－ル
Ｍ/Ｃ Ｂ

共用プ－ル
Ｍ/Ｃ Ａ

所内共通
Ｍ/Ｃ４Ｂ

○

◎

◎

原子炉格納容器内窒素封入設備

１/２号機　計測用電源（監視計測器通信設備含む）

１/２号機　建屋内照明

蒸発濃縮装置，逆浸透膜装置，廃スラッジ一時保管施設，
シ－ルド中操

使用済燃料共用プ－ル設備

３/４号機　計測用電源（監視計測器通信設備含む）

◎

１/２号機　建屋内照明

原子炉圧力容器・格納容器注水設備

使用済燃料プ－ル設備

使用済燃料プ－ルからの燃料取り出し設備

３/４号機　計測用電源（監視計測器通信設備含む）

３/４号機　建屋内照明

蒸発濃縮処理設備用
変圧器盤
ほか

所内共通P/C
又は

主な変圧器盤

③-2
変圧器盤

所内共通P/C3C

所内共通P/C4C

所内共通P/C4C

所内共通P/C3D

共用プールP/C　B

共用プールP/C A

所内共通P/C4D

（注）
・H25.3時点の計画におけるH25.9月末設備の主要な負荷を記載。
・◎は重要度の特に高い安全機能や監視機能を有する設備として供給するもの，○は◎以外で供給する設備。
・各設備のうち運転が必要な系統や機器に対して供給するため，◎又は○はすべての機器に同時に供給するものではない。
・D/G供給時，電源車供給時は一部負荷を制限する。  
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電源車からの電力供給負荷について 

 

所内共通Ｍ／Ｃ１Ａ接続の電源車及び所内共通Ｍ／Ｃ２Ａ接続の電源車（各々500kVA 以上）

からの電力供給は，以下の重要度の特に高い安全機能や監視機能を有する設備等に対して

計画している。 

 

表１ 所内共通Ｍ／Ｃ１Ａ接続の電源車からの電力供給負荷 

負荷容量 最大

常用高台炉注水ポンプ 約45kVA

純水タンク脇炉注水ポンプ 約70kVA

１号機　CST炉注水ポンプ A又はB 約19kVA

２号機　CST炉注水ポンプ A又はB 約19kVA

１号機　タ－ビン建屋内炉注水ポンプ 約14kVA

２号機　タ－ビン建屋内炉注水ポンプ 約14kVA

約130kVA 約130kVA

使用済燃料プ－ル設備 非常用注水設備（電動ポンプ） 約47kVA 約47kVA

約247kVA

原子炉圧力容器・格納容
器注水設備

約70kVA

所内共通M/C１A接続の電源車からの電力供給負荷

合計

１/２号機　計測用電源及び建屋内照明

 
 

表２ 所内共通Ｍ／Ｃ２Ａ接続の電源車からの電力供給負荷 

負荷容量 最大

３号機　CST炉注水ポンプ A又はB 約19kVA

３号機　タ－ビン建屋内炉注水ポンプ 約14kVA

約130kVA 約130kVA

使用済燃料共用プ－ル
設備

共用プール補給水系 約38kVA 約38kVA

約187kVA

所内共通M/C2A接続の電源車からの電力供給負荷

約19kVA

合計

原子炉圧力容器・格納容
器注水設備

３／４号機　計測用電源及び建屋内照明
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構造強度及び耐震性について 

 

(1) 外部電源からの受変電設備については，耐震設計審査指針上の C クラス設備と位置づ

けられており，C クラス設備として設計している。新設した大熊線３号，４号，東北

電力(株)東電原子力線が連系する南側 66kV 開閉所の開閉設備には地震に強いガス絶

縁開閉装置（GIS）を採用するとともに，所内共通変圧器の基礎ボルト本数を従来に

比べて増やし耐震性を高めている。 

 

(2) メタルクラッド開閉装置については，床面に後打ちアンカにより固定し耐震性を確保

している。 

  

(3) 所内共通ディーゼル発電機については，従来同様，耐震 S クラス設計の電源盤を採用

しており，高い信頼性を確保している。また，構造強度及び耐震性については，以下

の工事計画認可申請書等により確認された設備を復旧して使用している。 

 

所内共通ディーゼル発電機（Ａ）（既設 非常用ディーゼル発電機 ４Ｂ） 

工事計画届出書(総文発官 5 第 1222 号 平成 6 年 4 月 25 日届出) 

建設時第１１回工事計画認可申請書(49資庁第18004号 昭和49年11月14日認可) 

建設時第１９回工事計画軽微届出書(総官第 989 号 昭和 51 年 12 月 3 日届出) 

建設時第２１回工事計画軽微届出書(総官第 1341 号 昭和 52 年 2 月 15 日届出) 

 

所内共通ディーゼル発電機（Ｂ）（既設 非常用ディーゼル発電機 ２Ｂ） 

工事計画届出書(総文発官 5 第 1220 号 平成 6 年 4 月 25 日届出) 

建設時第１４回工事計画認可申請書(46 公第 11145 号 昭和 46 年 8 月 17 日認可) 

 

(4) ケーブル及び電線路についてはフレキシビリティを持たせた構造を基本としており，

ケーブル本体は可とう管路材に収納することで損傷防止策を講じている。 

 

(5) 仮設として設置されている輸送用車両に搭載されたメタルクラッド開閉装置は，フレ

キシビリティを有したものとなっており，車両に機器をボルトや溶接により固定され

る構造であり，車両上での転倒防止策を講じている。
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電気系統設備の設備変更について 

(1) 設備変更の概要 

使用済燃料共用プール設備の負荷は，予備変Ｍ／Ｃ（又は所内共通Ｄ／Ｇ（Ｂ）Ｍ／Ｃ）

及び所内共通Ｄ／Ｇ（Ａ）Ｍ／Ｃから電力供給されている。そこで，更なる電源の信頼性

向上のため，共用プールＭ／Ｃを２系列復旧し，使用済燃料共用プール設備へ電力供給を

行う。 

プロセス建屋
後備M/C

プロセス建屋
常用M/C

所内共通
M/C2B

所内共通
M/C2A

予備変
M/C

共用プール
仮設P/C

所内共通
D/G(B)M/C

所内共通
D/G(A)M/C

所内共通
D/G(A)

P/C

使用済燃料共用
プール設備

一次系
（常用系）

使用済燃料共用
プール設備

二次系
※電源車電源供
給する補給水系

あり

所内共通
D/G(B)

P/C

使用済燃料共用
プール設備

一次系
（予備系）
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(2) 工程 

4月 5月 6月 7月 8月 9月

平成２５年

共用プールＭ／Ｃ復旧

共用プールＭ／Ｃ　Ａ，Ｂ設置

負荷移設
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2.10 放射性固体廃棄物等の管理施設 

2.10.1 基本設計 

2.10.1.1 設置の目的 

放射性固体廃棄物や事故後に発生した瓦礫等の放射性固体廃棄物等の管理施設は，作

業員の被ばく低減，公衆被ばくの低減及び安定化作業の安全確保のために，放射性固体

廃棄物等を適切に管理することを目的として設置する。 

 

2.10.1.2 要求される機能 

放射性固体廃棄物等の処理・貯蔵にあたっては，その廃棄物の性状に応じて，適切に

処理し，十分な保管容量を確保し，遮蔽等の適切な管理を行うことにより，敷地周辺の

線量を達成できる限り低減すること。 

 

2.10.1.3 設計方針 

 (1) 貯蔵設備 

放射性固体廃棄物は，固体廃棄物貯蔵庫，ドラム缶等仮設保管設備，サイトバンカ，

使用済燃料プール，使用済燃料共用プール，使用済樹脂貯蔵タンク，造粒固化体貯槽等

に貯蔵，または保管する設計とする。 

発電所敷地内において，今回の地震，津波，水素爆発による瓦礫や放射性物質に汚染

した資機材，除染を目的に回収する土壌等の瓦礫類は，固体廃棄物貯蔵庫，仮設保管設

備，屋外等の一時保管エリアを設定し，一時保管する。 

伐採木は，屋外の一時保管エリアに一時保管する。 

使用済保護衣等は，固体廃棄物貯蔵庫，仮設保管設備，屋外の一時保管エリアに一時

保管する。 

 

(2) 被ばく低減 

放射性固体廃棄物の管理施設は，作業員及び公衆の被ばくを達成できる限り低減でき

るように，必要に応じて十分な遮蔽を行う設計とする。 

瓦礫等の管理施設については，保管物の線量に応じた適切な遮蔽や設置場所を考慮す

ることにより，被ばく低減を図る設計とする。 

 

(3) 飛散等の防止 

放射性固体廃棄物の管理施設は，処理過程における放射性物質の散逸等を防止する設

計とする。 

瓦礫等の管理施設については，発電所敷地内の空間線量率を踏まえ，周囲への汚染拡

大の影響の恐れのある場合には，容器，仮設保管設備，固体廃棄物貯蔵庫，覆土式一時

保管施設に収納，またはシートによる養生等を実施する。 
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(4) 貯蔵能力 

固体廃棄物貯蔵庫は，200ℓドラム缶約 284,500 本相当，ドラム缶等仮設保管設備は，

200ℓドラム缶約 23,000 本相当を貯蔵保管する能力を有し，平成 25 年 1 月現在の保管量

は 185,961 本相当である。 

サイトバンカは，原子炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等を約

4,300m3保管する能力を有し，平成 25 年 1 月現在の保管量は，サイトバンカと使用済燃

料プールを合わせて制御棒 1,378 本，チャンネルボックス等 21,503 本，その他 186m3で

ある。 

瓦礫等の一時保管エリアの保管容量は，約 329,000m3であり，平成 25 年 1 月現在の保

管量は約 131,000m3 である。また，瓦礫等の想定保管量は，平成 26 年 3 月において約

209,000m3と見込んでおり，平成 25 年度末までの保管容量は確保されるものと考える。 

なお，瓦礫等の想定保管量については，計画された工事において発生する瓦礫等の物

量は，建屋図面の読み取り，現場調査，伐採するエリアの面積等から算出しており，発

生する瓦礫等の線量は，これまでの実績を参考にして求めている。 

ただし，想定保管量については，工事量の変動等により大きく変動する可能性がある

ため，保管量の増加により容量不足が見込まれる場合には，一時保管エリアを追設する。 

 

2.10.1.4 主要な設備 

(1) 固体廃棄物貯蔵庫 

固体廃棄物貯蔵庫には，１～６号機で発生したドラム缶に収納された放射性固体廃棄

物，ドラム缶以外の容器に収納された放射性固体廃棄物，開口部閉止措置を実施した大

型廃棄物であるドラム缶等の他，瓦礫類や使用済保護衣等を保管する。 

瓦礫類は，材質により可能な限り分別し，容器に収納して一時保管エリアとしての固

体廃棄物貯蔵庫内に一時保管する。また，容器に収納できない大型瓦礫類は，飛散抑制

対策を講じて一時保管する。 

固体廃棄物貯蔵庫は，第１棟～第８棟の８つの棟からなり，第６棟～第８棟について

は，地上１階，地下２階で構成している。これらの地下階に高線量の瓦礫類を保管した

場合には，コンクリート製の１階の床及び天井や壁による遮蔽効果により固体廃棄物貯

蔵庫表面またはエリア境界の線量は十分低減されるが，この場合には，固体廃棄物貯蔵

庫表面またはエリア境界において法令で定められた管理区域の設定基準線量（1.3mSv/3

ヶ月（2.6μSv/h）以下）を満足するよう運用管理を実施する。ただし，バックグラウン

ド線量の影響を除く。なお，最大線量と想定している表面線量率 10Sv/h の瓦礫類を地下

２階一面に収納したと仮定した場合でも，固体廃棄物貯蔵庫建屋表面線量率は約 4×10-7

μSv/h となり，法令で定められた管理区域の設定基準線量を満足することを評価し，確

認している。 

震災後の固体廃棄物貯蔵庫の建物調査の結果，第１棟については屋根や壁，柱の一部，

第２棟については柱の一部に破損があり，第３棟と第４棟については，床の一部に亀裂
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がみられるため，順次，工事計画認可申請書記載の機能を満足するよう復旧し使用して

いく。第５棟～第８棟については，大きな損傷はみられない。 

また，固体廃棄物貯蔵庫の第１棟～第８棟のうち，第４棟～第８棟については遮蔽機

能，第５棟～第８棟については耐震性を以下の工事計画認可申請書により確認している。 

第１棟 建設時第１７回工事計画認可申請書（45 公第 3715 号 昭和 45 年 5 月 11 日

認可） 

第２棟 建設時第１９回工事計画認可申請書（47 公第 577 号 昭和 47 年 2 月 28 日認

可） 

第３棟 建設時第１５回工事計画認可申請書（48 資庁第 1626 号 昭和 48 年 10 月 22

日認可） 

第４棟 建設時第１４回工事計画認可申請書（50 資庁第 12545 号 昭和 51 年 1 月 31

日認可） 

    建設時第２１回工事計画軽微変更届出書（総官第 860 号 昭和 51 年 11 月 4

日届出） 

    建設時第２５回工事計画軽微変更届出書（総官第 1293 号 昭和 52 年 2 月 7

日届出） 

第５棟 工事計画認可申請書（平成 11･09･06 資第 11 号 平成 11 年 10 月 6 日認可） 

建設時第１４回工事計画認可申請書（51 資庁第 11247 号 昭和 51 年 10 月 22

日認可） 

建設時第２１回工事計画軽微変更届出書（総官第 1341 号 昭和 52 年 2 月 15

日届出） 

第６棟 建設時第１４回工事計画認可申請書（52 資庁第 2942 号 昭和 52 年 4 月 12

日認可） 

第７棟 工事計画認可申請書（55 資庁第 9548 号 昭和 55 年 8 月 28 日認可） 

    工事計画軽微変更届出書（総文発官 56 第 430 号 昭和 56 年 6 月 26 日届出） 

第８棟 工事計画認可申請書（56 資庁第 14021 号 昭和 56 年 11 月 30 日認可） 

 

(2) ドラム缶等仮設保管設備 

固体廃棄物貯蔵庫外のドラム缶等仮設保管設備には，ドラム缶等の一部を仮置きする。 

ドラム缶等仮設保管設備は，建築基準法に従い設計しており，法令で定められた風圧

力や地震力の外力に耐えられる設計であり，鋼材フレームに防炎性膜材を張ったテント

状の設備で，床面はコンクリートである。 

また，ドラム缶等仮設保管設備からの放射線による作業員への被ばくを低減する観点

から，仮置きするドラム缶の線量制限を表面線量率 0.1mSv/h 以下とし，保管エリアを区

画するとともに，線量率の測定結果を表示し作業員に注意喚起する。 

なお，ドラム缶等仮設保管設備に仮置きするドラム缶の仮置き期間は，平成 24 年 12

月から約３年間とし，仮置き後は今後検討する恒久的な設備へ移動する。 
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(3) サイトバンカ 

サイトバンカには，１～６号機で発生した原子炉内で照射された使用済制御棒，チャ

ンネルボックス等を保管する。ただし，サイトバンカに保管する前段階において，原子

炉内で照射された使用済制御棒，チャンネルボックス等は使用済燃料プールに貯蔵する

か，原子炉内で照射されたチャンネルボックス等は運用補助共用施設内の使用済燃料共

用プールに貯蔵する。 

  また，構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認して

いる。 

  工事計画認可申請書（53 資庁第 7311 号 昭和 53 年 8 月 18 日認可） 

  工事計画軽微変更届出書（総文発官 53 第 994 号 昭和 53 年 11 月 4 日届出） 

 

(4) 使用済樹脂，フィルタスラッジ，濃縮廃液（造粒固化体（ペレット））の貯蔵設備 

使用済樹脂，フィルタスラッジ，濃縮廃液（造粒固化体（ペレット））の貯蔵設備は，

廃棄物処理建屋，廃棄物集中処理建屋，運用補助共用施設内にある使用済樹脂貯蔵タン

ク，地下使用済樹脂貯蔵タンク，機器ドレン廃樹脂タンク，廃スラッジ貯蔵タンク，地

下廃スラッジ貯蔵タンク，沈降分離タンク，造粒固化体貯槽等である。 

なお，現状において１～４号機及び集中環境施設設置分については水没や汚染水処理

設備の設置等により高線量となっており貯蔵設備へアクセスできないことから構造強度

及び耐震性について確認が困難であるため，点検が可能な容器等について，定期に外観

点検または肉厚測定を行い，漏えいのないことを確認することにより間接的に状態を把

握する。また，仮に放射性廃液等が漏えいしたとしても滞留水に対する措置により系外

へ漏えいする可能性は十分低く抑えられている（Ⅰ.2.3.7，Ⅱ.2.6 参照）。 

５号機及び６号機の貯蔵設備を含む固体廃棄物処理系については，工事計画認可申請

書等により，構造強度及び耐震性ならびに建屋内壁による遮へい機能を確認している。

主要な設備・機器について以下に示す。 

 a.５号機 

  (a)廃棄物地下貯蔵設備使用済樹脂貯蔵タンク 

  工事計画認可申請書（57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

(b)廃棄物地下貯蔵設備廃スラッジ貯蔵タンク 

  工事計画認可申請書（57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

(c)液体・固体廃棄物処理系浄化系スラッジ放出混合ポンプ 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書（52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

(d)液体・固体廃棄物処理系浄化系スラッジブースタポンプ 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 
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建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書（52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

(e)液体・固体廃棄物処理系床ドレン系廃スラッジサージポンプ 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書（52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書（総官第303号 昭和52年5月30日届出） 

(f)液体・固体廃棄物処理系使用済樹脂貯蔵タンク 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

(g)液体・固体廃棄物処理系濃縮廃液貯蔵タンク 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書（総官第534号 昭和49年7月29日届出） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書（52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

(h)液体・固体廃棄物処理系機器ドレン系廃スラッジサージタンク 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書（総官第1375号 昭和49年1月30日届出） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

(i)液体・固体廃棄物処理系床ドレン系廃スラッジサージタンク 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書（総官第1375号 昭和49年1月30日届出） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

(j)液体・固体廃棄物処理系原子炉冷却材浄化系廃樹脂貯蔵タンク 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書（総官第1375号 昭和49年1月30日届出） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

(k)液体・固体廃棄物処理系廃スラッジ貯蔵タンク 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

(l)液体・固体廃棄物処理系フェイズセパレータ 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書（総官第1375号 昭和49年1月30日届出） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

(m)廃棄物地下貯蔵設備建屋 

工事計画認可申請書（57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

(n)廃棄物処理建屋内壁 



 

Ⅱ-2-10-6 

建設時第３０回工事計画軽微変更届出書（総官第961号 昭和52年10月8日届出） 

 

b.６号機 

(a)液体固体廃棄物処理系原子炉浄化系フィルタスラッジ貯蔵タンク 

建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

(b)液体固体廃棄物処理系機器ドレンフィルタスラッジ貯蔵タンク 

建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

(c)液体固体廃棄物処理系使用済樹脂貯蔵タンク 

建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

(d)液体固体廃棄物処理系濃縮廃液貯蔵タンク 

建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

建設時第７回工事計画変更認可申請書（51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可） 

(e)廃棄物処理建屋内壁 

建設時第１６回工事計画認可申請書（53資庁第5742号 昭和53年6月27日認可） 

 

(5) 覆土式一時保管施設 

  一時保管エリアの中に設置する覆土式一時保管施設には，瓦礫類を一時保管すること

ができる。 

  覆土式一時保管施設は，線量低減対策として覆土による遮蔽機能を有する一時保管施

設である。 

  覆土式一時保管施設は，地面を掘り下げ，底部にベントナイトシート，遮水シート，

保護土を設置し，瓦礫類を収納して上から保護シート，緩衝材，遮水シート，土で覆う

構造である。遮水シートにより雨水等の浸入を防止し，飛散，地下水汚染を防止する。

また，保管施設内に溜まった水をくみ上げる設備を設ける。 

  なお，覆土式一時保管施設に用いる遮水シートは，覆土の変形ならびに地盤変状に追

従できるよう，引張伸び率が大きいものを使用する。 

覆土による遮蔽機能が万が一損傷した場合には，損傷の程度に応じて，遮蔽の追加，

施設の修復や瓦礫類の取り出しを行う。 

 

(6) 伐採木一時保管槽 

  一時保管エリアの中に設置する伐採木一時保管槽には，伐採木を一時保管することが

できる。 

  伐採木一時保管槽は，防火対策や線量低減対策として覆土をする一時保管槽である。 

  伐採木一時保管槽は，擁壁または築堤等にて保管槽を設置し，収納効率を上げるため

に伐採木（枝葉根）を減容し保管槽に収納して，保護シート，土，遮水シートで覆う構

造である。また，伐採木（枝葉根）は，保管中の腐食による沈下を考慮する。 

なお，伐採木一時保管槽に用いる遮水シートは，覆土の変形に追従できるよう，引張
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伸び率が大きいものを使用する。 

覆土による遮蔽機能が万が一損傷した場合には，損傷の程度に応じて，遮蔽の追加，

保管槽の修復や伐採木の取り出しを行う。 

 

2.10.2 基本仕様 

2.10.2.1 主要仕様 

(1) 固体廃棄物貯蔵庫（1～6 号機共用） 

  棟数：8 

  容量：約 284,500 本（ドラム缶相当） 

 

(2) ドラム缶等仮設保管設備 

大きさ：幅約 13m×奥行約 39m 

高さ ：約 6m 

設置個数：10 

 

(3) サイトバンカ（1～6 号機共用） 

基数：1 

容量：約 4,300m3 

 

(4) 仮設保管設備 

ａ．一時保管エリアＡ１（テント） 

大きさ：幅約 33m×奥行約 51m 

高さ ：約 16m 

設置個数：1 

 

ｂ．一時保管エリアＡ２（テント） 

大きさ：幅約 51m×奥行約 51m 

高さ ：約 16m 

設置個数：1 

 

(5) 覆土式一時保管施設 

  大きさ：約 80m×約 20m 

高さ ：約 5m（最大） 

設置個数：4 

保管容量：約 4000m3/箇所 

上部 ：覆土（厚さ 1m 以上），遮水シート，緩衝材，保護シート 

底部，法面部：保護土，遮水シート，ベントナイトシート 
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(6) 伐採木一時保管槽 

大きさ：１槽あたり，200m2以内 

高さ ：約 3m 

保管容量：１槽あたり，約 600m3以内 

上部 ：遮水シート，覆土（厚さ 0.5m 以上），保護シート 

槽間の離隔距離：2m 以上 

 

2.10.3 添付資料 

添付資料－１ 覆土式一時保管施設の主要仕様 

添付資料－２ 覆土式一時保管施設の仕様と安全管理 

添付資料－３ 伐採木一時保管槽の主要仕様 

添付資料－４ 伐採木一時保管槽の仕様と安全管理 

添付資料－５ 放射性固体廃棄物等の管理施設設置工程 
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表２．１０－１ 一時保管エリア一覧 

 

 
エリア名称 保管物

固体廃棄物貯蔵庫 瓦礫類

一時保管エリアＡ１ 瓦礫類

一時保管エリアＡ２ 瓦礫類

一時保管エリアＢ 瓦礫類

一時保管エリアＣ 瓦礫類

一時保管エリアＤ 瓦礫類

一時保管エリアＥ１ 瓦礫類

一時保管エリアＥ２ 瓦礫類

一時保管エリアＦ１ 瓦礫類

一時保管エリアＦ２ 瓦礫類

一時保管エリアＧ 伐採木（枝葉根）

一時保管エリアＨ 伐採木（枝葉根・幹）

一時保管エリアＩ 伐採木（幹）

一時保管エリアＪ 瓦礫類

一時保管エリアL 瓦礫類

一時保管エリアＭ 伐採木（幹）

一時保管エリアＮ 瓦礫類

一時保管エリアＯ 瓦礫類

一時保管エリアＰ１ 瓦礫類

一時保管エリアＰ２ 瓦礫類

一時保管エリアＱ 瓦礫類

一時保管エリアＲ 伐採木（枝葉根）

一時保管エリアＳ 伐採木（枝葉根）

一時保管エリアＴ 伐採木（枝葉根）

一時保管エリアＵ 瓦礫類

一時保管エリアＶ 伐採木（枝葉根・幹）
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 図２．１０－１ 一時保管エリア配置図 
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ドラム缶等仮設保管設備
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添付資料－１ 

 

覆土式一時保管施設の主要仕様 

 

大きさ：約 80m×約 20m 

高さ ：約 5m（最大） 

設置個数：4 

保管容量：約 4,000m3/箇所 

上  部：覆土（厚さ 1m 以上），遮水シート，緩衝材，保護シート 

底部，法面部：保護土，遮水シート，ベントナイトシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 覆土式一時保管施設概略図 
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平面図

A-A’断面図

約80m

約20m

Ａ’Ａ

遮へい用覆土１ｍ以上

地盤地盤

観測孔

保護シート

ベントナイトシート

瓦礫類
保護土約５ｍ

緩衝材
遮水シート

平面図

A-A’断面図

約80m

約20m

Ａ’Ａ

遮へい用覆土１ｍ以上

地盤地盤

観測孔

保護シート

ベントナイトシート

瓦礫類
保護土約５ｍ

緩衝材
遮水シート



 

 

添付資料－２ 

 

覆土式一時保管施設の仕様と安全管理 

 

 瓦礫類搬入時 瓦礫類搬入後 

保管状態 

飛散抑制対策 ・搬入した瓦礫類は，仮設テント

で覆い飛散を抑制する。 

・瓦礫類の搬入が全て終了した後

は，上に遮水シート※1を敷設し，

さらに覆土し飛散を抑制する。 

・底部にベントナイトシート，遮水シート※1を敷設し，その上に遮水

シート※1を保護するための土を敷く。 

・底面には，縦断勾配を設ける。槽内の最も低い位置には観測孔を設け，

孔の底部には釜場を設置する。 

・雨水や地下水が槽内に浸入した場合には，観測孔から水を回収し，保

管または処理を実施する。 

雨水等の浸入防

止，地下水汚染防

止対策 

・瓦礫類の搬入時は，仮設テント

で覆いをして，瓦礫類に雨がか

からないようにする。 

・瓦礫類の搬入が全て終了した後

は，上に遮水シート※1を敷設し，

さらに覆土し雨水等の流入を防

止する。 

遮蔽対策 ・瓦礫類を搬入した後，覆土する。 ・瓦礫類の搬入が全て終了した後

は，覆土する。覆土の厚さは搬入

時とあわせて 1m 以上とする。 

保管管理 ・観測孔を用いて定期的に槽内の水位計測を行い，槽内に雨水や地下水

が浸入していないことを確認する。 

・施設の周辺の空間線量率，空気中放射性物質濃度を定期的に測定し，

線量率測定結果を表示する。 

・地下水の放射能濃度を定期的に測定する。 

・外観確認により，覆土の状態など施設に異常がないことを確認する。

・施設の保管量を確認する。 

・一時保管エリアに柵かロープ等により区画を行い，関係者以外の立ち

入りを制限する。 

異常時の措置 ・地震や大雨等に起因した覆土のすべりや陥没による遮蔽機能の低下

など施設の保管状態に異常が認められた場合には，損傷の程度に応じ

て遮蔽の追加，施設の修復や瓦礫類の取り出しを行う。 
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※1：遮水シート 

(1)耐久性 

遮水シートの耐久性に関して，最も影響が大きい因子は紫外線の暴露であるが，本施設

では覆土により直接紫外線を受けない環境下にあることから，長期の耐久性を期待できる。 

本施設で使用する HDPE シート（高密度ポリエチレン）は，耐候性試験 5000 時間（自然

暴露で約 15 年に相当）で 80％以上の強度を持つことが規定されている 1)。 

また，ポリエチレンの耐放射線性については，105Gy 程度までは良好な耐放射線性を有す

ると報告されている 2)。今回，一時保管する瓦礫類の放射線量率は最大 30mSv/h 程度（約

30mGy/h）であることから，十分長い期間について，放射線による遮水シートの劣化が表れ

ることはないと考えられる。 

遮水シートの耐久性については，熱安定性，耐薬品性等についても品質上の規定が設け

られており 1)，いずれの項目についても基準を満足することを確認した。 

 

(2)施工時の品質確認 

シート施工の際，以下に示す試験によりシートの品質確認を行う。 

a.加圧試験（シート自動溶着部の水密性の確認） 

  シートの自動溶着部全数に対して，加圧試験を実施し，漏気がなく，圧力低下率が 20％

以下であることを確認する。 

b.負圧試験（シート手溶着部の水密性の確認） 

  シートの手溶着部全数に対して，負圧試験を実施し，気泡が発生しないことを確認す

る。 

c.スパーク試験（シート母材の水密性の確認） 

  シート全面に対して，スパーク試験を実施し，スパークが発生しないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)出典：日本遮水工協会ホームページ（遮水シート日本遮水工協会自主基準） 

2)出典：先端材料シリーズ 照射効果と材料 日本材料学会編 （図 3.12 種々の高分子材料における耐放射線性の比

較） 
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添付資料－３ 

 

伐採木一時保管槽の主要仕様 

 

大きさ：１槽あたり，200m2以内 

高 さ：約 3m 

保管容量：１槽あたり，約 600m3以内 

上  部：遮水シート，覆土（厚さ 0.5m 以上），保護シート 

槽間の離隔距離：2m 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 伐採木一時保管槽概略図 

 

  なお，保管槽の配置および形状は，現地の地形状況に応じて可能な限り効率的に配置

する計画としているため，概略図通りとならない場合がある。 
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標準配置図 離隔距離
約2m以上

伐採木一時
保管槽（1槽）

標準断面図
（擁壁タイプ）

A-A’断面

A A’

約3m

ガス抜き管

擁壁

保護シート

減容伐採木

温度計

覆土

離隔距離
2m以上

地 盤

遮水シート

標準配置図 離隔距離
約2m以上

伐採木一時
保管槽（1槽）

標準断面図
（擁壁タイプ）

A-A’断面

A A’

約3m

ガス抜き管

擁壁

保護シート

減容伐採木

温度計

覆土

離隔距離
2m以上

地 盤

遮水シート

標準断面図
（築堤タイプ）

A-A’断面

約3m

築堤
温度計

覆土

離隔距離
2m以上

地 盤

減容伐採木

標準断面図
（築堤タイプ）

A-A’断面

約3m

築堤
温度計

覆土

離隔距離
2m以上

地 盤

減容伐採木



 

 

添付資料－４ 

伐採木一時保管槽の仕様と安全管理 

 

飛散抑制対策 ・ 減容した伐採木に覆土し，飛散を抑制する。 

防火対策 ・ 減容した伐採木に覆土後，遮水シート※1を敷設することにより，雨水

等の流入の防止，空気中の酸素供給を抑制し，減容した伐採木の発酵

発熱を抑制する。 

・ 1 槽あたりの設置面積を 200m2以内とし，各保管槽との間に 2m 以上の

離隔距離をとることにより，火災時の延焼を防止する。 

・ 覆土することによって，もらい火，不審火を防ぐ構造とする。 

・ 温度測定により保管槽内の状態を監視する。 

遮蔽対策 ・ 減容した伐採木を覆土する。 

保管管理 ・ 保管槽の周辺の空間線量率，空気中放射性物質濃度を定期的に測定

し，線量率測定結果を表示する。 

・ 外観確認により，遮水シートに破損や覆土の異常な沈下がないことを

確認する。 

・ 保管槽の保管量を確認する。 

・ 一時保管エリアに柵かロープ等により区画を行い，関係者以外の立ち

入りを制限する。 

・ 温度測定により保管槽内の状態を監視する。 

異常時の措置 ・ 地震や大雨等に起因した覆土のすべりや陥没による遮蔽機能の低下

など保管槽に異常が認められた場合には，異常の程度に応じて，保管

槽の修復を行う。 

・ 保管槽内において異常な温度上昇が認められた場合には，冷却等の 

措置を行う。 

※1：遮水シートは，瓦礫類の覆土式一時保管施設と同等の品質である。 
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添付資料－５ 
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放射性固体廃棄物等の管理施設設置工程 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

覆土式一時保管施設

伐採木一時保管槽

平成26年 平成27年
設備

平成25年

３槽目，４槽目設置

工事開始時期は未定

伐採木一時保管槽設置，伐採木搬入



2.16 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設 

2.16.1  基本設計 

2.16.1.1 設置の目的 

放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設は，汚染水処理設備の処理済水に含まれる放射

性核種（トリチウムを除く）を十分低い濃度になるまで除去する多核種除去設備，多核種

除去設備の処理済水を貯留するタンク，槽類から構成する。 

 

2.16.1.2 要求される機能 

(1) 発生する液体状の放射性物質の量を上回る処理能力を有すること。 

(2) 発生する液体状の放射性物質について適切な方法によって，処理，貯留，減衰，管

理等を行い，放射性物質等の濃度及び量を適切な値に低減する能力を有すること。 

(3) 放射性液体廃棄物が漏えいし難いこと。 

(4) 漏えい防止機能を有すること。 

(5) 放射性液体廃棄物が，万一，機器・配管等から漏えいした場合においても，施設か

らの漏えいを防止でき，又は敷地外への管理されない放出に適切に対応できる機能

を有すること。 

(6)  施設内で発生する気体状及び固体状の放射性物質及び可燃性ガスの検出，管理及び

処理が適切に行える機能を有すること。 

 

2.16.1.3 設計方針 

(1) 放射性物質の濃度及び量の低減 

多核種除去設備は，汚染水処理設備で処理した水を，ろ過，凝集沈殿，イオン交換等に

より周辺環境に対して，放射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低くする設計

とする。 

 

(2) 処理能力 

多核種除去設備は，滞留水の発生原因となっている雨水，地下水の建屋への流入量を上

回る処理容量とする。 

 

(3) 材料 

多核種除去設備の機器等は，処理対象水の性状を考慮し，適切な材料を用いた設計とす

る。 

 

(4) 放射性物質の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

多核種除去設備の機器等は，液体状の放射性物質の漏えい防止及び敷地外への管理され

ない放出を防止するため，次の各項を考慮した設計とする。 
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a. 漏えいの発生を防止するため，機器等には適切な材料を使用するとともに，タンク水

位の検出器，インターロック回路等を設ける。 

b. 液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えいの早期検出を可能にするとともに，

漏えい液体の除去を容易に行えるようにする。 

c. タンク水位，漏えい検知等の警報については，シールド中央制御室等に表示し，異常

を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるようにし，これを監視できるようにする。 

d. 多核種除去設備の機器等は，可能な限り周辺に堰を設けた区画内に設け，漏えいの拡

大を防止する。また，処理対象水の移送配管類は，万一，漏えいしても排水路を通じ

て環境に放出することがないように，排水路から可能な限り離隔するとともに，排水

路を跨ぐ箇所はボックス鋼内等に配管を敷設する。さらに，ボックス鋼端部から排水

路に漏えい水が直接流入しないように土のうを設ける。 

 

(5) 被ばく低減 

多核種除去設備は，遮へい，機器の配置等により被ばくの低減を考慮した設計とする。 

 

(6) 可燃性ガスの管理 

多核種除去設備は，水の放射線分解により発生する可燃性ガスを適切に排出できる設計

とする。また，排出する可燃性ガスに放射性物質が含まれる可能性がある場合には，適切

に除去する設計とする。 

 

(7)  健全性に対する考慮 

放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設は，機器の重要度に応じた有効な保全が可能な

設計とする。 

  

2.16.1.4 供用期間中に確認する項目 

多核種除去設備処理済水に含まれる除去対象の放射性核種濃度（トリチウムを除く）が

『実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示』

に示される濃度限度（以下，「告示濃度限度」という）以下であること。 

 

2.16.1.5 主要な機器 

多核種除去設備は，３系列から構成し，各系列は前処理設備と多核種除去装置で構成す

る。さらに共通設備として，前処理設備から発生する沈殿処理生成物及び放射性核種を吸

着した吸着材を収容して貯蔵する高性能容器，薬品を供給するための薬品供給設備，多核

種除去設備の運転監視を行う監視制御装置，電源を供給する電源設備等で構成する。なお，

２系列運転で定格処理容量を確保するが，RO 濃縮塩水の処理を早期に完了させる観点から，
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３系列同時運転も可能な構成とする。また，装置の処理能力を確認するための試料採取が

可能な設備とする。 

多核種除去設備は電源が喪失した場合，系統が隔離されるため，電源喪失による設備か

ら外部への漏えいが発生することはない。 

 多核種除去設備の主要な機器はシールド中央制御室の監視・制御装置により遠隔操作及

び運転状況の監視を行う。監視・制御装置は，故障により各設備の誤動作を引き起こさな

い構成とする。また，運転員の誤操作，誤判断を防止するため，装置毎に配置する等の配

慮を行うとともに，特に重要な装置の緊急停止操作についてはダブルアクションを要する

等の設計とする。  

多核種除去設備で処理された水は，処理済水貯留用タンク・槽類で貯留する。 

  

(1) 多核種除去設備 

a. 前処理設備 

前処理設備は，アルファ核種，コバルト 60，マンガン 54 等の除去を行う鉄共沈処理

設備及び吸着阻害イオン（マグネシウム，カルシウム等）の除去を行う炭酸塩沈殿処理

設備で構成する。 

鉄共沈処理は，後段の多核種除去装置での吸着材の吸着阻害要因となる除去対象核種

の錯体を次亜塩素酸により分解すること及び処理対象水中に存在するアルファ核種を

水酸化鉄により共沈させ除去することを目的とし，次亜塩素酸ソーダ，塩化第二鉄を添

加した後，pH 調整のために苛性ソーダを添加して水酸化鉄を生成させ，さらに凝集剤と

してポリマーを投入する。 

また，炭酸塩沈殿処理は，多核種除去装置での吸着材によるストロンチウムの除去を

阻害するマグネシウム，カルシウム等の２価の金属を炭酸塩により除去することを目的

とし，炭酸ソーダと苛性ソーダを添加し，２価の金属の炭酸塩を生成させる。 

沈殿処理等により生成された生成物は，クロスフローフィルタにより濃縮し，高性能

容器に排出する。 

 

b. 多核種除去装置 

多核種除去装置は，１系列あたり１４塔の吸着塔及び２塔の処理カラムで構成する。 

多核種除去装置は，除去対象核種に応じて吸着塔，処理カラムに収容する吸着材（活

性炭，キレート樹脂等）の種類が異なっており，処理対象水に含まれるコロイド状及び

イオン状の放射性核種を分離・吸着処理する機能を有する。なお，吸着塔は２塔分の増

設が可能である。 

吸着塔に含まれる吸着材は，所定の容量を通水した後，高性能容器へ排出する。また，

処理カラムに含まれる吸着材は，所定の容量を通水した後，処理カラムごと交換する。

吸着材を収容した高性能容器あるいは使用済みの処理カラムは，使用済セシウム吸着塔
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一時保管施設にて貯蔵する。 

 

c. 高性能容器（HIC；High Integrity Container） 

高性能容器は使用済みの吸着材，沈殿処理生成物を貯蔵する。 

使用済みの吸着材は，収容効率を高めるために脱水装置（SEDS；Self-Engaging 

Dewatering System）により脱水処理される。 

沈殿処理生成物の高性能容器への移送は自動制御で行い，使用済みの吸着材の移送は

手動操作によって行う。なお，使用済み吸着材の移送は現場で輸送状況を確認し操作す

る。高性能容器内の貯蔵量は，水位センサにて監視する。交換した使用済みの高性能容

器は，使用済セシウム吸着塔一時保管施設で貯蔵する。高性能容器取扱い時に落下によ

る漏えいを発生させないよう高性能容器への補強体等を取り付ける。 

    

d. 薬品供給設備 

薬品供給設備は，各添加薬液に対してそれぞれタンクを有し，沈殿処理や pH 調整のた

め，ポンプにより薬品を前処理設備や多核種除去装置に供給する。添加する薬品は，次

亜塩素酸ソーダ，苛性ソーダ，炭酸ソーダ，塩酸，塩化第二鉄，ポリマーである。 

何れも不燃性であり，装置内での反応熱，反応ガスも有意には発生しない。 

 

e. 電源設備 

電源は，異なる２系統の所内高圧母線から受電できる構成とする。なお，電源が喪失

した場合でも，設備からの外部への漏えいは発生することはない。 

 

f. 橋形クレーン 

高性能容器，処理カラムを取り扱うための橋形クレーンを２基設ける。 

 

(2) 多核種除去設備関連施設 

a. 処理済水貯留用タンク・槽類 

処理済水貯留用タンク・槽類は，多核種除去設備の処理済水を貯留する。 

タンク・槽類は，鋼製の円筒形タンクもしくは地下貯水槽を使用する。 

 

2.16.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

多核種除去設備及び関連施設は，アウターライズ津波が到達しないと考えられる

O.P.30m 以上の場所に設置する。 
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(2)  台風 

 台風による設備の損傷を防止するため，上屋外装材は建築基準法施行令に基づく風荷重

に対して設計している。 

 

(3)  積雪 

 積雪による設備の損傷を防止するため，上屋外装材は建築基準法施行令および福島県建

築基準法施行規則細則に基づく積雪荷重に対して設計している。 

 

(4)  落雷 

 接地網を設け，落雷による損傷を防止する。 

 

(5)  竜巻 

 竜巻の発生の可能性が予見される場合は，設備の停止・隔離弁の閉止操作等を行い，汚

染水の拡大防止を図る。また，車両などの飛来物によって，設備を破壊させることがない

よう，車両を設備から遠ざける措置をとる。 

 

(6) 火災 

 火災発生を防止するため，消防法基準に準拠した対策を実施する。また，初期消火がで

きるよう近傍に消火器を設置する。 

 

2.16.1.7 構造強度及び耐震性 

(1) 構造強度 

多核種除去設備等を構成する機器は，「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省

令」において，廃棄物処理設備に相当するクラス３機器と位置付けられる。この適用規

格は，「JSME D NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」

という。）で規定される。ただし，福島第一原子力発電所構内の作業環境，機器等の設置

環境等が通常時と大幅に異なっているため，設計・建設規格の要求を全て満足して設計・

製作・検査を行うことは困難である。 

従って，可能な限り設計・建設規格のクラス３機器相当の設計・製作・検査を行うも

のの，JIS 等の規格に適合した一般産業品の機器等や，設計・建設規格に定める材料と同

等の信頼性を有する材料・施工方法等を採用する。 

 

(2) 耐震性 

多核種除去設備等を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「発電用原子炉

施設に関する耐震設計審査指針」のＢクラス相当の設備と位置づけられ，耐震性を評価す

るにあたっては，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」等に準拠する。 
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2.16.1.8 機器の故障への対応 

(1) 機器の単一故障 

多核種除去設備は，３つの処理系列を有し，電源についても多重化している。そのため，

動的機器，電源系統の単一故障については，処理系列の切替作業等により，速やかな処理

の再開が可能である。 

 

(2) 除染能力の低下 

放射性核種の濃度測定の結果，有意な濃度が確認された場合には，処理済水を再度多核

種除去設備に戻す再循環処理を実施する。 

 

(3) 高性能容器の落下 

 高性能容器については，多核種除去設備での運用を考慮した高さから落下しても容器の

健全性に問題ないことが確認されているものを使用する。  

 また，万一の容器落下破損による漏えい時の対応として，回収作業に必要な吸引車等を

配備し，吸引車を操作するために必要な要員を確保する。また，漏えい回収訓練及び吸引

車の点検を定期的に行う。 
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2.16.2. 基本仕様 

2.16.2.1. 主要仕様 

(1) 多核種除去設備 

処理方式 凝集沈殿方式＋吸着材方式 

処理容量・処理系列 250m3/日/系列×3 系列（1 系列は予備） 

 

(2) バッチ処理タンク 

基  数 2 基（1 系列あたり） 

容  量 33.1 m3 

 

(3) スラリー移送ポンプ(完成品) 

台  数 1 台（1 系列あたり） 

容  量 36 m3/h 

 

(4) 循環タンク 

基  数 1 基（1 系列あたり） 

容  量 5.87 m3 

 

(5) 循環ポンプ 1（完成品） 

台  数 1 台（1 系列あたり） 

容  量 191 m3/h 

 

(6) デカントポンプ（完成品） 

台  数 1 台（1 系列あたり） 

容  量 120 m3/h 

 

(7) デカントタンク 

基  数 1 基（1 系列あたり） 

容  量 35.57 m3 

 

(8) 供給ポンプ 1（完成品）  

台  数 1 台（1 系列あたり） 

容  量 12.5 m3/h 
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(9) 共沈タンク 

基  数 1 基（1 系列あたり） 

容  量 3.42 m3 

 

(10) 供給タンク 

基  数 1 基（1 系列あたり） 

容  量 3.69 m3 

 

(11) 供給ポンプ 2（完成品） 

台  数 1 台（1 系列あたり） 

容  量 12.5 m3/h 

 

(12) 循環ポンプ 2（完成品）  

台  数 1 台（1 系列あたり） 

容  量 313 m3/h 

 

(13) 吸着塔入口バッファタンク 

基  数 1 基（1 系列あたり） 

容  量 6.52 m3 

 

(14) ブースターポンプ 1（完成品） 

台  数 1 台（1 系列あたり） 

容  量 12.5 m3/h 

 

(15) ブースターポンプ 2（完成品） 

台  数 1 台（1 系列あたり） 

容  量 12.5 m3/h 

 

(16) 吸着塔  

基  数 14 基（1 系列あたり） 

 

(17) 処理カラム 

基  数 2 基（1 系列あたり） 
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(18) 移送タンク 

基  数 1 基（1 系列あたり） 

容  量 4.12 m3 

 

(19) 移送ポンプ（完成品） 

台  数 1 台（1 系列あたり） 

容  量 12.5 m3/h 

 

(20) 前段クロスフローフィルタ（完成品） 

台  数 2 台（1 系列あたり） 

 

(21) 後段クロスフローフィルタ（完成品） 

台  数 6 台（1 系列あたり） 

 

(22) 出口フィルタ（完成品） 

台  数 1 台（1 系列あたり） 

 

(23) 高性能容器（完成品） 

基  数 12 基（多核種除去設備での設置台数） 

容  量 2.86 m3 

 

(24) 苛性ソーダ貯槽（完成品） 

基  数 1 基 

容  量 15 m3 

 

(25) 炭酸ソーダ貯槽（完成品） 

基  数 2 基 

容  量 50 m3 

 

(26) 次亜塩素酸ソーダ貯槽（完成品） 

基  数 1 基 

容  量 3 m3 

 

(27) 塩酸貯槽（完成品） 

基  数 1 基 

容  量 30 m3 
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(28) 塩化第二鉄貯槽（完成品）  

基  数 1 基 

容  量 4 m3 
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表２．１６－１ 主要配管仕様（１／２） 

名 称 仕 様 

中低濃度タンクから 
多核種除去設備入口まで 
（ポリエチレン管） 
 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A 相当 
ポリエチレン 
1.15MPa 
40℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A/Sch.80 
STPG370 
1.15MPa 
40℃ 

多核種除去設備入口から 
ブースターポンプ１まで 
（鋼管） 
 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPG370 
0.98MPa 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

25A/Sch.40 
32A/Sch.40 
50A/Sch.40 
65A/Sch.40 
100A/Sch.40 
125A/Sch.40 
150A/Sch.40 
200A/Sch.40 
250A/Sch.40 
300A/Sch.40 
SUS316L 
0.98MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A 相当 
150A 相当 
EPDM 
0.98MPa 
60℃ 

ブースターポンプ１から 
移送タンクまで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

32A/Sch.40 
50A/Sch.40 
SUS316L 
1.37MPa 
60℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A 相当 
EPDM 
1.37MPa 
60℃ 
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表２．１６－１ 主要配管仕様（２／２） 

名 称 仕 様 

移送タンクから 
多核種除去塔出口まで 
（鋼管） 

呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

32A/Sch.40 
50A/Sch.40 
SUS316L 
1.15MPa 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
STPG370 
1.15MPa 
60℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A/Sch.80 
100A/Sch.80 
STPG370 
1.15MPa 
40℃ 

多核種除去設備出口から 
地下貯水槽まで 
（ポリエチレン管） 
 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

100A 相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 
40℃ 
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2.16.3 添付資料  

添付資料－１： 全体概要図及び系統構成図  

添付資料－２： 放射性液体廃棄物処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

添付資料－３： 多核種除去設備上屋の耐震性に関する検討結果 

添付資料－４： 多核種除去設備等の具体的な安全確保策 

添付資料－５： 高性能容器の健全性評価  

 添付資料－６： 除去対象核種の選定 

 添付資料－７： 高性能容器落下破損時の漏えい物回収作業における被ばく線量評価 

 添付資料－８： 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設の試験及び工事計画 
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多
核
種
除
去
設
備 

タンク・槽類 

1T/Ｂ 

2Rx 

2T/Ｂ 

雨水， 

3T/Ｂ

地下水 

1Rx 
3Rx

プロセス主建屋 

高温焼却炉建屋

処理装置 

（セシウム吸着装置／ 

第二セシウム吸着装置／

除染装置） 

淡水化装置 

（逆浸透膜装置）

淡水化装置 

（蒸発濃縮装置） 

ＳＰＴ 

バッファタンク 

①
③ 

② 

RO及び蒸発濃縮装

置後淡水受タンク 
RO後濃縮塩水 

受タンク 

濃縮廃液貯槽

①処理装置出口水 

②RO濃縮塩水 

③淡水 

(a) 配置概要 

図－１ 汚染水処理設備並びに多核種除去設備等の全体概要図 
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あ

多核種除去設備 

使用済セシウム吸着塔 

一時保管施設 
シールド中央制御室

（シールド中操）

使用済セシウム吸着塔

仮保管施設 

第二セシウム吸着装置

セシウム吸着装置(1F)

造粒固化体貯槽(D)

(地下) 

油分分離装置(4F) 除染装置(1F)

廃スラッジ 

一時保管施設 
高濃度滞留水受タンク

中低濃度タンク

使用済セシウム吸着塔

一時保管施設 中低濃度タンク 

淡水化装置中低濃度タンク

及び 
地下貯水槽 

中低濃度タンク

(b) 配置概要 

図－２ 汚染水処理設備等の全体概要図 
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放射性液体廃棄物処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

 放射性液体廃棄物処理設備等を構成する設備について,構造強度評価の基本方針及び耐

震性評価の基本方針に基づき構造強度及び耐震性等の評価を行う。 

 

1.1  基本方針 

1.1.1 構造強度評価の基本方針 

多核種除去設備等を構成する機器は，「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省

令」において，廃棄物処理設備に相当するクラス３機器と位置付けられる。この適用規格

は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」と

いう。）で規定される。ただし，福島第一原子力発電所構内の作業環境，機器等の設置環境

等が通常時と大幅に異なっているため，設計・建設規格の要求を全て満足して設計・製作・

検査を行うことは困難である。 

従って，可能な限り設計・建設規格のクラス３機器相当の設計・製作・検査を行うもの

の，JIS 等の規格に適合した一般産業品の機器等や，設計・建設規格に定める材料と同等の

信頼性を有する材料・施工方法等を採用する。 

 

1.1.2 耐震性評価の基本方針 

多核種除去設備等を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「発電用原子炉施

設に関する耐震設計審査指針」のＢクラス相当の設備と位置づけられ，耐震性を評価する

にあたっては，「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」（以下，「耐震設計技術規程」

という。）等に準用する。 

また，参考評価として，基準地震動Ｓｓ相当の水平震度に対して健全性が維持されるこ

とを確認する。 

 

1.2 評価結果 

1.2.1 ポンプ類 

(1)構造強度評価 

ポンプは一般産業品とするため，設計・建設規格の要求には必ずしも適合しない。しか

しながら，以下により高い信頼性を確保した。 

・公的規格に適合したポンプを選定する。 

・耐腐食性（塩分対策）を有したポンプを選定する。 

・試運転により，有意な変形や漏えい，運転状態に異常がないことを確認する。 

 

(2)耐震性評価 

a.基礎ボルトの強度評価
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耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボルト

の強度が確保されることを確認した（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力：Fb = ( )( )11
1 LCgmHCgm
L VH ×−××−×××  

基礎ボルトの引張応力：σb = 
bf

b

An
F
×

 

基礎ボルトのせん断応力：τb = 
b

H

An
Cgm

×
××

  

b.転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較するこ

とにより転倒評価を実施した。評価の結果，地震による転倒モーメントは自重による安定

モーメントより小さくことから，転倒しないことを確認した。また，地震による転倒モー

メント＞自重による安定モーメントとなるものについては，a. での計算により基礎ボルト

の強度が確保されることから転倒しないことを確認した(表１)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント： HCgmM H ×××=1  

自重による安定モーメント： LgmM ××=2  

L ： 基礎ボルト間の水平方向距離 

m ： 機器重量 

ｇ ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L1 ： 重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

ｎf ： 引張力の作用する基礎ボルトの評価本数 

ｎ ： 基礎ボルトの本数 

Ab ： 基礎ボルトの軸断面積 

CH ： 水平方向設計震度 

CV ： 鉛直方向設計震度 

CH ： 水平方向設計震度 

m ： 機器重量 

g ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 転倒支点から機器重心までの距離 
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表１：ポンプ耐震評価結果（１／２） 

 

機器名称 評価部位 評価項目
水平

震度
算出値 許容値 単位

本体 転倒 0.36 3.17×105 6.71×105 N･mm

引張 0.36 - - MPa スラリー移送ポンプ 基礎 

ボルト せん断 0.36 1 139 MPa 

本体 転倒 0.36 2.34×106 4.70×106 N･mm

引張 0.36 - - MPa 循環ポンプ１ 基礎 

ボルト せん断 0.36 4 133 MPa 

本体 転倒 0.36 6.84×105 1.32×106 N･mm

引張 0.36 - - MPa デカントポンプ 基礎 

ボルト せん断 0.36 2 139 MPa 

本体 転倒 0.36 1.95×105 4.80×105 N･mm

引張 0.36 - - MPa 供給ポンプ１ 基礎 

ボルト せん断 0.36 1 139 MPa 

本体 転倒 0.36 3.28×105 7.36×105 N･mm

引張 0.36 - - MPa 供給ポンプ２ 基礎 

ボルト せん断 0.36 2 139 MPa 

本体 転倒 0.36 2.59×106 5.21×106 N･mm

引張 0.36 - - MPa 循環ポンプ２ 基礎 

ボルト せん断 0.36 4 133 MPa 

本体 転倒 0.36 4.85×105 1.02×106 N･mm

引張 0.36 - - MPa ブースターポンプ１ 基礎 

ボルト せん断 0.36 2 139 MPa 

本体 転倒 0.36 4.85×105 1.02×106 N･mm

引張 0.36 - - MPa ブースターポンプ２ 基礎 

ボルト せん断 0.36 2 139 MPa 

本体 転倒 0.36 1.95×105 4.80×105 N･mm

引張 0.36 - - MPa 移送ポンプ 基礎 

ボルト せん断 0.36 1 139 MPa 

※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 
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表１：ポンプ耐震評価結果（２／２） 

 

機器名称 評価部位 評価項目
水平

震度
算出値 許容値 単位

本体 転倒 0.80 7.04×105 6.71×105 N･mm

引張 0.80 1 180 MPa スラリー移送ポンプ 基礎 

ボルト せん断 0.80 3 139 MPa 

本体 転倒 0.80 5.18×106 4.70×106 N･mm

引張 0.80 1 173 MPa 循環ポンプ１ 基礎 

ボルト せん断 0.80 8 133 MPa 

本体 転倒 0.80 1.52×106 1.32×106 N･mm

引張 0.80 1 180 MPa デカントポンプ 基礎 

ボルト せん断 0.80 5 139 MPa 

本体 転倒 0.80 4.33×105 4.80×105 N･mm

引張 0.80 - - MPa 供給ポンプ１ 基礎 

ボルト せん断 0.80 2 139 MPa 

本体 転倒 0.80 7.29×105 7.36×105 N･mm

引張 0.80 - - MPa 供給ポンプ２ 基礎 

ボルト せん断 0.80 3 139 MPa 

本体 転倒 0.80 5.74×106 5.21×106 N･mm

引張 0.80 1 173 MPa 循環ポンプ２ 基礎 

ボルト せん断 0.80 9 133 MPa 

本体 転倒 0.80 1.08×106 1.02×106 N･mm

引張 0.80 1 180 MPa ブースターポンプ１ 基礎 

ボルト せん断 0.80 4 139 MPa 

本体 転倒 0.80 1.08×106 1.02×106 N･mm

引張 0.80 1 180 MPa ブースターポンプ２ 基礎 

ボルト せん断 0.80 4 139 MPa 

本体 転倒 0.80 4.33×105 4.80×105 N･mm

引張 0.80 - - MPa 移送ポンプ 基礎 

ボルト せん断 0.80 2 139 MPa 

※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 
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1.2.2  タンク類，吸着塔及び処理カラム 

(1)構造強度評価 

タンク類は，SUS316L もしくは炭素鋼（ライニング付）とするが材料の調達において一般

産業品とするため，材料証明がなく，設計・建設規格の要求には必ずしも適合しない。し

かしながら，以下により高い信頼性を確保した。 

・工場にて溶接を行い高い品質を確保する。 

・水張りによる溶接部の漏えい確認等を行う。 

 

また，吸着塔及び処理カラムは，SUS316L とするが材料の調達において一般産業品とする

ため，材料証明がなく，設計・建設規格の要求には必ずしも適合しない。しかしながら，

以下を考慮することで，高い信頼性を確保した。 

・公的規格に適合した一般産業品の SUS316L を用いて吸着塔，処理カラムを製作する。 

・溶接継手は，PT 検査，運転圧による漏えい確認等を行う。 

・工場にて溶接を行い高い品質を確保する。 

 

a.スカート支持たて置円筒形容器 

スカート支持たて置円筒形容器については，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施

した。評価の結果，水頭圧（開放型タンク），最高使用圧力（密閉型タンク）に耐えられる

ことを確認した（表２）。 

 

（開放型の場合） 

η

ρ

0.204S

DiHt =  

   

 

 

 

（密閉型の場合） 

PS
PDt i

2.12 −
=

η
 

 

 

 

ただし，t の値は炭素鋼，低合金鋼の場合は t = 3.00[mm]以上，その他の金属の場合は

t = 1.50[mm]以上とする。 

ｔ ： 胴の計算上必要な厚さ 

Di ： 胴の内径             

H ： 水頭                 

ρ ： 液体の比重               

Ｓ ： 最高使用温度における材料の許容引張応力        

η ： 長手継手の効率               

ｔ： 胴の計算上必要な厚さ 

Di： 胴の内径 

Ｐ： 最高使用圧力 

Ｓ： 最高使用温度における材料の許容引張応力 

η： 長手継手の効率         
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表２：スカート支持たて置円筒形容器板厚評価結果 

機器名称 評価部位 必要肉厚[mm] 実厚[mm]

胴板 1.50 7.80 
バッチ処理タンク 

鏡板 2.67 7.80 

胴板 1.50 7.80 
循環タンク 

鏡板 1.14 8.35 

胴板 3.00 7.45 
デカントタンク 

鏡板 1.26 6.00 

胴板 3.00 4.60 
共沈タンク 

鏡板 0.31 3.90 

胴板 3.00 4.60 
供給タンク 

鏡板 0.32 3.90 

胴板 9.57 16.50 
吸着塔 

鏡板 10.18 18.50 

胴板 12.29 18.70 
処理カラム 

鏡板 13.09 20.70 

 

 

b.平底たて置円筒形容器 

平底たて置円筒形容器については，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した。評

価の結果，水頭圧に耐えられることを確認した(表３)。 

 

 

 

η
ρ
S

HDt i

204.0
=  

 

 

 

 

ただし，t の値は炭素鋼，低合金鋼の場合は t = 3.00[mm]以上，その他の金属の場合は

t = 1.50[mm]以上とする。 

ｔ ： 胴の計算上必要な厚さ 

Di ： 胴の内径             

H ： 水頭                 

ρ ： 液体の比重               

Ｓ ： 最高使用温度における材料の許容引張応力   

η ： 長手継手の効率             
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表３：平底たて置円筒形容器板厚評価結果 

機器名称 評価部位 必要肉厚[mm] 実厚[mm]

胴板 1.50 7.80 
吸着塔入口バッファタンク 

底板 3.00 23.70 

胴板 3.00 4.60 
移送タンク 

底板 3.00 14.45 

 

 

 

c.三脚たて置円筒形容器 

三脚たて置円筒形容器については，設計・建設規格に準拠し，板厚評価を実施した。評

価の結果，最高使用圧力に耐えられることを確認した（表４）。 

 

 

 

PS
PDt i

2.12 −
=

η
 

 

 

 

ただし，t の値は炭素鋼，低合金鋼の場合は t = 3.00[mm]以上，その他の金属の場合は

t = 1.50[mm]以上とする。 

 

 

 

表４：三脚たて置円筒形容器板厚評価結果 

機器名称 評価部位 必要肉厚[mm] 実厚[mm]

胴板 1.92 3.50 
出口フィルタ 

鏡板 1.34 3.10 

 

ｔ：胴の計算上必要な厚さ 

Di：胴の内径 

Ｐ：最高使用圧力 

Ｓ：最高使用温度における材料の許容引張応力 

η：長手継手の効率         
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(2)耐震性評価 

a.スカート支持たて置円筒形容器 

(a)基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボルト

の強度が確保されることを確認した（表５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力： ( )1
2

)1(
1 LCgmHCgm
L

F VHt ×−××−×××=  

基礎ボルトに作用する引張応力：
tCn ××

×
=

b

t
b A

F2π
σ  

基礎ボルトのせん断応力：τb = 
bA×

××
n

Cgm H     

m ：機器重量 

g ：重力加速度 

H ：据付面からの重心までの距離 

ｎ ：基礎ボルトの本数 

Ab ：基礎ボルトの軸断面積 

CH ：水平方向設計震度 

CV ：鉛直方向設計震度 

Ct ：中立軸の位置より求める係数 

σb ：基礎ボルトに作用する引張応力 

Ft ：基礎ボルトに作用する引張力 

① ：基礎ボルトに作用する引張力の作用点 

② ：基礎部に作用する圧縮力の作用点 

R ：基礎ボルトのピッチ円直径 

L1 ：基礎ボルトのピッチ円中心から②までの距離

L2 ：①から②までの距離 

H

m[kg]

R 

① ② 

L1 

bσ

L2 
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(b)胴板の強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して，胴板の強度評価を実施した。 

一次一般膜応力σ０を下記の通り評価し，許容値を下回ることを確認した(表５)。 

 

{ }ctMax 000 ,σσσ =  

( ){ }22
0 4

2

1 τσσσσσ φφ ⋅+−++⋅= xtxtt  

( ){ }22
0 4

2

1 τσσσσσ φφ ⋅+−++⋅= xcxcc  

 

 

(c)スカートの強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して，スカートの強度評価を実施した。 

組合せ応力σｓを下記の通り評価し，許容値を下回ることを確認した(表５)。 

 

 

( ) 22
321 3 τσσσσ ⋅+++=s  

 

 

 

また，座屈評価を下記の式により行い，スカートに座屈が発生しないことを確認した(表

５)。 

 

 

 

( )
1321 ≦

bc ff
σησση ⋅

+
+⋅

 

 

 

 

σ０ｔ：一次一般膜応力（引張側） 

σ０ｃ：一次一般膜応力（圧縮側） 

σφ ：胴の周方向応力の和 

σｘｔ：胴の軸方向応力の和（引張側） 

σｘｃ：胴の軸方向応力の和（圧縮側） 

τ ：地震により胴に生じるせん断応力 

σ１：スカートの質量による軸方向応力 

σ２：スカートの鉛直方向地震による軸方向応力 

σ３：スカートの曲げモーメントによる軸方向応力 

ｆｃ：軸圧縮荷重に対する許容座屈応力 

ｆｂ：曲げモーメントに対する許容座屈応力 

η：座屈応力に対する安全率 

 

σ１：スカートの質量による軸方向応力 

σ２：スカートの鉛直方向地震による軸方向応力 

σ３：スカートの曲げモーメントによる軸方向応力 

τ：地震によるスカートに生じるせん断応力 
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表５：スカート支持たて置円筒形容器耐震評価結果（１／２） 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

胴板 一次一般膜 0.36 15 163 MPa 

組合せ 0.36 10 205 MPa 
スカート 

座屈 0.36 0.05 1 - 

引張 0.36 1 130 MPa 

バッチ処理 

タンク 
基礎 

ボルト せん断 0.36 33 101 MPa 

胴板 一次一般膜 0.36 8 163 MPa 

組合せ 0.36 9 205 MPa 
スカート 

座屈 0.36 0.04 1 - 

引張 0.36 1 131 MPa 

循環タンク 

基礎 

ボルト せん断 0.36 18 101 MPa 

胴板 一次一般膜 0.36 12 233 MPa 

組合せ 0.36 17 241 MPa 
スカート 

座屈 0.36 0.10 1 - 

引張 0.36 1 440 MPa 

デカント 

タンク 
基礎 

ボルト せん断 0.36 21 338 MPa 

胴板 一次一般膜 0.36 5 233 MPa 

組合せ 0.36 10 241 MPa 
スカート 

座屈 0.36 0.05 1 - 

引張 0.36 11 180 MPa 

共沈タンク 

基礎 

ボルト せん断 0.36 11 139 MPa 

胴板 一次一般膜 0.36 6 233 MPa 

組合せ 0.36 11 241 MPa 
スカート 

座屈 0.36 0.06 1 - 

引張 0.36 9 180 MPa 

供給タンク 

基礎 

ボルト せん断 0.36 13 139 MPa 

胴板 一次一般膜 0.36 41 163 MPa 

組合せ 0.36 4 205 MPa 
スカート 

座屈 0.36 0.02 1 - 

引張 0.36 2 131 MPa 

吸着塔 

基礎 

ボルト せん断 0.36 3 101 MPa 

胴板 一次一般膜 0.36 48 163 MPa 

組合せ 0.36 4 205 MPa 
スカート 

座屈 0.36 0.02 1 - 

引張 0.36 1 131 MPa 

処理カラム 

基礎 

ボルト せん断 0.36 12 101 MPa 
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表５：スカート支持たて置円筒形容器耐震評価結果（２／２） 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

胴板 一次一般膜 0.80 21 163 MPa 

組合せ 0.80 17 205 MPa 
スカート 

座屈 0.80 0.08 1 - 

引張 0.80 75 131 MPa 

バッチ処理 

タンク 
基礎 

ボルト せん断 0.80 26 101 MPa 

胴板 一次一般膜 0.80 12 163 MPa 

組合せ 0.80 16 205 MPa 
スカート 

座屈 0.80 0.07 1 - 

引張 0.80 42 121 MPa 

循環タンク 

基礎 

ボルト せん断 0.80 39 101 MPa 

胴板 一次一般膜 0.80 20 233 MPa 

組合せ 0.80 32 241 MPa 
スカート 

座屈 0.80 0.17 1 - 

引張 0.80 63 440 MPa 

デカント 

タンク 
基礎 

ボルト せん断 0.80 47 338 MPa 

胴板 一次一般膜 0.80 8 233 MPa 

組合せ 0.80 20 241 MPa 
スカート 

座屈 0.80 0.10 1 - 

引張 0.80 72 180 MPa 

共沈タンク 

基礎 

ボルト せん断 0.80 25 139 MPa 

胴板 一次一般膜 0.80 10 233 MPa 

組合せ 0.80 21 241 MPa 
スカート 

座屈 0.80 0.10 1 - 

引張 0.80 73 180 MPa 

供給タンク 

基礎 

ボルト せん断 0.80 28 139 MPa 

胴板 一次一般膜 0.80 41 163 MPa 

組合せ 0.80 8 205 MPa 
スカート 

座屈 0.80 0.04 1 - 

引張 0.80 16 131 MPa 

吸着塔 

基礎 

ボルト せん断 0.80 7 101 MPa 

胴板 一次一般膜 0.80 48 163 MPa 

組合せ 0.80 8 205 MPa 
スカート 

座屈 0.80 0.03 1 - 

引張 0.80 39 131 MPa 

処理カラム 

基礎 

ボルト せん断 0.80 26 101 MPa 
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b.平底たて置円筒形容器 

(a)基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボルト

の強度が確保されることを確認した（表６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

基礎ボルトに作用する引張力： ( )1
2

)1(
1 LCgmHCgm
L

F VHt ×−××−×××=   

基礎ボルトの引張応力： 
tCn ××

×
=

b

t
b A

F2π
σ  

基礎ボルトのせん断応力：
bA×

××
=

n
Cgm H

bτ  

 

 

m ：機器重量 

g ：重力加速度 

H ：据付面からの重心までの距離 

ｎ ：基礎ボルトの本数 

Ab ：基礎ボルトの軸断面積 

CH ：水平方向設計震度 

CV ：鉛直方向設計震度 

Ct ：中立軸の位置より求める係数 

σb ：基礎ボルトに作用する引張応力 

Ft ：基礎ボルトに作用する引張力 

① ：基礎ボルトに作用する引張力の作用点 

② ：基礎部に作用する圧縮力の作用点 

R ：基礎ボルトのピッチ円直径 

L1 ：基礎ボルトのピッチ円中心から②までの距離 

L2：①から②までの距離 

 

R 

① ② 

L1 

H

m[kg]

σb 

L2 
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(b)胴板の強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して，胴板の強度評価を実施した。 

一次一般膜応力σ０を下記の通り評価し，許容値を下回ることを確認した(表６)。 

 

{ }ctMax 000 ,σσσ =  

( ){ }22
0 4

2

1 τσσσσσ φφ ⋅+−++⋅= xtxtt  

( ){ }22
0 4

2

1 τσσσσσ φφ ⋅+−++⋅= xcxcc  

 

 

また，座屈評価を下記の式により行い，胴板に座屈が発生しないことを確認した(表６)。 

 

 

( )
1321 ≦

bc ff
σησση ⋅

+
+⋅

 

 

 

 

σ１：胴の空質量による軸方向圧縮応力 

σ２：胴の鉛直方向地震による軸方向応力 

σ３：胴の水平方向地震による軸方向応力 

ｆｃ：軸圧縮荷重に対する許容座屈応力 

ｆｂ：曲げモーメントに対する許容座屈応力 

η：座屈応力に対する安全率 

σ０ｔ：一次一般膜応力（引張側） 

σ０ｃ：一次一般膜応力（圧縮側） 

σφ ：胴の周方向応力の和 

σｘｔ：胴の軸方向応力の和（引張側） 

σｘｃ：胴の軸方向応力の和（圧縮側） 

τ ：地震により胴に生じるせん断応力 
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表６：平底たて置円筒形容器耐震評価結果 

 

機器名称 評価部位 水平震度 算出値 許容値 単位 

一次 

一般膜 
0.36 7 163 MPa 

胴板 

座屈 0.36 0.04 1 - 

引張 0.36 6 131 MPa 基礎 

ボルト せん断 0.36 10 101 MPa 

一次 

一般膜 
0.80 14 163 MPa 

胴板 

座屈 0.80 0.08 1 - 

引張 0.80 55 131 MPa 

吸着塔入口 

バッファタ

ンク 

基礎 

ボルト せん断 0.80 21 101 MPa 

一次 

一般膜 
0.36 5 233 MPa 

胴板 

座屈 0.36 0.03 1 - 

引張 0.36 2 180 MPa 基礎 

ボルト せん断 0.36 12 139 MPa 

一次 

一般膜 
0.80 11 233 MPa 

胴板 

座屈 0.80 0.05 1 - 

引張 0.80 52 180 MPa 

移送タンク 

基礎 

ボルト せん断 0.80 26 139 MPa 



 
 
 

 

Ⅱ-2-16-添 2-15 

c.三脚たて置円筒形容器 

(a)基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程並びに「JPI-7R-71-96 石油学会規格 竪形容器用レグ」の強度評価方

法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボルトの強度が確保されることを確認し

た（表７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルトの引張応力： ( )⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −××−

××××
×

= V
H

b

Cgm
L

HCgm
A

1
4

3

1
bσ  

基礎ボルトのせん断応力： ( )( )VH
b

CgmCgm
A

−×××−××
×

= 11.0
3

1
bτ  

L ：脚断面の図心の描く円の直径 

m ：機器重量 

ｇ ：重力加速度 

H ：据付面からの重心までの距離 

Ab ：基礎ボルトの軸断面積 

CH ：水平方向設計震度 

CV ：鉛直方向設計震度 

 

 

H

m[kg] 

L/2 
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(b)脚の強度評価 

耐震設計技術規程並びに「JPI-7R-71-96 石油学会規格 竪形容器用レグ」の強度評価方

法に準拠して，脚の強度評価を実施した。 

組合せ応力σｓを下記の通り評価し，許容値を下回ることを確認した(表７)。 

 

 

( ) 22
321 3 τσσσσ ⋅+++=s  

 

 

また，座屈評価を下記の式により行い，脚に座屈が発生しないことを確認した(表 7)。 

 

 

( )
1321 ≦

bc ff
σησση ⋅

+
+⋅

 

 

 

 

(c)胴板の強度評価 

耐震設計技術規程並びに「JPI-7R-71-96 石油学会規格 竪形容器用レグ」の強度評価方

法に準拠して，胴板の強度評価を実施した。 

一次一般膜応力σ０を下記の通り評価し，許容値を下回ることを確認した(表７)。 

 

 

{ }xMax 000 ,σσσ φ=  

75210 xxxxx σσσσσ +++=  

710 φφφ σσσ +=  

 

 

 

 

 

 

 

σ０φ：一次一般膜応力（周方向） 

σ０ｘ：一次一般膜応力（軸方向） 

σφ１：内圧による周方向応力 

σｘ１：内圧による軸方向応力 

σｘ２：運転時質量による軸方向応力 

σｘ５：地震力により生じる 

転倒モーメントによる軸方向応力 

σφ７：胴の鉛直方向地震による周方向応力 

σｘ７：胴の鉛直方向地震による軸方向応力 

σ１：脚の質量による軸方向応力 

σ２：脚の鉛直方向地震による軸方向応力 

σ３：脚の曲げモーメントによる軸方向応力 

ｆｃ：軸圧縮荷重に対する許容座屈応力 

ｆｂ：曲げモーメントに対する許容座屈応力 

η：座屈応力に対する安全率 

σ１：脚の質量による軸方向応力 

σ２：脚の鉛直方向地震による軸方向応力 

σ３：脚の曲げモーメントによる軸方向応力 

τ：地震による脚に生じるせん断応力 
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表７：三脚たて置円筒形容器耐震評価結果 

機器名称 評価部位 水平震度 算出値 許容値 単位 

胴板 一次一般膜 0.36 37 163 MPa 

組合せ 0.36 57 205 MPa 
脚 

座屈 0.36 0.29 1 - 

引張 0.36 37 153 MPa 基礎 

ボルト せん断 0.36 3 118 MPa 

胴板 一次一般膜 0.80 37 163 MPa 

組合せ 0.80 120 205 MPa 
脚 

座屈 0.80 0.61 1 - 

引張 0.80 92 153 MPa 

出口 

フィルタ 

基礎 

ボルト せん断 0.80 6 118 MPa 

 

1.2.3 スキッド 

(1)耐震性評価 

a.基礎ボルトの強度評価 

耐震設計技術規程の強度評価方法に準拠して評価を実施した。評価の結果，基礎ボルト

の強度が確保されることを確認した（表８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力：Fb = ( )( )11
1 LCgmHCgm
L VH ×−××−×××  

基礎ボルトの引張応力：σb = 
bf

b

An
F
×

 

基礎ボルトのせん断応力：τb = 
b

H

An
Cgm

×
××

  

L ：基礎ボルト間の水平方向距離 

m ：機器重量 

ｇ ：重力加速度 

H ：据付面からの重心までの距離 

L1 ：重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

ｎf ：引張力の作用する基礎ボルトの評価本数 

ｎ ：基礎ボルトの本数 

Ab ：基礎ボルトの軸断面積 

CH ：水平方向設計震度 

CV ：鉛直方向設計震度 
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b.転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較するこ

とにより転倒評価を実施した。評価の結果，地震による転倒モーメントは自重による安定

モーメントより小さく，転倒しないことを確認した。また，地震による転倒モーメント＞

自重による安定モーメントとなるものについては，a. での計算により基礎ボルトの強度が

確保されることから転倒しないことを確認した（表８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント： HCgmM H ×××=1  

自重による安定モーメント： LgmM ××=2  

CH ：水平方向設計震度 

m ：機器重量 

g ：重力加速度 

H ：据付面からの重心までの距離 

L ：転倒支点から機器重心までの距離 



 
 
 

 

Ⅱ-2-16-添 2-19 

表８：スキッド耐震評価結果（１／４） 

機器名称 評価部位
評価 

項目 

水平

震度
算出値 許容値 単位 

本体 転倒 0.36 9.27×108 1.08×109 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
バッチ処理タンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 23 139 MPa 

本体 転倒 0.36 5.29×106 1.85×107 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
バッチ処理タンク 

用弁スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 6 139 MPa 

本体 転倒 0.36 4.04×108 4.94×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
循環タンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 25 139 MPa 

本体 転倒 0.36 5.42×106 1.16×107 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
循環タンク 

用弁スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 8 139 MPa 

本体 転倒 0.36 1.80×106 5.75×106 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
スラリー移送ポンプ 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 5 139 MPa 

本体 転倒 0.36 6.80×107 1.40×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
クロスフローフィルタ 

スキッド１ 
基礎 

ボルト せん断 0.36 16 139 MPa 

本体 転倒 0.36 4.71×108 7.95×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
デカントタンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 50 139 MPa 

本体 転倒 0.36 9.16×107 1.56×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
共沈・供給タンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 16 139 MPa 

本体 転倒 0.36 1.14×108 2.11×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
クロスフローフィルタ 

スキッド２ 
基礎 

ボルト せん断 0.36 25 139 MPa 

本体 転倒 0.36 8.61×107 1.04×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 

吸着塔入口 

バッファタンク 

スキッド 

基礎 

ボルト せん断 0.36 13 139 MPa 

本体 転倒 0.36 2.56×106 7.62×106 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
ブースターポンプ１ 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 5 139 MPa 

本体 転倒 0.36 2.44×106 8.36×106 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
ブースターポンプ２ 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 5 139 MPa 

※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。
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表８：スキッド耐震評価結果（２／４） 

機器名称 評価部位
評価 

項目 

水平

震度
算出値 許容値 単位 

本体 転倒 0.36 1.50×108 2.28×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
吸着塔 

スキッド１ 
基礎 

ボルト せん断 0.36 21 139 MPa 

本体 転倒 0.36 1.33×108 1.91×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
吸着塔 

スキッド２ 
基礎 

ボルト せん断 0.36 19 139 MPa 

本体 転倒 0.36 1.33×108 1.91×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
吸着塔 

スキッド３ 
基礎 

ボルト せん断 0.36 19 139 MPa 

本体 転倒 0.36 1.22×108 1.88×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
吸着塔 

スキッド４ 
基礎 

ボルト せん断 0.36 18 139 MPa 

本体 転倒 0.36 1.04×108 1.43×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
処理カラム 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 13 139 MPa 

本体 転倒 0.36 3.12×107 9.77×107 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
出口移送 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 18 139 MPa 

本体 転倒 0.36 1.89×107 6.14×107 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅰ） 
基礎 

ボルト せん断 0.36 5 139 MPa 

本体 転倒 0.36 3.13×106 1.42×107 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅱ） 
基礎 

ボルト せん断 0.36 3 139 MPa 

本体 転倒 0.36 6.57×106 2.27×107 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
ＡＬＰＳ出口弁 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 3 139 MPa 

本体 転倒 0.36 2.90×107 8.44×107 N･mm 

引張 0.36 - - MPa 
排水タンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.36 18 139 MPa 

本体 転倒 0.36 9.28×107 2.05×108 N･mm 

引張 0.36 - - MPa ＨＩＣ遮へい体 基礎 

ボルト せん断 0.36 23 139 MPa 

※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 
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表８：スキッド耐震評価結果（３／４） 

 ※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 

機器名称 評価部位
評価 

項目 

水平

震度
算出値 許容値 単位 

本体 転倒 0.80 2.06×109 1.08×109 N･mm 

引張 0.80 116 171 MPa 
バッチ処理タンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 51 139 MPa 

本体 転倒 0.80 1.18×107 1.85×107 N･mm 

引張 0.80 - - MPa 
バッチ処理タンク 

用弁スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 13 139 MPa 

本体 転倒 0.80 8.97×108 4.94×108 N･mm 

引張 0.80 112 165 MPa 
循環タンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 55 139 MPa 

本体 転倒 0.80 1.21×107 1.16×107 N･mm 

引張 0.80 1 180 MPa 
循環タンク 

用弁スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 17 139 MPa 

本体 転倒 0.80 4.00×106 5.75×106 N･mm 

引張 0.80 - - MPa 
スラリー移送ポンプ 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 10 139 MPa 

本体 転倒 0.80 1.52×108 1.40×108 N･mm 

引張 0.80 4 180 MPa 
クロスフローフィルタ 

スキッド１ 
基礎 

ボルト せん断 0.80 36 139 MPa 

本体 転倒 0.80 1.05×109 7.95×108 N･mm 

引張 0.80 44 73 MPa 
デカントタンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 112 139 MPa 

本体 転倒 0.80 2.04×108 1.56×108 N･mm 

引張 0.80 11 180 MPa 
共沈・供給タンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 35 139 MPa 

本体 転倒 0.80 2.53×108 2.11×108 N･mm 

引張 0.80 14 166 MPa 
クロスフローフィルタ 

スキッド２ 
基礎 

ボルト せん断 0.80 54 139 MPa 

本体 転倒 0.80 1.92×108 1.04×108 N･mm 

引張 0.80 57 180 MPa 

吸着塔入口 

バッファタンク 

スキッド 

基礎 

ボルト せん断 0.80 27 139 MPa 

本体 転倒 0.80 5.69×106 7.62×106 N･mm 

引張 0.80 - - MPa 
ブースターポンプ１ 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 11 139 MPa 

本体 転倒 0.80 5.41×106 8.36×106 N･mm 

引張 0.80 - - MPa 
ブースターポンプ２ 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 11 139 MPa 
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表８：スキッド耐震評価結果（４／４） 

機器名称 評価部位
評価 

項目 

水平

震度
算出値 許容値 単位 

本体 転倒 0.80 3.32×108 2.28×108 N･mm 

引張 0.80 35 177 MPa 
吸着塔 

スキッド１ 
基礎 

ボルト せん断 0.80 47 139 MPa 

本体 転倒 0.80 2.94×108 1.91×108 N･mm 

引張 0.80 34 180 MPa 
吸着塔 

スキッド２ 
基礎 

ボルト せん断 0.80 41 139 MPa 

本体 転倒 0.80 2.94×108 1.91×108 N･mm 

引張 0.80 34 180 MPa 
吸着塔 

スキッド３ 
基礎 

ボルト せん断 0.80 41 139 MPa 

本体 転倒 0.80 2.70×108 1.88×108 N･mm 

引張 0.80 27 180 MPa 
吸着塔 

スキッド４ 
基礎 

ボルト せん断 0.80 39 139 MPa 

本体 転倒 0.80 2.30×108 1.43×108 N･mm 

引張 0.80 31 180 MPa 
処理カラム 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 28 139 MPa 

本体 転倒 0.80 6.93×107 9.77×107 N･mm 

引張 0.80 - - MPa 
出口移送 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 40 139 MPa 

本体 転倒 0.80 4.19×107 6.14×107 N･mm 

引張 0.80 - - MPa 
ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅰ） 
基礎 

ボルト せん断 0.80 10 139 MPa 

本体 転倒 0.80 6.96×106 1.42×107 N･mm 

引張 0.80 - - MPa 
ＡＬＰＳ入口弁 

スキッド（Ⅱ） 
基礎 

ボルト せん断 0.80 7 139 MPa 

本体 転倒 0.80 1.46×107 2.27×107 N･mm 

引張 0.80 - - MPa 
ＡＬＰＳ出口弁 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 6 139 MPa 

本体 転倒 0.80 6.44×107 8.44×107 N･mm 

引張 0.80 - - MPa 
排水タンク 

スキッド 
基礎 

ボルト せん断 0.80 40 139 MPa 

本体 転倒 0.80 2.07×108 2.05×108 N･mm 

引張 0.80 1 173 MPa ＨＩＣ遮へい体 基礎 

ボルト せん断 0.80 50 139 MPa 

※引張評価の算出値「－」については，引張応力が作用していない。 
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1.2.4 高性能容器 

(1)構造強度評価 

高性能容器本体は，ポリエチレン製の容器であり設計・建設規格の要求に適合するもの

ではない。しかしながら，高性能容器は，米国において低レベル放射性廃棄物の最終処分

に使用されている容器であり，米国 NRC（Nuclear Regulatory Commission，原子力規制委

員会）から権限を委譲されたサウスカロライナ州健康環境局（S.C. Department of Health 

and Environmental Control）の認可を得ており，多数の使用実績がある。 

 

a. 収容物重量に対する評価 

高性能容器の収容物重量は容積から決定しており，当該型式の高性能容器の設計重量は

約 4.5t である。多核種除去設備で使用する高性能容器への収容物の重量は最大で 3.5t と

することから，収容物重量に対して十分な強度を有している。 

 

b. 圧力に対する評価 

当該型式の高性能容器の外圧に対する設計圧力は，25 kPa である。多核種除去設備で用

いる高性能容器の外圧は屋外設置のため大気圧程度であることから，設計圧力を満足して

いる。 

一方，内圧に対しては，サウスカロライナ州健康環境局の認可に当たり，50 kPa で試験

を行い，容器に歪みがないことを確認している。高性能容器は，ベント機能を設けている

ことから，多核種除去設備で使用する際の内圧は，大気圧程度となり，試験圧力を満足し

ている。 
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(2)耐震性評価 

a. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較するこ

とにより転倒評価を行った。評価の結果，地震による転倒モーメントは自重による安定モ

ーメントより小さく，転倒しないことを確認した（表９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント： HCgmM H ×××=1  

自重による安定モーメント： LgmM ××=2  

 

 

表９ 評価結果 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 

水平 

震度 
算出値 許容値 単位 

0.36 2.04×107高性能容器 

（補強体付き） 
本体 転倒 

0.80 4.52×107
4.56×107 N･mm 

CH：水平方向設計震度 

m：機器重量 

g：重力加速度 

H：据付面からの重心までの距離 

L：転倒支点から機器重心までの距離 
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1.2.5 クレーン類 

(1)耐震性評価 

a. 基礎ボルト等の強度評価 

耐震設計技術規程並びに「クレーン構造規格」の強度評価方法に準拠して評価を実施し

た。評価の結果，基礎ボルト・転倒防止金具・転倒防止梁の強度が確保されることを確認

した（表１０）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大図 

転倒防止梁 

転倒防止金具 

基礎ボルト 
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b. 転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較するこ

とにより転倒評価を実施した。評価の結果，地震による転倒モーメントが自重による安定

モーメントより小さくなるものについては，転倒しないことを確認した。また，地震によ

る転倒モーメントが自重による安定モーメントより大きくなるものについては，a. での計

算により基礎ボルト・転倒防止金具・転倒防止梁の強度が確保されることから転倒しない

ことを確認した（表１０）。 

 

表１０：クレーン類耐震評価結果 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 

水平

震度
算出値 許容値 単位 

本体 転倒 0.36 5.47×104 7.44×104 kg･m 

基礎ボルト 引張 0.36 - - kg 

転倒防止金具 変形 0.36 - - N/mm2

転倒防止梁 変形 0.36 - - N/mm2

本体 転倒 0.80 1.21×105 7.44×104 kg･m 

基礎ボルト 引張 0.80 542 1435 kg 

転倒防止金具 変形 0.80 37.7 175 N/mm2

高性能容器 

交換用クレーン 

転倒防止梁 変形 0.80 12.4 175 N/mm2

本体 転倒 0.36 2.24×104 2.25×104 kg･m 

基礎ボルト 引張 0.36 - - kg 

転倒防止金具 変形 0.36 - - N/mm2

転倒防止梁 変形 0.36 - - N/mm2

本体 転倒 0.80 4.96×104 2.25×104 kg･m 

基礎ボルト 引張 0.80 467 1435 kg 

転倒防止金具 変形 0.80 32.5 175 N/mm2

処理カラム 

交換用クレーン 

転倒防止梁 変形 0.80 10.7 175 N/mm2

※ 算出値「－」については，引張荷重・応力が作用していない。 
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1.2.6 配管 

(1)構造強度評価 

a. 配管（鋼管） 

配管（鋼管）はステンレスまたは炭素鋼の一般産業品とするため，設計・建設規格の要

求には必ずしも適合しない。しかしながら，以下により高い信頼性を確保する。 

・公的規格に適合した配管（鋼管）を選定する。 

・溶接継手は，運転圧による漏えい確認もしくは代替検査を行う。 

・可能な限り工場にて溶接を行い，現地での溶接作業を少なくする。 

また，配管（鋼管）には保温材を取り付け凍結防止対策を施す。 

 

b. 配管（ポリエチレン管） 

配管（ポリエチレン管）は鋼材ではなく，一般産業品であるため，設計・建設規格の要

求に適合するものではない。しかしながら，配管（ポリエチレン管）は，一般に耐食性，

電気特性（耐電気腐食），耐薬品性を有しており，鋼管と同等の信頼性を有している。また，

以下により高い信頼性を確保する。 

・日本水道協会規格に適合したポリエチレン管を採用する。 

・継手は，可能な限り融着構造とする。 

また，配管（ポリエチレン管）には保温材を取り付け凍結防止対策を施す。なお，本対

策は，配管（ポリエチレン管）の紫外線劣化対策を兼ねる。 

 

c. 配管（耐圧ホース） 

配管（耐圧ホース）は鋼材ではなく，一般産業品であるため，設計・建設規格の要求に

適合するものではない。しかしながら，以下により高い信頼性を確保する。 

・耐圧ホースで発生した過去の不適合のうち，チガヤによる耐圧ホースの貫通に関して

はチガヤが生息する箇所においては鉄板敷き等の対策を施す。 

・継手金属と樹脂の結合部（カシメ部）の外れ防止対策として，結合部に外れ防止金具

を装着する。 

・通水等による漏えい確認を行う。 

 

(2)耐震性評価 

a. 配管（鋼管） 

配管（鋼管）は，原子力発電所の耐震設計に用いられている定ピッチスパン法等により

サポートスパンを確保する。 

 

b. 配管（ポリエチレン管） 

配管（ポリエチレン管）は，可撓性を有しており地震により有意な応力は発生しない。 
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c. 配管（耐圧ホース） 

配管（耐圧ホース）は，可撓性を有しており地震により有意な応力は発生しない。 

 

以上 



 
 
 

添付資料－３ 

多核種除去設備上屋の耐震性に関する検討結果 

 

1.Ｂクラス施設としての評価  

1.1 評価方針 

多核種除去設備上屋は，耐震設計審査指針上のＢクラス相当の建物と位置づけられるた

め，耐震Ｂクラスとしての評価を実施する。 

多核種除去設備建屋は，地上１階建で平面が 59.4ｍ（NS）×58.6ｍ（EW）の鉄骨造の建

物である。基礎底面からの高さは約 20.2ｍであり，地上高さは約 18.9ｍである。基礎スラ

ブは厚さ 1.5ｍのべた基礎で，長期許容支持力 170kN/m2以上の地盤に設置する。建屋の平面

図及び断面図を図－１～図－４に示す。 

建物に加わる地震時の水平力を，NS 方向はブレース，EW 方向は柱・梁ともトラス形式の

フレームで負担する。 

耐震性の評価は，地上 1 階の地震層せん断力係数として 0.3 を採用した場合の当該部位

の応力に対して行う。 

多核種除去設備建屋の評価手順を図－５に示す。 
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図－１ 建屋平面図（O.P.37.7）（単位：m） 
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図－２ 屋根平面図（O.P.56.4）（単位：m）
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図－３ Ａ－Ａ断面図（NS 方向）（単位：m） 
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図－４ Ｂ－Ｂ断面図（EW 方向）（単位：m） 
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仮定断面の設定 

地上 1 階の地震層せん断力係数として 0.3 を 

採用した場合の層せん断力の算定 

部材の短期 

許容応力度以下か

ＹＥＳ 

ＮＯ 

評価終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－５ Ｂクラス施設としての建屋の耐震安全性評価手順 
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1.2 評価条件（検討に用いる設計用地震力の設定） 

地震層せん断力係数及び設計用地震力を表－１に示す。評価に用いる材料の許容応力度

を表－２～表－４に，基礎地盤の許容支持力度を表－５に示す。 

 

 

表－１ 地震層せん断力係数及び設計用地震力 

 

地震層せん断力係数 
設計用地震力（ＳＢ） 

（kN） O.P. 

（m） 

Ｗｉ 

（kN） 
NS EW NS EW 

56.2～37.7 4250 0.30 1275 

 

 

表－２ 構造用鋼材の許容応力度 

（単位：N/mm2） 

 板厚 材料 基準強度Ｆ 許容応力度 

ｔ≦40mm 
SS400, SN400B 

STK400, STKR400
235 

構造用鋼材 

ｔ≦40mm 
SM490C 

SNR490B 
325 

「鋼構造設計規準」

に従って左記Ｆの

値により求める。 

 

 

表－３ コンクリートの許容応力度 

（単位：N/mm2） 

長 期 短 期 
 

圧縮 せん断 圧縮 せん断 

基礎 

スラブ 
Ｆｃ＝30 10 0.79 20 1.18 

 

 



 
 
 

表－４ 鉄筋の許容応力度 

（単位：N/mm2） 

長 期 短 期 
 

引張及び圧縮 せん断補強 引張及び圧縮 せん断補強

基礎 

スラブ 
SD345 215※ 195 345 345 

※：呼び径 D29 以上の太さの鉄筋に対しては 195 とする。 

 

 

表－５ 基礎地盤の許容支持力度 

（単位：N/mm2） 

 長 期 短 期 

支持地盤 0.17 0.34 

注：建築基準法施行令第 93 条及び平成 13 年国土交通省告示第 1113 号に基づき算定した。 
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1.3 評価結果 

(1) 上部架構の評価結果 

解析モデルは，全ての部材を線材置換した立体モデルで，柱脚はピンとする。 

検討により得られた部材応力の内，応力度／短期許容応力度が最大となる鉄骨部材の断

面検討結果を表－６に示す。 

これより鉄骨部材の応力度は，短期許容応力度以下であることを確認した。 

 

 

表－６ 鉄骨部材の応力度と短期許容応力度 

部位 荷重条件 
応力度 

（N/mm2） 

短期許容応力度 

（N/mm2） 
応力度／短期許容応力度

トラス梁 

（STK400） 
積雪荷重 

62 

（圧縮） 

170 

（圧縮） 
0.37 

トラス柱 

（STK400） 
積雪荷重 

56 

（圧縮） 

162 

（圧縮） 
0.35 

 

 

Ⅱ-2-16-添 3-7 



 
 
 

(2) 基礎スラブの評価結果 

基礎スラブの応力解析は，弾性地盤上に支持された版として有限要素法を用いて行う。

解析モデルは，四辺形の均質等方な板要素により構成し，支持地盤は等価な弾性ばねとし

てモデル化する。 

必要鉄筋比が最大となる要素と面外せん断力が最大となる要素の断面検討結果を表－７

及び表－８に示す。 

これより，設計鉄筋比は必要鉄筋比を上回り，また面外せん断力は短期許容せん断力以

下であることを確認した。基礎スラブ配筋図を図－６に示す。 

なお，基礎地盤に生じる接地圧は短期で最大 0.08 N/mm2 であり，基礎地盤の短期許容支

持力度 0.34 N/mm2以内となっている。 

 

 

表－７ 軸力及び曲げモーメントに対する検討結果 

応 力 

軸 力※ 

(kN/m) 

曲げモーメント

（kN･m/m） 

必要鉄筋比

(％) 

設計鉄筋比

(％) 

必要鉄筋比 

／設計鉄筋比 

65 619 0.10 0.38 0.27 

※：圧縮を正とする。 

 

 

表－８ 面外せん断力に対する検討結果 

応 力 

面外せん断力(kN/m) 

短期許容 

せん断力(kN/m) 
応力／短期許容せん断力 

500 1316 0.38 

 

 

以上のことから，設計用地震力に対する耐震安全性は確保されているものと評価した。 
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D38@200

ＡＥ

D38@200

9.0m3.0m 9.0m

ＡＧ ＡＦ
 鉄筋の設計かぶり厚さ 

基礎上端側 40mm以上

基礎下端側 70mm以上

 

 

基礎側面  70mm以上 

図－６ 基礎スラブ配筋図（A1 通り） 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.基準地震動Ｓｓに対する評価 

2.1 解析評価方針 

建屋について，参考評価として基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，崩壊しないことを

確認する。 

解析モデルは，基礎及び地上階の曲げ，せん断及び軸剛性を評価した質点系モデルとす

る。 

部材の評価は，地震応答解析により得られた当該部位の応力に対して，部材の終局耐力

と比較することによって行う。ただし，部材応力が短期許容応力度以下である場合は，終

局耐力との比較を省略する。 

基準地震動Ｓｓに対する建屋の耐震性評価手順を図－７に示す。 
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評価終了 

ＹＥＳ 部材の 

終局耐力以下か 

ＮＯ 

詳細検討による評価 

終局耐力の算出 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

許容応力度以下か

部材の短期 

入力地震動とした地震応答解析 

基準地震動Ｓｓ－１，Ｓｓ－２及びＳｓ－３を 

地震応答解析モデルの設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 基準地震動Ｓｓに対する建屋の耐震性評価手順 
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2.2 解析に用いる入力地震動 

建屋への入力地震動は，「福島第一原子力発電所『発電用原子炉施設に関する耐震設計審

査指針』の改訂に伴う耐震安全性評価 中間報告書」（原管発管１９第６０３号 平成 20

年 3 月 31 日付）にて作成した解放基盤表面レベルに想定するＳｓ－１，Ｓｓ－２及びＳｓ

－３に基づき算定することとする。 

地震応答解析に用いる入力地震動の概念図を図－８及び図－９に示す。この建屋の解析

モデルは，建屋と地盤の相互作用を考慮したスウェイ・ロッキングモデルである。モデル

に入力する地震動は，一次元波動論に基づき，解放基盤表面レベルに想定する基準地震動

Ｓｓに対する地盤の応答として評価する。解放基盤表面位置（O.P.-196.0m）における基準

地震動Ｓｓ－１，Ｓｓ－２及びＳｓ－３の加速度波形を図－１０及び図－１１に示す。 
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232.2m 
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底面ばね 底面位置の応答波（2E） 

一次元波動論による応答計算 
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建屋底面位置 
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O.P.37.5m 地表面(GL) 
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射
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Ｅ 
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図－８ 地震応答解析に用いる入力地震動の概念図（水平方向） 
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図－９ 地震応答解析に用いる入力地震動の概念図（鉛直方向） 
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（Ｓｓ－３Ｈ） 

 

図－１０ 解放基盤表面位置における地震動の加速度波形（水平方向） 
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図－１１ 解放基盤表面位置における地震動の加速度波形（鉛直方向）
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2.3 地震応答解析モデル 

基準地震動Ｓｓに対する建屋の地震応答解析は，「2.2 解析に用いる入力地震動」で算定

した入力地震動を用いた動的解析による。 

地震応答解析モデルは，水平方向については建屋の曲げ変形とせん断変形を考慮した質

点系，鉛直方向はトラス柱の上下軸変形及びトラス梁の曲げ変形とせん断変形を考慮した

質点系とし，地盤を等価なばねで評価した建屋－地盤連成系モデルとする。解析に用いる

物性値は以下のとおりとし，建屋解析モデルの諸元を表－９及び表－１０に示す。 

 

a)コンクリート 

・ヤング係数 Ｅ＝2.44×104 N/mm2 （Ｆｃ＝30 N/mm2 ）；基礎部 

・ポアソン比 ν＝0.2 

・単位体積重量 γ＝24 kN/m3 

・減衰定数 ｈ＝5％ 

b)鉄骨 

・ヤング係数 Ｅ＝2.05×105 N/mm2 

・ポアソン比 ν＝0.3 

・単位体積重量 γ＝77 kN/m3 

・減衰定数 ｈ＝2％ 

 

地盤定数は，水平成層地盤と仮定し，地震時のせん断ひずみレベルを考慮して定めた。

解析に用いた地盤定数を表－１１～表－１３に示す。 

基礎底面地盤ばねについては，「JEAC4601-2008」に示された手法を参考にして，成層補

正を行ったのち，振動アドミッタンス理論に基づいて，水平方向はスウェイ及びロッキン

グばねを，鉛直方向は鉛直ばねを近似的に評価する。 

地盤ばねは振動数に依存した複素剛性として得られるが，図－１２に示すようにばね定

数（ＫC）として実部の静的な値を，また，減衰係数（ＣC）として建屋－地盤連成系の 1

次固有振動数ω1に対応する虚部の値と原点を結ぶ直線の傾きを採用することにより近似す

る。 K 

実部(KR) 

虚部(KI) 

Cc 
ω 

ω1 

 

Kc  

 

 

 

 

 

図－１２ 地盤ばねの近似 
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表－９ 建屋の振動諸元(水平方向) 

質点

番号 

質点重量 

Ｗ(kN) 

回転慣性 

重量ＩＧ 

(×106 kN･m2)

部材

番号

せん断 

断面積 

Ａｓ(m2) 

断面二次 

モーメント 

Ｉ(×105m4)

－ － － 
① 3700 － 

1 
7.90×10-3（NS） 

29.0×10-3
－ 

② 132790 39.87 

2 3600.0 10.8 

③ 64800 19.46 
－ － － 

・基礎形状 60.0m(NS)×60.0m(EW)×1.5m(厚さ) 

・総重量  201290 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.P.(m) 

55.35 

37.70 

① 

② 

③  36.20 
2 

1 

 

 

 

表－１０ 建屋の振動諸元(鉛直方向) 

建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.736 
54.043 

12 

2 

O.P.(m) 

50.85 

37.70 

① 

② 

③  36.20 

1 

Kθ 
回転ばね 

屋根 

11.9m 8.25m 8.25m

13 
14 

⑫ ⑬ ⑭ 

ＬＣ 
28.4m 

55.35 

 

質点

番号

質点重量 

Ｗ(kN) 

部材

番号 

軸断面積 

Ａ(m2) 

－ － 
① 1140 

1 465.0×10-3 

② 132790 

2 3600.0 

③ 64800 
－ － 

対称条件 
（回転自由度拘束）

建屋 

屋根 

質点

番号 

質点重量

Ｗ(kN) 

部材

番号

軸断面積 

 

Ａ(×10-3m2)

せん断 

断面積 

Ａｓ(×10-3 m2) 

断面二次 

モーメント 

Ｉ(m4) 

－ － － － 
① 1140 

12 382 67.3 0.277 

⑫ 1120 

13 332 61.8 0.241 

⑬ 960 

14 354 65.5 0.257 

⑭ 480 
－ － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱端部回転ばね Kθ＝2.36×107 kN･m/rad 
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表－１１ 地盤定数（Ｓｓ－１Ｈ） 

 

 O.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剛性低下率
G/G0

せん断弾性係数

G(kN/m
2)

せん断波速度
Vs(m/s)

縦波速度
Vp(m/s)

減衰定数
h(%)

36.2 ～ 28.3 7.9
段丘
堆積層

15.6 0.480 315 158,000 0.58 92,000 240 1,230 7

28.3 ～ 1.9 26.4 砂岩 17.8 0.473 380 262,000 0.63 165,000 302 1,330 8

1.9 ～ -10.0 11.9 16.5 0.464 450 341,000 0.77 263,000 395 1,530 3

-10.0 ～ -80.0 70.0 17.1 0.455 500 436,000 0.77 336,000 439 1,530 3

-80.0 ～ -108.0 28.0 17.6 0.446 560 563,000 0.77 434,000 492 1,580 3

-108.0 ～ -196.0 88.0 17.8 0.442 600 653,000 0.75 490,000 520 1,610 3

-196.0 ～ － 解放基盤 18.5 0.421 700 924,000 － 924,000 700 1,890 －

標高
.(m)

泥岩

Ｓｓ－１H地震時
初期

せん断弾性係数

G0(kN/m
2)

初期
せん断波速度

Vs0(m/s)
ポアソン比

単位体積重量

γ(kN/m3)
地質

層厚
(m)

 

 

表－１２ 地盤定数（Ｓｓ－２Ｈ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剛性低下率
G/G0

せん断弾性係数

G(kN/m
2)

せん断波速度
Vs(m/s)

縦波速度
Vp(m/s)

減衰定数
h(%)

36.2 ～ 28.3 7.9
段丘
堆積層

15.6 0.480 315 158,000 0.57 90,000 238 1,210 7

28.3 ～ 1.9 26.4 砂岩 17.8 0.473 380 262,000 0.64 168,000 304 1,340 8

1.9 ～ -10.0 11.9 16.5 0.464 450 341,000 0.78 266,000 398 1,530 3

-10.0 ～ -80.0 70.0 17.1 0.455 500 436,000 0.78 340,000 442 1,540 3

-80.0 ～ -108.0 28.0 17.6 0.446 560 563,000 0.82 462,000 507 1,630 3

-108.0 ～ -196.0 88.0 17.8 0.442 600 653,000 0.81 529,000 540 1,670 3

-196.0 ～ － 解放基盤 18.5 0.421 700 924,000 － 924,000 700 1,890 －

標高
.(m)

泥岩

Ｓｓ－２H地震時
初期

せん断弾性係数

G0(kN/m
2)

初期
せん断波速度

Vs0(m/s)
ポアソン

O.P
比

単位体積重量

γ(kN/m3)
地質

層厚
(m)
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表－１３ 地盤定数（Ｓｓ－３Ｈ） 

 

 O.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剛性低下率
G/G0

せん断弾性係数

G(kN/m
2)

せん断波速度
Vs(m/s)

縦波速度
Vp(m/s)

減衰定数
h(%)

36.2 ～ 28.3 7.9
段丘
堆積層

15.6 0.480 315 158,000 0.60 95,000 244 1,250 6

28.3 ～ 1.9 26.4 砂岩 17.8 0.473 380 262,000 0.66 173,000 309 1,360 7

1.9 ～ -10.0 11.9 16.5 0.464 450 341,000 0.78 266,000 398 1,530 3

-10.0 ～ -80.0 70.0 17.1 0.455 500 436,000 0.76 331,000 436 1,520 3

-80.0 ～ -108.0 28.0 17.6 0.446 560 563,000 0.73 411,000 479 1,530 3

-108.0 ～ -196.0 88.0 17.8 0.442 600 653,000 0.77 503,000 526 1,630 3

-196.0 ～ － 解放基盤 18.5 0.421 700 924,000 － 924,000 700 1,890 －

標高
.(m)

泥岩

Ｓｓ－３H地震時
初期

せん断弾性係数

G0(kN/m
2)

初期
せん断波速度

Vs0(m/s)
ポアソン比

単位体積重量

γ(kN/m3)
地質

層厚
(m)
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2.4 地震応答解析結果 

地震応答解析により求められた NS 方向，EW 方向及び鉛直方向の最大応答加速度を図－

１３～図－１５に示す。 
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図－１３ 最大応答加速度（NS 方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１４ 最大応答加速度（EW 方向） 
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図－１５ 最大応答加速度（鉛直方向） 
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2.5 耐震安全性評価結果 

(1) 上部架構の評価結果 

地震応答解析により得られた部材応力の内，応力度／短期許容応力度が最大となる鉄骨

部材の断面検討結果を表－１４に示す。 

これより地震応答解析による鉄骨部材の応力度は，短期許容応力度以下であることを確

認した。 

 

 

表－１４ 鉄骨部材の応力度と短期許容応力度 

部位 方向 
応力度 

（N/mm2） 

短期許容応力度※

（N/mm2） 
応力度／短期許容応力度

トラス梁 

（STK400） 
NS 

121 

（圧縮） 

157 

（圧縮） 
0.78 

トラス柱 

（STK400） 
NS 

132 

（圧縮） 

172 

（圧縮） 
0.77 

※：F 値を 1.1 倍している。 
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(2) 基礎スラブの評価結果 

必要鉄筋比が最大となる要素と面外せん断力が最大となる要素の断面検討結果を表－１

５及び表－１６に示す。 

これより，設計鉄筋比は必要鉄筋比を上回り，また面外せん断力は短期許容せん断力以

下であることを確認した。 

なお，基礎地盤に生じる接地圧は最大 0.14 N/mm2 であり，基礎地盤の短期許容支持力度

0.34 N/mm2 以内となっている。 

 

 

表－１５ 軸力及び曲げモーメントに対する検討結果 

応 力 

軸 力※ 

(kN/m) 

曲げモーメント

（kN･m/m） 

必要鉄筋比 

(％) 

設計鉄筋比

(％) 

必要鉄筋比 

／設計鉄筋比 

-240 889 0.17 0.38 0.45 

※：圧縮を正とする。 

 

 

表－１６ 面外せん断力に対する検討結果 

応 力 

面外せん断力(kN/m) 

短期許容 

せん断力(kN/m) 
応力／短期許容せん断力 

741 1316 0.57 

 

 

以上のことから，Ｓｓ地震力に対する耐震安全性は確保されているものと評価した。 

 

以上 
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添付資料－４ 

多核種除去設備等の具体的な安全確保策 

 

 多核種処理設備等は，高濃度の放射能を扱う設備ため，漏えい防止対策，放射線遮へい・

崩壊熱除去，可燃性ガス滞留防止について具体的に安全確保策を以下の通り定め，実施す

る。 

 

1. 放射性物質の漏えい防止等に対する考慮 

(1) 漏えい発生防止 

a. 処理対象水，処理済水の移送配管は，耐腐食性を有するポリエチレン管，ステンレス

の鋼管もしくは十分な肉厚を有する炭素鋼の鋼管を基本とする。（別添－１） 

b. 放射性流体を内包する配管のうち，ポリエチレン管より可撓性を有する配管を使用す

る必要がある箇所（各スキッド間，各吸着塔間，吸着材排出ライン，処理カラム取合

部，脱水装置）は，耐圧ホース（EPDM；エチレンプロピレンジエンモノマー）を使用

する。ただし，福島第一原子力発電所で発生した耐圧ホース（PVC；ポリ塩化ビニル）

と継手金属との結合部（カシメ部）の外れ事象に鑑み，耐圧ホース（EPDM）と継手金

属の結合部（カシメ部）に外れ防止金具を装着する。 

c. 吸着塔，処理カラムは，耐腐食性を有する SUS316L とする。（別添－１） 

d. 高性能容器本体は，強度，耐腐食性，耐久性，耐放射線性，耐薬品性に優れたポリエ

チレンとする。（別添－１） 

e. 鋼材もしくはポリエチレンの継手部は，可能な限り溶接構造もしくは融着構造とする。

また，漏えい堰等が設置されない移送配管等で継手部がフランジ構造となる場合には，

継手部に漏えい拡大防止カバーを設置する。 

f. タンク・槽類には水位検出器を設け，オーバーフローを防止する。 

g. ポンプの軸封部は，漏えいの発生し難いメカニカルシール構造とする。 

 

(2) 漏えい検知・漏えい拡大防止 

a. 多核種除去設備はスキッド毎に漏えいパンを設け，エリア外への漏えいを防止すると

ともに，漏えい検知器を設ける。また，多核種除去設備設置エリアの最外周及びその

内側にも漏えいの拡大を防止する堰を設ける。さらに，カメラを設けてシールド中央

制御室で漏えいを監視する。 

b. 継手部は，漏えい拡大防止カバーで覆った上で中に吸水シートを入れ，漏えい水の拡

大防止に努める。 

c. 漏えいを検知した場合には，シールド中央制御室に警報を発し，運転操作員によりカ

メラ，流量等の運転監視パラメータ等の状況を確認し，適切な対応を図る。また，大

量の漏えいが確認された場合には，緊急停止スイッチにより多核種除去設備の運転を 

停止する。 

Ⅱ-2-16-添 4-1 



 
 
 

 

d. 漏えい水のコンクリートへの浸透を防止するため，多核種除去設備設置エリアには床

塗装を実施する。 

e. 万一漏えいが発生した場合でも構内排水路を通じて環境に汚染水が放出することが

ないように，排水路から可能な限り離隔して配管等を敷設するとともに，排水路を跨

ぐ箇所は，ボックス鋼内等に配管を敷設する。また，ボックス鋼端部から排水路に漏

えい水が直接流入しないように土のうを設ける。 

f. 多核種除去設備の設置エリアは，エリア放射線モニタにより連続的に監視し，放射線

レベルが高い場合にはシールド中央制御室及び現場に警報を発する。 

 

2. 放射線遮へい・崩壊熱除去 

(1) 線源条件の設定 

放射線遮へい・崩壊熱除去評価で必要となる高性能容器，各吸着塔での線源強度は，

処理対象水の放射能濃度を，発電所構内で貯留している RO 濃縮塩水及び処理装置出口

水のサンプリングデータから保守的に設定し，さらに，前処理設備，多核種除去装置

での核種除去性能を考慮して決定する。 

 

(2) 放射線遮へい・被ばく低減に対する考慮 

a. 多核種除去装置，高性能容器等からの放射線による雰囲気線量当量率（機器表面から

1m の位置）が 1mSv/h 以下となるように遮へいを設ける。また，多核種除去設備から

の直接線・スカイシャイン線による敷地境界での実効線量を低減するための遮へいを

クロスフローフィルタスキッド及び循環弁スキッドに設ける。 

b. ポンプ等の動的機器は，保守作業を考慮し遮へい体内が高線量雰囲気となる吸着塔ス

キッドとは区分して配置するとともに，作業スペースを確保する。さらに，保守作業

時の放射線業務従事者の被ばく低減のため，機器のフラッシングが行える構成とする。 

c. 多核種除去設備の運転操作等に係る放射線業務従事者以外の者が不要に近づくこと

がないよう，標識等を設ける。さらに，放射線レベルの高い区域は標識を設け，運転

操作等に係る放射線業務従事者の被ばく低減を図る。 

d. 高性能容器輸送時は，適切な遮へい機能を有する鋼製の容器に収容し，放射線業務従

事者の被ばく低減を図る。（別添－２） 

 

(3) 崩壊熱除去 

a. 処理対象水に含まれる放射性物質の崩壊熱は，通水により熱除去する。 

b. 使用済みの吸着材あるいは沈殿処理生成物を収容する高性能容器，処理カラムのうち，

最も発熱量が大きいストロンチウム吸着材を収容する高性能容器の貯蔵時において

c. も，容器の健全性に影響を与えるものではない。 
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3. 可燃性ガスの滞留防止 

a. 多核種除去設備では，水の放射線分解により発生する可燃性ガスは，通水時は処理対

象水により排出される。また，多核種除去設備の運転停止時は，発熱量が大きいスト

ロンチウム吸着材を収容している吸着塔のベントを開ける運用とする。 

b. 使用済みの吸着材，沈殿処理生成物を収容する高性能容器は，可燃性ガスの発生を考

慮して圧縮活性炭高性能フィルタを介したベント孔を設ける。 

 

以上 
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別添－１ 

 

多核種除去設備に使用する材料の適合性評価 

 

1. はじめに 

多核種除去設備は，RO 濃縮塩水等を処理することから，系統内の塩化物イオン濃度が

高く，また，前処理設備等での薬液注入により，pH が変動することから，多核種除去設

備の使用環境における材料の適合性について評価を実施した。 

 

2. 使用環境における材料の適合性について 

多核種除去設備を構成する主な機器の材料選定理由を表 1 に示す。表 1 の材料のうち，

SUS316L，炭素鋼に対する耐食性について評価を行った。 

 

 

表 1 多核種除去設備を構成する主な機器の使用材料と選定理由 

機器 材料 選定理由 

吸着塔及び 
処理カラム SUS316L 処理対象水に海水由来の塩分が含まれていることか

ら，耐食性に優れる SUS316L を使用する。 

ポリエチレン 

収容するスラリー及び吸着材の脱水後の残水には，海
水由来の塩分が含まれていることから，約 20 年の貯
蔵期間を想定し，金属材料よりも耐食性に優れるポリ
エチレンを使用する。  

高性能容器 

SUS316L 
炭素鋼 

（ゴムライニング付）

処理対象水に海水由来の塩分が含まれていることか
ら，耐食性に優れる SUS316L 及び炭素鋼（ゴムライ
ニング付）を使用する。 

タンク類 

配管 
（鋼管） 

SUS316L 
炭素鋼 

処理対象水に海水由来の塩分が含まれていることか
ら，耐食性に優れる SUS316L を使用する。また，全
面腐食の懸念はあるが，十分な肉厚が確保されている
炭素鋼を使用する。 

配管 
(ポリエチレン管) ポリエチレン 耐食性に優れることから，屋外配管に主に使用する。

配管 
（耐圧ホース） 

EPDM 
（エチレンプロピレン

ジエンモノマー） 

可撓性のある配管を使用する必要がある箇所（各スキ
ッド間（各スキッド間，各吸着塔間，吸着材排出ライ
ン等）に使用する。 
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2.1 ステンレス鋼（SUS316L）及び炭素鋼の耐食性について 

ステンレス鋼（SUS316L）及び炭素鋼の腐食モードを表 2 に示す。これらの腐食モード

に対する耐食性について，表 3 に示す使用範囲を考慮し評価を実施した。ただし，ガルバ

ニック腐食については，絶縁パッキンや絶縁ボルト等を使用しており，異材溶接箇所はな

いことから，評価対象外とした。 

 

表 2 使用材料における腐食モード 

使用材料 腐食モード 

塩化物応力腐食割れ（SCC） 

すきま腐食 

孔食 
ステンレス鋼 
（SUS316L） 

全面腐食 

全面腐食 
炭素鋼 

ガルバニック腐食※

※評価対象外   

 

表 3 ステンレス鋼（SUS316L）及び炭素鋼を使用する範囲の環境 

使用材料 使用範囲 塩化物イオン
濃度[ppm] 

常用温度
[℃] 

最大流速 
[m/s] pH 

前処理ステージⅠ 
（バッチ処理タンク入口配管のみ）

13000 40 2.6 7 

前処理ステージⅠ 
（バッチ処理タンク入口配管以外）

13000 60 1.7 7.5～8.5 

前処理ステージⅡ 13000 60 2.8 11.8～12.2

多核種吸着塔 1～5 塔目 13000 40 1.5 11.8～12.2

ステンレス鋼 
（SUS316L） 

多核種吸着塔 6～14 塔目 
処理カラム～移送ポンプ 13000 40 1.5 6～7 

ALPS 入口～前処理ステージⅠ 
移送ポンプ～ALPS 出口 13000 40 1.7 6～7 炭素鋼 

 

a. ステンレス鋼の塩化物応力腐食割れ（SCC） 

塩化物応力腐食割れ（SCC）の発生には，使用温度と塩化物イオン濃度が寄与する。

塩化物イオン濃度が 10ppmを超える条件においては一般的に 316 系のSCC発生限界温度

は 100℃といった値がよく用いられており，使用温度 60℃，塩化物イオン濃度 13000ppm

の使用環境では，塩化物応力腐食割れ（SCC）が発生する可能性は低いと考えられる。
1)

 

 
1) 化学工学協会編: “多管式ステンレス鋼熱交換器の応力腐食割れ,” 化学工業社 (1984)． 
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b. ステンレス鋼のすきま腐食 

すきま腐食の発生には，使用温度と塩化物イオン濃度が寄与する。SUS316 において，

使用温度 60℃，塩化物イオン濃度 13000ppmの使用環境下では，すきま腐食が発生する

可能性は否定できない。1)このため，すきま腐食が発生する可能性のある箇所について

定期的な点検・保守を行っていく。 

 

c. ステンレス鋼の孔食 

孔食の発生には，自然電位，使用温度，塩化物イオン濃度が寄与する。ステンレス鋼

の自然電位はpHに依存し，pHが低いほど自然電位は高く孔食が発生する可能性が高く

なるが多核種除去設備の使用環境pH = 6 では 0.137 V vs. SCE程度であり，使用温度 60℃，

塩化物イオン濃度 13000ppmという条件は，孔食が発生する可能性が低い領域であるこ

とから，多核種除去設備の使用環境においては，孔食が発生する可能性は低いと考えら

れる。2) 3)

 

d. ステンレス鋼の全面腐食 

全面腐食の発生には，pH及び流速が寄与する。pH6～12.2 の使用環境では不動態皮膜

は安定である。また，最大流速 2.8m/s（9.2feet/s）では，全面腐食が進行する速度は小

さいと考えられる。4) 5)

 

e. 炭素鋼の全面腐食 

使用温度 30℃，塩化物イオン濃度 12000ppmにおける腐食速度は 0.85mm/year程度で

ある。一般的に温度が高いほど腐食速度は増加傾向にあり，20℃に対して，40℃では 1.4

倍程度である。以上の点を考慮すると，使用温度 40℃，塩化物イオン濃度 13000ppmに

おける腐食速度は，1.2mm/year程度となる。6) 7)

多核種除去設備で使用する炭素鋼配管の肉厚は，50A のもので 5.5mm であり，2～3

年程度は使用上問題ないと判断できる。また，定期的な点検・保守についても併せて行

っていく。 

 

1) 宮坂松甫他、「ポンプの高信頼性と材料」、ターボ機械 第 36 巻 第 9 号、2008 年 9 月 

2) M. Akashi, G. Nakayama, T. Fukuda: CORROSION/98 Conf., NACE International, Paper No. 158 (1998). 

3) ステンレス協会編: “ステンレス鋼データブック,” 日刊工業新聞社, p. 270 (2000). 

4) ステンレス協会編、ステンレス鋼便覧 第 3 版、日刊工業新聞社 

5) 腐食防食協会編、腐食・防食ハンドブック、丸善 

6) 木下ら，防食技術，32，31-36(1983) 

7) 腐食防食協会：“金属の腐食・防食 Q&A コロージョン 110 番”，丸善，P10(1988) 
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2.2 腐食に対する対応方針 

評価結果から，ステンレス鋼及び炭素鋼に対する対応方針を表 4 に示す。 

 

表 4 腐食に対する対応方針 

 使用材料 腐食モード 対応方針 

 

すきま腐食 

・運転中の巡視点検 
 ステンレス鋼 ・代表部位に対する定期的な分解点検等 

・万一の漏えい対策として，当該部位の 

ビニール養生および受けパン設置 

 （SUS316L） 
 

 
全面腐食 

・運転中の巡視点検 
炭素鋼 

・代表部位に対する定期的な肉厚測定等  

 

 

ステンレス鋼（SUS316L）は，海水ポンプ等の海水環境で使用される材質としては最も

一般的であり，これまでの使用実績を考慮しても，運転開始直後に腐食が発生する可能性

は低いと考えられる。しかしながら，腐食発生の可能性は否定できないことから，表 4 の

対応方針を保全計画に反映する。 

 

 

以 上 
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別添－２ 

 
高性能容器に対する線量当量率評価結果 

 

１．概要 

 放射線遮へい・被ばく低減を考慮するにあたり，高性能容器（HIC）に対する線量当量率

評価を実施した。 

 

２．評価条件 

（１） 線源 

前処理で発生するスラリーと吸着材をそれぞれ線源として設定した。また，スラリー

及び吸着材 1～6 は HIC 内に均一に充填されるものとした。 

なお，吸着材 7 については，含まれる放射性物質の濃度が低く，また，処理カラムに

よる遮へい効果が高いため，線量当量率としては低くなることから評価対象から除外し

た。 

 

（２） 評価モデル 

スラリーを充填する HIC の評価モデルを図 1 に，吸着材を充填する HIC の評価モデ

ルを図 2 に示す。HIC は円柱形状でモデル化し，スラリー及び吸着材は均一に充填する

ものとした。なお，実際の運転状態を考慮し，スラリーを充填する HIC は，遮へい体の

上部に開口部を設け，吸着材を充填する HIC は遮へい体の上部に開口部は設けないもの

として評価を実施した。評価点は，水平方向（線源領域の中心位置）及び高さ方向に遮

へい体表面から 1m に設定した。 

 

（３） 評価方法 

線量評価では，制動エックス線を考慮した γ 線線源強度を核種生成減衰計算コード

ORIGEN-S により求め，線量当量率の計算には点減衰積分コード QAD-CGGP2R を使用

した。 

 

３．評価結果 

 評価点における各々の HIC の線量当量率を表 1 に示す。また，HIC 容器表面の線量当量

率を表 2 に示す。 
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図 1 スラリーを充填する HIC の評価モデル 
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図 2 吸着材を充填する HIC の評価モデル 



 
 
 
 

 

 表 1 遮へい体表面から 1m における HIC の線量当量率評価結果 

線量当量率(mSv/h)※1

HIC 充填物 遮へい体 
水平方向 上部方向 

鉄共沈処理 鉄 112mm 9.1E-02 1.2E+01 
スラリー 

炭酸塩沈殿処理 鉄 112mm 1.2E-02 2.9E+00 

吸着材 1/4 鉄 112mm 2.8E-16 2.6E-16 

吸着材 2 鉄 112mm 5.9E-02 4.2E-02 

吸着材 3 鉄 112mm 4.5E-01 3.3E-01 

吸着材 6 鉄 112mm 4.1E-02 3.1E-02 

吸着材 

5.3E-03 3.9E-03 吸着材 5 鉄 112mm 

 

 

 

 
線量当量率(mSv/h) ※2

 HIC 充填物 
水平方向 上部方向  

1.2E+02 1.3E+02 鉄共沈処理  
スラリー 

2.8E+01 3.0E+01 炭酸塩沈殿処理  
8.0E-01 8.4E-01 吸着材 1/4  
1.2E+02 1.3E+02 吸着材 2  

 4.7E+02 5.1E+02 吸着材 3 吸着材 

 7.0E+01 7.6E+01 吸着材 6 

 9.9E+00 1.1E+01 吸着材 5 

表 2 HIC 容器表面における線量当量率評価結果 

※2 HIC 容器表面における線量当量率 

※1 遮へい体表面から 1m における線量当量率 
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添付資料－５ 

高性能容器の健全性評価 

 

1. 概要 

多核種除去設備で発生する使用済みの吸着材及び沈殿処理生成物の貯蔵は，耐久性，耐

放射線性，耐薬品性に優れた高性能容器（HIC;High Integrity Container）（以下，「HIC」

という）を使用する。今回，HIC を福島第一原子力発電所構内で貯蔵することから，この健

全性について評価した。 

 

2. 主要仕様 

HICの主要仕様を表１に，概略図を図１に示す。サウスカロライナ州健康環境局（S.C. 

Department of Health and Environmental Control）（以下，SC DHECという）は，大きさ

等の異なる数種類の型式のHICを認可しており，多核種除去設備で使用するHICはこのうち

１型式である。更に，HICには落下時の健全性を確保するため，鋼製の補強体等を取り付け

る（図２）。 

 

表１ 主要仕様 

項目 仕様 

材 料 本体 ポリエチレン 

外径 1,524 mm（60 インチ） 

高さ 1,828.8 mm（72 インチ） 

寸 法 

最小厚さ 11.4 mm （0.45 インチ） 

容 量 2.86 m3

最高使用圧力 25 kPa 

空重量 0.27 ton 重 量 

最大重量 約 4.9 ton 

（収容物及び蓋等付属品含む） 

 

3. 健全性評価 

(1) 腐食・化学的影響について 

a. 収容物（化学成分） 

HIC 本体はポリエチレンで構成されており，一部の有機溶媒を除き，一般的な化学薬品

に対して良好な耐性を有する。 

HIC に収容する吸着材（表２），沈殿処理生成物及び処理過程で添加する薬品成分（次

亜塩素酸ソーダ，苛性ソーダ，炭酸ソーダ，塩酸，塩化第二鉄，ポリマー）が，SC DHEC

の認可において HIC への収容を禁止した成分を含まず，収容物の化学成分に対してポリ

エチレンは安定している。 
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表２ HIC に収容する吸着材の種類 

No.※1 吸着材の組成 除去対象核種 

1 活性炭 コロイド 

2 チタン酸塩 Sr（M2+） 

3 フェロシアン化合物 Cs 

4 Ag 添着活性炭 I 

5 酸化チタン Sb 

6 キレート樹脂 Co（M2+，M3+） 

7 樹脂系吸着材 Ru，負電荷コロイド 

※1：No.1～No.6 は吸着塔，No.7 は処理カラム 

 

 

b. 水分・水質 

多核種除去設備で使用する HIC は，自由水体積で 100%までの範囲を取り得るが，HIC

本体を構成するポリエチレンは水に対して安定であり，水分が HIC の健全性に影響を与

えることはない。 

また，多核種除去設備において，pH は 6～12.2 となる仕様であるが，HIC 本体のポリ

エチレンは耐アルカリ性が高いため，水質が HIC の健全性に影響を与えることはない。 

 

(2) 耐熱性について 

HIC の設計温度は，IAEA Safety Standards に示される A 型輸送容器に対する使用温度の

条件（-40℃～70℃（158°F））に余裕をみて，-40℃から 76.6℃（170°F）とする。米国認

可時の試験では，170°Ｆにおいてポリエチレンの材料特性を維持できることが確認されて

いる。 

多核種除去設備で使用する HIC は，屋外配置であり，使用環境の温度下限は-10℃を想定

していることから，設計温度下限については問題ない。一方，設計温度上限については，

HIC の温度評価結果は，最も発熱量が大きいストロンチウム吸着材（吸着材２）を収容する

場合において，一時保管施設貯蔵時は HIC 容器温度で約 60℃となる。さらに夏期の太陽光

からの入熱によるボックスカルバート上蓋の温度上昇を考慮しても，HIC 容器表面温度は約

73℃となることから，HIC の設計温度 76.6℃に対して低い（別添－１）。また，ポリエチレ

ンは，95℃のクリープ試験において，長期間にわたり屈曲点が現れていないことから，想

定される使用環境において貯蔵時の熱負荷における劣化はない（別添－２）。このため，温

度について十分に余裕があり，HIC の温度監視は不要である。 
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(3) 耐放射線性について 

HICは照射線量 106 Gyとして設計している。また，SC DHECの認可に当たり，3×106 Gyの照

射まで材料特性（強度・延性）が維持されることを確認している。多核種除去設備で使用

するHICの照射線量は，貯蔵開始時で約 0.5 Gy/h（年間 約 5×103 Gy）であり，一時保管施

設貯蔵時の放射線の影響については問題ない。（別添－３） 

 

(4) 耐紫外線性について 

HIC は，ポリエチレン材であるため，紫外線環境下は 1 年未満となるよう設計している。

これは米国認可要件を採用しており，２年間の紫外線曝露試験の結果，推定寿命が１～２

年と評価したことによる。 

多核種除去設備で用いる HIC は，多核種除去設備運転中に紫外線環境下となるため，交

換周期の長い HIC 上部には着脱式のカバーを設置し，一時保管施設貯蔵時は蓋をしたボッ

クスカルバートに収納する（図３）。ただし，HIC は，冬季に，ボックスカルバート上蓋の

貫通口を通じて短時間（最大約４時間/日）太陽光に曝されるが，曝される面積・箇所は太

陽の軌跡から日々変化するため，これによる劣化の影響は無視し得る（図４）。よって，HIC

が 1 年以上の紫外線環境下となることはない。また，過度に紫外線環境評価下に晒されな

いよう，製造から工場出荷までの紫外線照射時間を出荷時の品質保証書で確認し，輸送時

に遮光カバーを取り付ける運用・管理を実施する。 

 

(5) 密閉性について 

密閉性については，SC DHEC の認可要件として，保管期間等を考慮した信頼性の高いシー

ルを選定することとされており，HIC は密閉性のあるねじ込み蓋を採用している。さらに，

HIC に収容した液体が一時保管施設貯蔵中に外部へ漏えいしないよう，収容物の体積膨張を

考慮した空間容積を確保する。 

また，HIC 転倒時の漏えいを想定して，図５に示すベントフィルタに 10 kPa の水圧をか

けて透過試験を実施した結果，水の透過量は約 1ml/s と少量であることを確認している。

スラリーの粘性は水に比べて高いことから，HIC 転倒時における収容物の漏えいは更に限定

的となる。よって，万一，HIC が転倒し，スラリーが漏えいした場合には，ふき取り等によ

り速やかに回収することで対応する。 

なお，ねじ込み蓋を開けることにより，HIC の収容物を確認できる構造としている。 

 

(6) ベント機能について 

SC DHEC の認可要件として内圧を開放するベントを設けることとされている。ベントフィ

ルタの設置目的は，HIC 内部で発生する可燃性ガスを大気へ放出するとともに，HIC への湿

分の浸入及び HIC からの収容物の流出を最小限とすることである。ベントフィルタは，３

重構造により，フィルタエレメントへの収容物（液体）の飛散を防止する設計としており，
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HIC 移送時等に収容物の揺れ等が発生しても，フィルタが閉塞することはない（図５）。

なお，万一，HIC が転倒し，スラリーがフィルタに付着した際は，念のため，HIC の蓋を取

り替える。 

HIC 内の水分の蒸発は無視できるほど小さいことから，ベントフィルタ等が目詰まりする

ことはない。また，蒸発した水分によるベントフィルタ等の凍結に対しては，スラリーの

発熱量は小さく，雰囲気温度０℃付近では水蒸気の発生はほとんどないため，問題ない。

仮に，ベント機能が喪失した場合，発生した水素が HIC 内部に蓄積することになるが，着

火源がないため水素爆発には至らない。 

 

(7) 寿命について 

SC DHEC は，最低 300 年間は構造を維持し，廃棄物を収容していることを認可要件として

おり，上述の確認結果等から妥当と判断している。多核種除去設備で使用する HIC につい

ては，上述のような条件を満足しており，一時保管施設貯蔵中は問題とならない。 

 

(8) 落下に対する評価について 

 HIC 取扱いにおける落下防止対策や落下時の漏えい発生防止対策を行っており，落下時の

漏えい発生防止対策では，HIC への補強体取り付け，傾斜落下防止等の為の設備対応及び想

定される落下ケースについての落下試験を行い，落下時の健全性に問題ないことを確認し

ている（別添－４）。 

  

以 上 
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図１ HIC 概略図 図１ HIC 概略図 

  

  

補強体（SUS製）

「厚さ：側面10mm、底面20mm」

補強体（SUS製）

「厚さ：側面10mm、底面20mm」

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

補強体

充填材により形状不連続部※を平坦化

HIC形状不連続部（断面）

HIC胴部

上部空隙に緩衝材の挿入

充填材

※吊りかごのバンドを引っかけるための凹み

補強体

充填材により形状不連続部※を平坦化

HIC形状不連続部（断面）

HIC胴部

上部空隙に緩衝材の挿入

充填材

※吊りかごのバンドを引っかけるための凹み

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図２ HIC 補強概要 図２ HIC 補強概要 
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図３ ボックスカルバート内 HIC 収容（平面）イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ HIC ボックスカルバート内配置概要 

.
HIC 

ふた閉止ガイド

..

閉止ガイドふた

HICHIC

通路 

約 150mm 

φ約 100mm 

約 200mm 

上蓋貫通口（通路側南向きの貫通口のみ

太陽光が内部へ通貨） 

上蓋貫通口 
（太陽光は貫通しない） 
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脱水装置取付用パン

HIC蓋（裏面）HIC上部

フィルタ

HIC蓋（表面）
 

（a）写真 

 

 

ベント孔

圧縮活性炭高性能フィルタ

ベント孔

シール材

ＨＩＣ蓋

拡大図①

フィルタ蓋

収容物には粘性があるほか、以下の３重
構造により、フィルタエレメントへの収
容物（液体）の飛散を防止する設計とし
ていることから、フィルタが閉塞するこ
とはない。

・脱水装置取付用パン

・フィルタ蓋

・フィルタエレメントを側面隙間部

より更に上部に設置

脱水装置
取付用パン

側面隙間

拡大図②

フィルタ※２

フィルタエレメント

高性能容器

発生ガスの
流れ

 

（b）ベント構造概略 

 

※１ ベント構造は，水素発生量に応じ２種類（①フィルタ ２個，ベント孔 16 個 ②フィルタ 13 個，ベ

ント孔 32 個）を使用することで，可燃限界に対して十分低い濃度を確保する。 

※２ フィルタは，カーボンコンポジット材（炭素繊維強化炭素複合材）を採用しており，0.4μm の微粒

子を 99.97％阻止できる。 

 

図５ HICベント構造※１
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別添－１ 

HIC の温度評価 

 

温度評価は，HIC の収容物である吸着材からの発熱を入熱条件とし，一次元の定常温度

評価により HIC 容器温度を算出したうえで，太陽光から入熱によるボックスカルバート上

蓋の温度上昇を考慮した場合の HIC 容器温度が設計温度 76.6℃以下となることを確認す

る。 

 

1. HIC 内部の発熱による容器温度の評価概要 

○評価手法：１次元定常温度評価（評価体系については，図１参照） 

○入熱条件：吸着材２を充填した HIC(発熱量 58.8[W])２基を発熱体とした。 

○初期条件：ボックスカルバート外側の空気の初期温度 40℃ 

○その他の評価条件： 

・上蓋貫通孔からの空気の出入りは考慮しない(図２参照)。 

・HIC 接地面への除熱は考慮しない(図２参照)。 

・ボックスカルバートの側面のうち，他のボックスカルバートに面する３面から

の除熱は考慮しない(図２参照)。 

 

 

外気（ボックスカ

ルバート外側） 

⑧自然対流 

ボックスカルバ

ート（コンクリー

ト） 

⑤自然対流 

⑦固体熱伝導 

①固体熱伝導 

発熱 
④固体熱伝導 

吸着材 2 

⑥自然対流 

空気（補強体～

ボックスカル

バート間） 

②固体熱伝導 

HIC 

(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) 

補強体 

(SUS304) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度分布 

空気（HIC～ 

補強体間） 

③気体熱伝導 

図 1 評価体系の概念図（1 次元定常温度評価モデル） 
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表 1 考慮した熱伝達機構及び物性値 

番号 伝熱箇所 伝熱機構 物性値 

① 吸着材 2 固体熱伝導 熱伝導率 0.15 [W/mK] 

② HIC（ポリエチレン） 固体熱伝導 熱伝導率 0.46 [W/mK] 

③ 空気（HIC～補強体間） 気体熱伝導 熱伝導率 0.028 [W/m K] 

④ 補強体（SUS304） 固体熱伝導 熱伝導率 51 [W/m K] 

⑤ 補強体から空気（補強体～ボックスカル

バート間） 

自然対流 熱伝達率 1.7 [W/m2 K] 

⑥ 空気（補強体～ボックスカルバート間）

からコンクリート 

自然対流 熱伝達率 1.7 [W/m2 K] 

⑦ コンクリート 固体熱伝導 熱伝導率 1.3 [W/m K] 

⑧ 空気（ボックスカルバート外） 自然対流 熱伝達率 2.4 [W/m2 K] 

 

 

 

ボックス 

カルバート（上蓋） 

上蓋貫通孔 
上蓋貫通孔「評価上考慮しない」 

（対面の貫通孔 1 箇所も考慮しない） 

HIC HIC 

側面(他 HIC と接する 3 面)『断熱』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2 温度評価条件（ボックスカルバート）   

接地面（コンクリート） 
『断熱』 

ボックス 

カルバート 

補強体 
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2. 太陽光からの入熱によるボックスカルバート上蓋の温度評価 

太陽光からの入熱によるボックスカルバート上蓋の温度上昇の評価を実施した。評価体

系の概念を図３に示す。上蓋コンクリートのみをモデル化し，太陽光からの入熱及び大気

放射による入熱を上蓋コンクリート上表面に与え，上蓋コンクリート下表面における温度

を評価した。 

 

○評価手法：非定常温度評価（評価体系については，図３参照） 

○入熱条件：2011 年 5 月 25 日（2011 年において全天日射量が最大となる日）福島気象

台の全天日射量（図４参照）にコンクリート吸収率 0.75 を乗じた値。 

○外気温度条件：2011 年 8 月 14 日（2011 年において最高気温が最大となる日）福島気

象台の外気温度分布を使用（ただし，当日の最高気温 36.3℃が，a.の評価条件 40℃と

一致するように各時間の気温を 3.7℃かさ上げした仮想温度分布を使用）（図５参照） 

○評価上考慮した熱物性 

・ボックスカルバート上蓋の上表面からの輻射伝熱による除熱及び上下表面からの

自然対流による除熱を考慮。 

○その他の評価条件： 

・上蓋コンクリート側面は断熱とし，上表面からの蒸発潜熱による除熱は考慮しな

い。 

 

3. 評価結果 

HIC 内部の発熱による容器温度を評価した結果，HIC 容器の温度は，約 60℃となった。 

また，太陽光からの入熱によるボックスカルバート上蓋の温度を評価した結果，上蓋下

面の最高温度は 53℃となった。仮に外気温度が 40℃で一定で太陽光からの入熱が無い場合，

上蓋下面の温度は 40℃であることから，太陽光からの入熱があった場合と無い場合の上蓋

下面の温度差は最大約 13℃となる。 

よって，HIC 内部の発熱による容器温度の評価結果である約 60℃に上蓋の温度上昇を約

13℃が全て加算された場合においても容器温度は約 73℃となり，HIC の設計温度 76.6℃に

対して低いことから，安全上の問題はないと判断する。 
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図 3 太陽光からの入熱によるボックスカルバート上蓋の温度評価体系の概念 
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図 4 太陽光入熱量の時間変化 
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図 5 外気温度の時間変化 

以 上 

上表面 

側面：断熱

太陽光による入熱 

側面：断熱 

輻射伝熱による除熱 

自然対流による除熱 

自然対流による除熱

厚さ 
0.4m 

下表面 

大気放射による入熱 

上蓋コンクリート 
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別添－２ 

  

ポリエチレンのクリープに対する評価について 

 

 

架橋ポリエチレン管のクリープ特性は，図１に示すような熱間内圧クリープ試験で測

定される。 

一般的なプラスチック管のクリープ線図には，時間に対してクリープの発生する円周

応力が急降下する屈曲点があらわれる。この急降下はプラスチックの酸化劣化による脆

性破壊の開始をあらわしており，この時間を使用限界（寿命時間）とするのが一般的で

ある※１。HICの材料である架橋ポリエチレンは，巨大な網目分子構造を持っており，酸

化劣化の影響を受けにくい。円周応力３MPa程度においても，95℃以下のクリープ線図

の屈曲点は，長期間（一時保管施設の貯蔵として 20 年を想定しても）あらわれず，時

間に対して直線状になっている特性がある※１。 

※１ 架橋ポリエチレン 技術資料 架橋ポリエチレン工業会 

 

恒温水槽

PE管

内圧

（水または窒素）

 

 

図１．熱間内圧クリープ試験の概念図 

 

以 上 
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別添－３ 

HIC 貯蔵時における照射劣化の影響評価 

 

 HIC の一時保管施設における貯蔵期間（20 年）において，内包する放射性物質からの放

射線照射による劣化を HIC の材料である架橋ポリエチレンに対する照射後の引張試験およ

び高速曲げ試験結果から評価する。 

 

（1）HIC 貯蔵条件 

○貯蔵場所：一時保管施設のボックスカルバート（コンクリート製）内 

○貯蔵期間：20 年 

○貯蔵期間（20 年）における積算線量 

  ・前処理 1 スラリー用HIC（前処理 2 スラリーと比べ表面線量が高い）：1.3×104Gy 

・吸着材 3 用HIC（吸着材のうち，最も表面線量が高い）：4.6×104Gy 

 

＜参考＞ 

  積算線量（40 年）「貯蔵期間 2 倍（40 年相当）における評価値」   

・前処理 1 スラリー用HIC：2.5×104Gy 

・吸着材 3 用HIC：9.1×104Gy  

 

（2）架橋ポリエチレン照射試験条件 

  架橋ポリエチレンに対する照射試験の条件を表 2 に示す。 

 

表 2 架橋ポリエチレン照射試験条件 

 空気雰囲気 

線量率 1000 Gy/ｈ 

5.0×104Gy（50 時間照射） 積算線量 

1.0×105Gy（100 時間照射） 

温度 室温 

サンプル数 各積算線量につき２サンプル 

照射後 ①引張試験，②シャルピー衝撃試験（高速曲げ試験） 

 

  

（3）照射後引張試験 

 照射後の架橋ポリエチレンに対し引張試験を行った。試験結果を表 3 に示す。 
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表 3 照射後引張試験結果 

最大応力〔Ｎ／mm2〕  

サンプル１ サンプル２ 

照射なし 24.5 24.4 

5.0×104Gy（50 時間照射） 23.9 23.9 

1.0×105Gy（100 時間照射） 24.3 24.4 

 

（4）照射後シャルピー衝撃試験（高速曲げ試験） 

照射後の架橋ポリエチレンに対しシャルピー衝撃試験を行った。試験結果を表 4 に示す。

なお，試験はひずみ速度 280 S-1※で行っている。 

※落下時のひずみ速度：100S-1程度 

 

表 4 照射後シャルピー衝撃試験結果 

公称ひずみ〔％〕  

サンプル１ サンプル２ 

照射なし 80 80 

5.0×104Gy（50 時間照射） 80 80 

1.0×105Gy（100 時間照射） 80 80 

 

 

（5）照射試験の結果 

照射後の材料試験の結果，1.0×105Gy照射後にも材料特性に有意な変化は確認されな

かった。1.0×105Gyは，表面線量の高い吸着材 3 の仮に 40 年貯蔵した場合における積

算線量よりも高く，貯蔵期間 20 年ではHICの材料特性に影響は無い。 

 

以上 
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別添－４ 

高性能容器落下時の健全性確認 

 

1. 概要 

多核種除去設備の運転に伴い二次廃棄物（使用済み吸着材，沈殿処理生成物）が発生

し，二次廃棄物を収容した高性能容器(HIC;High Integrity Container）（以下，「HIC」

という）を多核種除去設備エリアから使用済セシウム吸着塔一時保管施設へ移送する。 

HIC 取扱い時に万一 HIC を落下させた場合を考慮し，漏えい発生防止対策として，HIC

への補強体の取付け及び傾斜落下防止対策等の設備対応を行った。更に，対策実施後に

発生する可能性のある落下姿勢を整理した上で，HIC への影響が大きいと想定される落下

ケースについて落下試験を実施することにより落下時の健全性確認を行った。 

 

2. 落下時の漏えい発生防止対策 

HIC の取扱い時に万一落下事象が発生した場合を考慮し，以下の施設対応等を行った。 

  

 ・垂直落下に対しては，補強体及び緩衝材によって HIC の健全性を保つ。 

 ・傾斜落下及び逆さ傾斜落下に対しては，傾斜落下防止対策によって，当該の落下姿

勢の発生を防止する。 

 ・角部落下に対しては，補強体及び緩衝材によって HIC の健全性を保つ。 

 

 また，HIC，多核種除去設備設置エリア及び一時保管施設に対する具体的な対策を以下

に示す。 

(1) HIC に対する対策 

・HIC に補強体を取り付ける。 

 

(2) 多核種除去設備設置エリアでの対策 

a.緩衝材及び傾斜落下防止架台の設置 

  ・HIC 遮へい体内，輸送用遮へい体内に緩衝材を設置する。 

  ・トレーラ後部に門型の傾斜落下防止架台を追設することにより傾斜落下を防止す

る。 

b.クレーン東西方向への移動操作の制限（傾斜落下防止） 

  ・HIC 取扱時は，東西の移動（横行）機能のないクレーン操作機を使用し，傾斜落下

を防止する。 

c.角部への緩衝材取付 

・HIC の吊上げ・吊下ろし時に HIC 遮へい体，輸送用遮へい体の側板上部に緩衝材を

取付ることにより角部落下時の影響を緩和する。 
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(3) 一時保管施設での対策 

・クレーン吊上げ高さ制限（3m）とリミットスイッチ等による移動可能範囲の制限に

より，傾斜落下が発生する箇所への HIC の移動を防止する。 

・ボックスカルバート内に傾斜落下防止の器具を予め収容したうえで，HIC の収容作業

を行うことにより斜め落下の可能性を排除する。 

 

3. 落下時の健全性確認 

 2.の対策実施後，発生する可能性のある落下姿勢を整理，HIC への影響が大きいと想定

されるケースについて落下試験を複数回実施した。落下試験条件を表１に示す。 

 
表 1 落下試験の条件 

 
試験体  落下高さ 落下面 落下姿勢 試験回数 

① 
HIC(底板 20mm,側板

10mm,SUS 補強済) 
4.5m 緩衝材 垂直 2 回 

② 
HIC(底板 20mm,側板

10mm,SUS 補強済) 
2.6m 角部 

垂直 

□100mm 角棒 

（緩衝材敷設） 

上への落下 

2 回 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 図 1 試験体 

補強体（SUS製）

「厚さ：側面10mm、底面20mm」

補強体（SUS製）

「厚さ：側面10mm、底面20mm」

補強体

充填材により形状不連続部※を平坦化

HIC形状不連続部（断面）

HIC胴部

上部空隙に緩衝材の挿入

充填材

※吊りかごのバンドを引っかけるための凹み

補強体

充填材により形状不連続部※を平坦化

HIC形状不連続部（断面）

HIC胴部

上部空隙に緩衝材の挿入

充填材

※吊りかごのバンドを引っかけるための凹み

4.試験結果 

試験の良否判定は HIC 破損による内容物の漏えいの有無及び HIC 本体の異常な損傷等

の有無により行った。 

試験の結果，各試験ケースとも内容物の漏えいはなく，また，HIC 本体にも異常な損傷

等がないことから，落下時の漏えい発生防止対策は有効であり HIC が落下した場合にも

健全性は維持されると判断する。 

以上 
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添付資料－6 

除去対象核種の選定 

 

1. 除去対象核種の選定方針 

多核種除去設備の処理対象水（淡水，RO 濃縮塩水及び処理装置出口水）は，１～３号機

原子炉内の燃料に由来する放射性物質（以下，「FP 核種」という）及びプラント運転時の保

有水に含まれていた腐食生成物に由来する放射性物質（以下，「CP 核種」という）を含んで

いると想定される。多核種除去設備の設計として，処理対象水が万一環境への漏えいした場

合の周辺公衆への放射線被ばくのリスクを低減するため，処理対象水に含まれる FP 核種及

び CP 核種のうち，多核種除去設備で除去すべき高い濃度で存在する核種を推定することが

必要となる。 

よって，処理対象水に含まれる放射性物質の濃度を推定するにあたり，FP 核種について

は，炉心インベントリの評価結果から有意な濃度で存在すると想定される核種を選定し，そ

のうち，2011/3 に放射性物質の測定を実施している核種については，測定結果から滞留水中

の濃度を推定し，測定していない核種については，炉心インベントリの評価結果から滞留水

に含まれる濃度を推定した。 

 また，CP 核種については，プラント運転時の原子炉保有水に含まれていた核種が滞留水

に移行していること，また，高温焼却炉建屋に滞留水を移送した際に，濃縮廃液タンクの保

有水に含まれていた核種が混入したことが考えられることから，プラント運転時の原子炉及

び濃縮廃液タンクの保有水に対する CP 核種の測定結果を用いて，滞留水に含まれる濃度を

推定した。 

FP核種，CP核種共に多核種除去設備の稼動時期が原子炉停止後より 1 年後(365 日後)以降

となると想定されたことから，半減期を考慮し原子炉停止 365 日後の滞留水中濃度を減衰補

正により推定した。減衰補正により得られた原子炉停止後 365 日後の推定濃度が告示濃度限

度※1に対し，1/100 を超える核種を滞留水中に有意な濃度で存在するものとして多核種除去

設備の除去対象核種として選定した。ただし，トリチウム※2については除去することが困難

であるため除去対象核種から除外した。  

 ※1 実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を 
定める告示(別表第 2 第六欄周辺監視区域外の水中の濃度限度) 

※2 H23 年 9 月～H25 年 1 月に採取した淡水化装置（逆浸透膜装置）入口水トリ

チウム測定値：8.5×102Bq/cm3～4.2×103Bq/cm3

 

 

 

2. 除去対象核種の選定結果 

FP 核種から 56 核種，CP 核種から 6 核種を選定し，それらを加えた計 62 核種を除去対象

核種として選定した（表 1 参照）。 
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表 1 除去対象核種一覧 

No. 放射性物質の種類 線種 No. 放射性物質の種類 線種 

1 Rb-86 βγ 32 Ba-140 βγ 

2 Sr-89 β 33 Ce-141 βγ 

3 Sr-90 β 34 Ce-144 βγ 

4 Y-90 β 35 Pr-144 βγ 

5 Y-91 βγ 36 Pr-144m γ 

6 Nb-95 βγ 37 Pm-146 βγ 

7 Tc-99 β 38 Pm-147 βγ 

8 Ru-103 βγ 39 Pm-148 βγ 

9 Ru-106 β 40 Pm-148m βγ 

10 Rh-103m βγ 41 Sm-151 βγ 

11 Rh-106 γ 42 Eu-152 βγ 

12 Ag-110m βγ 43 Eu-154 βγ 

13 Cd-113m γ 44 Eu-155 βγ 

14 Cd-115m βγ 45 Gd-153 γ 

15 Sn-119m γ 46 Tb-160 βγ 

16 Sn-123 βγ 47 Pu-238 α 

17 Sn-126 βγ 48 Pu-239 α 

18 Sb-124 βγ 49 Pu-240 α 

19 Sb-125 βγ 50 Pu-241 β 

20 Te-123m γ 51 Am-241 α 

21 Te-125m γ 52 Am-242m α 

22 Te-127 βγ 53 Am-243 α 

23 Te-127m βγ 54 Cm-242 α 

24 Te-129 βγ 55 Cm-243 α 

25 Te-129m βγ 56 Cm-244 α 

26 I-129 βγ 57 Mn-54 γ 

27 Cs-134 βγ 58 Fe-59 γ 

28 Cs-135 β 59 Co-58 γ 

29 Cs-136 βγ 60 Co-60 βγ 

30 Cs-137 βγ 61 Ni-63 β 

31 Ba-137m γ 62 Zn-65 βγ 
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添付資料－７ 

高性能容器落下破損時の漏えい物回収作業における被ばく線量評価 

 

1. 概要 

多核種除去設備の運転に伴い二次廃棄物（使用済み吸着材，沈殿処理生成物）が発生

し，二次廃棄物を収容した高性能容器(HIC;High Integrity Container）（以下，「HIC」

という）を多核種除去設備エリアから使用済セシウム吸着塔一時保管施設へ移送する。 

HIC 取扱いにおける安全確保のため，落下防止対策，漏えい発生防止の実施により HIC

の落下・破損の可能性を低減するが，万一の漏えい事象への対策として漏えい物回収に

ついての作業手順の検討と作業における被ばく線量評価を行った。 

 

2. 落下モードの想定 

万一 HIC が落下する場合の落下モードとしては吊りワイヤー切断等が考えられ，クレ

ーン可動制限の対策を実施していることから，垂直落下を想定する。 

垂直落下に対しては，落下試験結果等から，補強体及び緩衝材を取り付けることによ

って，HIC 本体の損傷がないこと及び補強体にき裂等の損傷はなく，内容物の漏えいがな

いことを確認している。 

  

3. 漏えい範囲の想定 

HIC 内のスラリー及び脱水処理された廃吸着材は，仮に HIC 落下損傷により床面に漏え

いしても粘性のない液体に比べ漏えい量及び床面への広がりは限定されるものと想定され

る。 

(1) 多核種除去設備エリア 

 HIC 設置エリアは堰により漏えい範囲が限定される。また，トレーラヤードには，HIC

が落下しないような措置（クレーン可動範囲の制限）をするが，万一の落下時の漏えい

拡大防止の観点からトレーラヤードの南端にはスロープ堰を設置する。併せて，漏えい

物の飛散を考慮してトレーラヤードにて飛散防止対策等を行う。 

 

(2) 一時保管施設エリア 

ボックスカルバート設置エリアは堰により漏えい範囲が限定されるが，排水のための堰

の切れ間には土嚢を設置する。さらにトレーラエリアには HIC が落下しないような措置お

よびクレーン可動範囲の制限および柵を設置する。また，トレーラエリアの北端には盛り

上げ堰を設置する。 

ボックスカルバート間の隙間は狭隘であり，ボックスカルバート間通路へ HIC が落下す

ることはなく，通路上への漏えいが発生する可能性も低いと考えられる。また，ボックス

カルバート内下部は塗装され水密構造となっているため，ボックスカルバート内に HIC が

落下し漏えいが発生した場合でも外部への漏えい物の流出は発生しない。
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4. 評価ケースについて 

回収作業時の被ばく線量を評価するにあたり，一時保管施設のトレーラエリアで吸着材 3

の HIC が落下し漏えいが発生した場合の回収手順を最も厳しいケースとして評価する。評

価に用いる線量条件を表 1 に示す。 

 

（評価ケース選定時の考慮事項） 

・HIC 落下による損傷はクレーン作業時に発生することが想定されることから，クレー

ン稼働範囲での漏えい発生を考え，トレーラによる移動エリアでの漏えいは想定しな

い。 

・クレーンの稼働範囲には堰を設けることにより，スラリーおよび廃吸着材の漏えい範

囲は限定される。 

・スラリーは流動性があるため，堰内で漏えい範囲が拡大するが，溜め枡や漏えい物水

位の最深部に回収ポンプを配置し，ろ過水で希釈することで，比較的低い線量下での

回収作業が可能である。 

・廃吸着材は流動性がないため，漏えい物の拡散範囲が狭く，高線量の漏えい物に作業

員が接近して回収作業を行う必要がある。 

・遮へい体が設置されている多核種除去設備エリアと比較し，一時保管施設トレーラ

エリアは，漏えい物からの線量を遮断するものがなく，作業員の被ばく線量が多く

なると考えられる。 

  

表 1 吸着材 3（Cs）漏えい時の線量条件 

漏えい物（吸着材）の縁から

の距離〔m〕 
線量率※1〔mSv/h〕 

0 78 

1 27 

2 12 

3 6.8 

4 4.3 

5 3 

※1 線量率：各々の距離における高さ 1.5m の点での評価値 
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5. 回収作業手順と被ばく線量評価 

(1)漏えい発生に対する準備 

HIC 取扱い時には，5 人程度の作業員が現場作業に従事しており，漏えい発生時の初期対

応（土嚢設置による漏えい拡大等）に従事する。なお，土嚢は多核種除去設備設置エリア，

一時保管施設エリアに予め準備しておく。 

その後の漏えい物回収作業等に従事する作業員（数十人程度を想定）は，多核種除去設

備操作室や免震重要棟，バックオフィス（Ｊヴィレッジ等）から吸引車等の必要資機材を

準備したうえ，1,2 時間程度での現場集合が可能である 

 

(2)作業手順と被ばく線量 

一時保管施設のトレーラエリアにおいて吸着材が漏えいした場合を想定し，その際の回

収手順を示す。また想定被ばく線量を表 2 に示す。回収作業は，予め機材を準備すること

で数時間から半日程度で実施でき，想定される総被ばく線量は 50mSv･人以下である。 

    

 

＜回収手順 1＞漏えい拡大防止（土嚢設置） 

 

 

漏えい物（吸着材）

輸送用遮へい容器

土嚢

破損HIC
漏えい物（吸着材）

輸送用遮へい容器

土嚢

破損HIC

 

 

 

 

 

 

・HIC の輸送作業に従事していた作業員（5 人程度）が初動対応として，土嚢を設置。 

・系外漏えい防止のため，一時保管施設の雨水排水用の堰の切れ間に土嚢を設置。 

・被ばく低減のため，HIC から 3m 離隔した場所に土嚢を設置。 

・被ばく線量は，漏えい物から 3m 程度に近づく作業時間から算出。 

・土嚢は予め一時保管エリアに準備してあり，土嚢の移動距離は数十 m 程度であるため，

作業時間は 10 分程度。 
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＜回収手順 2＞HIC 回収 

 

漏えい物（吸着材）

輸送用遮へい容器

土嚢

ラフタークレーン
漏えい物（吸着材）

輸送用遮へい容器

土嚢

ラフタークレーン

 

 

 

 

 

 

・漏えい物の回収作業における被ばく線量を下げるため，線源となる HIC を回収する。 

・HIC 吊り具は，補強体に溶接で取り付けられており，破損はないものと考える。 

・HIC を取り扱う門型クレーンに何らかの異常が発生した場合を想定し，HIC の回収はラ

フタークレーンを使用する。 

・玉がけ作業は作業員が接近して行うが，クレーン操作は 10m 程度離れたラフタークレー

ン操作室で行うため，被ばくの影響はほとんどない。 

・HIC への玉掛けが行いにくい横倒し状態を想定し，玉掛け作業は 2 人で行う。 

・HIC は輸送用遮へい容器内へ回収する。 

 

＜回収手順 3＞漏えい物回収 

 

回収容器
（ＨＩＣ等）

フィルター等＊メディアの吸い込みが悪い
場合はろ過水を混ぜながら
吸引する

吸引車

給水車
（ろ過水）

回収容器
（ＨＩＣ等）

フィルター等＊メディアの吸い込みが悪い
場合はろ過水を混ぜながら
吸引する

吸引車

給水車
（ろ過水）

 

 

 

 

 

 

 

・吸引車（１Ｆ構内に予め準備）を使用し，回収物吐き出し作業等による更なる被ばくを

避けるため回収容器（HIC 等）へ漏えい物を直接回収する。 

・メディアもスラリーも吸着した放射性物質が気相へ移行することはないが，念のため，

フィルターを介して吸引する。 

・吸い込みノズルを操作する作業員は 1 人で行い，被ばく線量を考慮して，5 分程度で交代

することを想定する。 

・吸い込みノズルは漏えい物から 2m 程度離れた距離で操作する。 
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＜回収手順 4＞回収後の除染 

 

回収容器
（ＨＩＣ等）

フィルター等＊メディアの吸い込みが悪い
場合はろ過水を混ぜながら
吸引する

吸引車

給水車
（ろ過水）

回収容器
（ＨＩＣ等）

フィルター等＊メディアの吸い込みが悪い
場合はろ過水を混ぜながら
吸引する

吸引車

給水車
（ろ過水）

 

 

 

 

 

 

 

 

・ろ過水を使用し，床面等の除染を実施する。 

・車輌サーベイ実施後，トレーラを移動させる。 

・使用後のろ過水は水中ポンプ（１Ｆ構内に予め準備）を使用し，回収後，汚染水を収納

しているタンク等へ移送する。 

・漏えい物を回収した後は 1mSv/h 以下である。 

・トレーラエリアは床塗装が実施してあり，15 人程度が約１時間作業を実施すれば，十分

に除染できると考えられる。 

 

 表 2 回収作業時の想定被ばく線量 

作業内容 想定被ばく線量※2

①漏えい拡大防止 

（土嚢設置） 
5 人×10 分×6.8mSv/h(@3m) 5.7mSv･人 

②HIC 回収 2 人×2 分×27mSv/h(@1m) 1.8mSv･人 

③漏えい物回収 18 人×5 分×12mSv/h(@2m) 18mSv･人 

④回収後の除染 15 人×60 分×1mSv/h 以下 15mSv･人以下 

 

  
※2 作業人数，時間は漏えい物に接近して行う作業の人数・時間である。 

以上 
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添付資料－8 

 

放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設の試験及び工事計画 

 

 放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設は，設備の安定運転の維持，安全確保の観点か

ら以下の試験及び工事について計画し，実施する。 

 

1. 汚染水を用いた通水試験（ホット試験）の実施 

 多核種除去設備は，福島第一原子力発電所内に貯留している汚染水に含まれる放射性核

種を除去し，汚染水の漏えいによる放射線被ばくのリスクを低減させるもので，早期に稼

働させるべく，十分な安全対策を施した上で汚染水を用いた通水試験（ホット試験）を開

始することとする。    

 ホット試験は，十分な安全対策を施した上で A 系から実施し，試験結果の評価等を踏ま

え，B 系，C 系のホット試験の方法等について検討する。 

 

2. 上屋設置 

多核種除去設備の安定運転の維持，設備保護の観点では，上屋の設置が好ましいことか

ら，上屋の設置工事を行う。 

上屋は，耐震 B クラスの施設として耐震設計を行う。また，参考として，基準地震動 Ss

に対する健全性についても評価する。 

 

3. 漏えい物飛散防止対策 

HIC取扱時における多核種除去設備エリアトレーラヤードでの万一の落下によるHIC収

容物のエリア外への飛散を考慮し，トレーラヤードの搬入口設置等を行う。 
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2 工程 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ホット試験

上屋設置

漏えい物飛散防止対策

平成26年 平成27年

項目

平成25年

据付

※工事開始時期は未定。

仮設搬入口設置

本設搬入口設置

A系ホット試験

A系ホット試験結果の評価等

B,C系ホット試験

※B,C系ホット試験及び本格運転の予定は
A系ホット試験の状況に応じて検討。

B,C系ホット試験結果の評価等

本格運転

 

 

以上 
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2.18 ５・６号機に関する共通事項 

2.18.1 設備の維持・管理について 

５・６号機は，平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災したもの

の，その被害の大半は津波による海水系設備の損傷であった。 

その後，海水系設備の復旧ならびに冷温停止維持に関する設備の健全性確認を進め，

現在では，震災前と同等の設備により安定的な冷温停止を維持している状況である。ま

た，冷温停止維持に関する設備と比較し緊急性は少ないものの，冷温停止維持に属さな

い設備については，状態確認を進めていく予定である。 

したがって，５・６号機の設備に関しては，本実施計画「Ⅲ 特定原子力施設の保安

」を遵守しつつ，福島第一原子力発電所第５号機保全計画及び福島第一原子力発電所第

６号機保全計画に基づく計画的な機器の保全活動を実施していくと共に，設置変更許可

等の許認可の内容に従って，設備を維持・管理していくこととする。 

 

2.18.2 要求される機能について 

  本実施計画に記載のある５・６号機の設備に要求される機能とは，工程(Ⅰ.1.2 参照)

に示す冷温停止において維持・管理する機能である。 

 

2.18.3 異常時の対応 

○冷温停止の維持に必要な複数設備のすべてが機能喪失した場合 

冷温停止中，津波が発生した場合，海水系の機能喪失および全交流電源が喪失し，

その状態が継続すると燃料損傷に至る可能性がある。このため，燃料損傷を回避する

ために，復旧余裕時間内 (2.7 日間) ＊１に次の様な対応を行う。（図１ フローチャー

ト 参照） 

＊1 復旧余裕時間：崩壊熱により，冷却材の温度が上昇し 100℃に到達する時間（使用済燃料プールは，65℃ 

で評価）。ここで，復旧余裕時間が最も短いのは５号機の原子炉であり，その時間内に注水 

対応ができれば，燃料損傷を回避することができる。 

【電源復旧対応】電源車対応による既設設備の復旧 

【代替設備対応】消防車等機動的な代替設備の使用による原子炉への注水および使用

済燃料プールへの注水対応 

原子炉側：５号機原子炉（初期温度 40℃）の崩壊熱より算出した復旧余裕時間

は 2.7 日であり，また，原子炉水位が低下し有効燃料頂部に至るま

での時間は約 13 日間である。同様に６号機の復旧余裕時間は 3.8 日

であり，また，原子炉水位が低下し有効燃料頂部に至るまでの時間

は約 16 日間である。（平成 24 年 10 月 1 日時点の崩壊熱にて算出） 

使用済燃料プール側：５号機使用済燃料プール（初期温度 30℃）の崩壊熱より算出した復

旧余裕時間は 4.6 日であり，同様に６号機の復旧余裕時間は 4.6 日

である。（平成 24 年 10 月 1 日時点の崩壊熱にて算出） 
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復旧時に必要な消防車＊２（５・６号機用として 2 台以上，消防車用のホースも原子

炉建屋内に配備済）は高台に配備されているが，震災の場合は高台から移動し注水可

能な位置に消防車を配置する。消防車の規格放水圧は 0.55ＭPa 以上あり，原子炉建屋

最上階（オペレーティングフロア）の高さは，消防車の位置からそれぞれ５号機が約

30m，６号機が約 39m である。圧力損失を考慮しても，原子炉圧力容器及び使用済燃料

プールに注水するのに十分な能力を有している。 

電源車（５・６号機用として 2 台以上）は高台に配備されており，５号機タービン

建屋 2階に設置されている所内低圧母線へ供給可能なケーブルが接続済である。また，

消防車及び電源車の運転訓練等も実施しており，初動体制も確立しているため復旧余

裕時間内に十分対応できるものであると評価している。 

  ＊２消防車：消防車による５号機原子炉及び使用済燃料プールへ注水に必要な水量は，平成 24 年 10 月 1 日の崩壊

熱より算出されており，9t/h と評価されている。６号機についても同様に 9t/h と評価されており，

注水の水源となる純水タンクの最低限の保有水量は 263ｔであることから，５・６号機それぞれ注水

可能時間は 14 時間程度である。なお，上記に加え電源車により既設設備が復旧されれば既設のポン

プを用いた注水や，消防車を用いた海水による注水が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18.4 添付資料 

  添付資料－１ ５・６号機 冷温停止維持に関する設備の復旧状況等について 

冷温停止中 

地震随伴の津波発生

注水の開始 

（原子炉及び使用済燃料プール）

復旧余裕時間内に対応 

代替設備対応 電源復旧対応 

海水系機能喪失 全交流電源喪失 

図１ 注水開始までのフローチャート 

注水の開始 

（原子炉及び使用済燃料プール）



 

 

 

添付資料－１ 

Ⅱ-2-18-添 1-1 

号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン

＊
）

の
結
果

（被
害
状

況
）

復
旧

プ
ロ
セ
ス

復
旧

状
況

使
用

環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

5
③

異
常

な
し

－
一

部
未
復

旧
※
１
）

○
※
１
）
主
蒸
気
隔
離
弁
及
び
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
動
作
確
認
を
実
施
し
て
い
な
い
が
，
冷

却
材

圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
は
維

持
さ
れ
て
い
る
。

6
③

異
常

な
し

－
一

部
未
復

旧
※
１
）

○
※
１
）
主
蒸
気
隔
離
弁
及
び
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
動
作
確
認
を
実
施
し
て
い
な
い
が
，
冷

却
材

圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
は
維

持
さ
れ
て
い
る
。

原
子

炉
格

納
容

器
①

異
常

な
し

→
復
旧

済
○

原
子
炉

建
屋

①
大

物
搬

入
口
が
津

波
に

よ
り
損
傷

修
理

復
旧

済
○

原
子

炉
格

納
容

器
①

異
常

な
し

→
復
旧

済
○

原
子
炉

建
屋

①
大

物
搬

入
口
が
津

波
に

よ
り
損
傷

修
理

復
旧

済
○

5
③

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

一
部

未
復

旧
※
２
）

○
※

２
）
水

圧
制

御
ユ
ニ
ッ
ト
及

び
制
御

棒
駆

動
機

構
の
動

作
確

認
が
未
実

施
。

　
　
　
（
燃

料
移

動
時

に
復

旧
す

る
）

6
③

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

一
部

未
復

旧
※
２
）

○
※

２
）
水

圧
制

御
ユ
ニ
ッ
ト
及

び
制
御

棒
駆

動
機

構
の
動

作
確

認
が
未
実

施
。

　
　
　
（
燃

料
移

動
時

に
復

旧
す

る
）

残
留

熱
除
去

系
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

残
留
熱

除
去
海

水
系

②
全

て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

残
留

熱
除
去

系
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

残
留
熱

除
去
海

水
系

②
全

て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

炉
心

ス
プ
レ
イ
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

低
圧
注

水
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

低
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

低
圧
注

水
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系

③
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：ハ

ン
ド
タ
ー

ニ
ン
グ

未
復
旧

※
４
）

○

※
４
）
制

御
棒

が
全

挿
入

，
か
つ

燃
料

の
冷

却
が
維

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
原

子
炉

圧
力

容
器
の
圧
力
は
高
圧
に
な
る
こ
と
は
な
く
，
他
の
非
常
用
炉
心
冷
却
系
及
び
復
水
補
給
水
系
に

て
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の
注

水
は
十
分

可
能
で
あ
る
た
め
，
高

圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
系

を
復

旧
し
て
い
な
い
。
今

後
は
必

要
に
応

じ
て
動

作
可

能
で
あ
る
状
態

に
復

旧
す

る
。

＊
）
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①

：既
設
設

備
を
復

旧
し
設
計

上
想

定
内
の
環
境

で
使

用
注

２
）
○
：
設
計

上
想

定
内
の
環

境
で
使

用
設
備

に
触

れ
ず

に
あ
り
の
ま
ま
を
観

察
し
，

②
：既

設
設

備
を
復

旧
し
て
い
る
が
設

計
上
想

定
外

の
環

境
で
使
用

△
：
設
計

上
想

定
外
の
環

境
で
使

用
被
害

当
初

の
状

態
を
確

認
す

る
こ
と
。

③
：未

復
旧

（復
旧
中
）の

既
設

設
備

④
：仮

設
設

備

制
御

棒
及

び
制

御
棒
駆

動
系

制
御

棒
及

び
制

御
棒
駆

動
系

2
.2
3

6

非
常

用
炉

心
冷

却
系

2
.2
1

2
.1
9

設
　
　
　
備

原
子

炉
圧

力
容
器

（冷
却

材
圧

力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）

原
子

炉
圧

力
容
器

（冷
却

材
圧

力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）

6

2
.2
0

55

2.
22

残
留

熱
除
去

系

表
－
１
　
５
・
６
号

機
　
冷
温

停
止
維

持
に
関

す
る
設

備
の
復

旧
状

況
等

に
つ

い
て

5

原
子

炉
格

納
施
設

6

●
復
旧

済
の
定
義

　
以

下
の
復

旧
（健

全
性
確

認
）
プ
ロ
セ
ス
を
経

て
，
機

器
が
使
用

中
（ま

た
は

使
用
可

能
）
と
な
っ
て
い
る
状
態

の
こ
と
。

　
・
震
災

に
て
損

傷
し
た
機
器
の
修

理
が
完

了
し
て
い
る
。

　
・
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
に
て
健

全
性

を
確
認

し
て
い
る
。

　
　
（主

に
，
静

的
機
器

）
　
・
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
の
健

全
性

確
認
に
加
え
，
復
旧

プ
ロ
セ
ス
記
載

の
健

全
性

　
　
確
認

を
実
施

し
問

題
な
い
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
。

　
　
（主

に
，
動

的
機
器

，
電

気
品

）
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号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン

＊
）

の
結
果

（被
害
状

況
）

復
旧

プ
ロ
セ
ス

復
旧

状
況

使
用

環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

5
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

6
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

5
③

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

一
部

未
復

旧
※
５
）

○
※
５
）
循
環
ポ
ン
プ
２
台

の
う
ち
１
台
が
未
復
旧
で
あ
り
，
未
復
旧
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
点
検

を
行

っ
た
後

，
運
転

状
態
を
確

認
し
復

旧
す

る
。

6
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

5
①

異
常

な
し

送
排
風

機
，
排
気
フ
ァ
ン
：

ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

6
①

異
常

な
し

送
排
風

機
，
排
気
フ
ァ
ン
：

ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄
化

系
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

原
子
炉

補
機
冷

却
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

補
機

冷
却

海
水

系
②

全
て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄
化

系
①

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

原
子
炉

補
機
冷

却
系

①
異

常
な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

補
機

冷
却

海
水

系
②

全
て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

燃
料
交

換
機

③
修

理
中

未
復
旧

※
６
）

○
※
６
）
復
旧
工
程
は
，
図
－
１
　
５
・
６
号
機
　
中
期
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
記
載
。
（
Ⅰ
.1
.2
　
参
照
）

原
子
炉

建
屋

天
井
ク
レ
ー
ン

③
修

理
中

未
復
旧

※
６
）

○
※
６
）
復
旧
工
程
は
，
図
－
１
　
５
・
６
号
機
　
中
期
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
記
載
。
（
Ⅰ
.1
.2
　
参
照
）

使
用

済
燃

料
プ
ー
ル

①
異

常
な
し

→
復
旧

済
○

＊
）
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①

：既
設
設

備
を
復

旧
し
設
計

上
想

定
内
の
環
境

で
使

用
注

２
）
○
：
設
計

上
想

定
内
の
環

境
で
使

用
設
備

に
触

れ
ず

に
あ
り
の
ま
ま
を
観

察
し
，

②
：既

設
設

備
を
復

旧
し
て
い
る
が
設

計
上
想

定
外

の
環

境
で
使
用

△
：
設
計

上
想

定
外
の
環

境
で
使

用
被
害

当
初

の
状

態
を
確

認
す

る
こ
と
。

③
：未

復
旧

（復
旧
中
）の

既
設

設
備

④
：仮

設
設

備

オ
ペ

フ
ロ
の
高

湿
度

環
境

に
よ
り
電
気

設
備
の
絶

縁
低

下
や

機
械
設

備
の
発

錆
に
至

る
（震

災
時
の
燃

料
プ
ー

ル
冷

却
機

能
喪

失
に
よ
り
，
プ
ー

ル
水

温
度

が
上

昇
し
水

蒸
気
が

発
生
）

5
2.
28

燃
料
取

扱
系

及
び

燃
料

貯
蔵
設

備

原
子

炉
建

屋
常
用

換
気
系

5

2.
27

燃
料

プ
ー
ル

冷
却
浄

化
系

6

表
－
２
　
５
・
６
号

機
　
冷
温

停
止
維

持
に
関

す
る
設

備
の
復

旧
状

況
等

に
つ

い
て

設
　
　
　
備

復
水
補

給
水

系

復
水
補

給
水

系

原
子
炉

冷
却

材
浄
化

系

原
子
炉

冷
却

材
浄
化

系

2.
26

原
子

炉
建

屋
常
用

換
気
系

2.
25

2.
24
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号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン

＊
）

の
結
果

（被
害
状

況
）

復
旧

プ
ロ
セ
ス

復
旧

状
況

使
用

環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

燃
料
交

換
機

③
修

理
中

未
復
旧

※
６
）

○
※
６
）
復
旧
工
程
は
，
図
－
１
　
５
・
６
号
機
　
中
期
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
記
載
。
（
Ⅰ

.1
.2
　
参
照
）

原
子
炉

建
屋

天
井
ク
レ
ー
ン

①
修

理
復
旧

済
○

使
用

済
燃

料
プ
ー
ル

①
異

常
な
し

→
復
旧

済
○

5
②

異
常

な
し

排
風
機

：ハ
ン
ド
タ
ー

ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

浸
水

が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

6
②

異
常

な
し

排
風
機

：ハ
ン
ド
タ
ー

ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

浸
水

が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

5
①

異
常

な
し

送
排
風

機
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

6
①

異
常

な
し

送
排
風

機
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

復
旧

済
○

外
部

電
源

①
異

常
な
し

→
復
旧

済
○

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
①

異
常

な
し

運
転

確
認

復
旧

済
○

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
冷

却
海

水
系

②
全

て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

復
旧

済
△

（配
管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

直
流

電
源
装

置
①

異
常

な
し

蓄
電

池
：比

重
・電

圧
測
定

復
旧

済
○

電
源

ケ
ー

ブ
ル

②
ケ
ー

ブ
ル
が
一

部
没
水

（そ
の
他
は
異
常

な
し
）

絶
縁
抵

抗
測

定
復
旧

済
△

（ｹ
ｰ
ﾌ
ﾞﾙ
が
一

部
没

水
※
７
）

※
７
）
海

水
系

ポ
ン
プ
（残

留
熱

除
去

海
水
系

，
補
機

冷
却
海

水
系
，
非

常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

冷
却
海

水
系
）
に
電
力

を
供

給
し
て
い
る
ケ
ー
ブ
ル
が
一
部

没
水
。
時

間
の
経

過
に
よ
り
絶
縁

性
能

の
低

下
が
懸

念
さ
れ
る
た
め
，
予

備
の
ケ
ー

ブ
ル
を
敷

設
し
信

頼
性
向

上
を
図

っ
て
い
る
。

外
部

電
源

①
異

常
な
し

→
復
旧

済
○

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
③

異
常

な
し

運
転

確
認

復
旧

済
（
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系

は
未
復

旧
※
８
）

○
※
８
）
復
旧
さ
れ
て
い
る
５
・
６
号
機
全
て
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
含
め
て
考
え
れ

ば
，
非
常
用
高
圧
母
線
に
接
続
す
る
動
作
可
能
な
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は
十
分
確
保

さ
れ
て
い
る
。
今

後
は
必

要
に
応
じ
て
動
作

可
能

で
あ
る
状

態
に
復

旧
す
る
。

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル
発
電

機
冷

却
海

水
系

③
全

て
の
ポ
ン
プ
が
津

波
に

よ
り
損
傷

ポ
ン
プ
：分

解
点
検

復
旧

済
（
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系

は
未
復

旧
※
９
）

△
（配

管
が
一
部

没
水

※
３
）

※
３
）
設

備
の
健

全
性

は
各

パ
ラ
メ
ー

タ
を
監

視
す

る
こ
と
に
よ
り
確

認
で
き
る
も
の
の
，
長
期

的
に
は
設

備
に
支

障
を
き
た
す

可
能

性
は
否

定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
没

水
配

管
に
お
け
る
健

全
性

評
価

及
び

漏
え
い
が
発

生
し
た
場

合
に
備
え
た
諸

方
策

の
検

討
を
実

施
し
て
い
る
。

※
９
）
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

の
み

に
冷
却
水
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
り
，
今
後
は
必
要
に
応
じ

て
動

作
可

能
で
あ
る
状

態
に
復

旧
す

る
。

直
流

電
源
装

置
③

異
常

な
し

蓄
電

池
：比

重
・電

圧
測
定

復
旧

済
（
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系

は
未

復
旧

※
１
０
）

○
※
１
０
）
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
制
御
電
源
の
み
に
電
力
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
り
，
今
後
は

必
要
に
応
じ
て
動
作
可
能
で
あ
る
状
態
に
復
旧
す
る
。

電
源

ケ
ー

ブ
ル

②
ケ
ー

ブ
ル
が
一

部
没
水

（そ
の
他
は
異
常

な
し
）

絶
縁
抵

抗
測

定
復
旧

済
△

（ｹ
ｰ
ﾌ
ﾞﾙ
が
一

部
没

水
※
７
）

※
７
）
海

水
系

ポ
ン
プ
（残

留
熱

除
去

海
水
系

，
補
機

冷
却
海

水
系
，
非

常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

冷
却
海

水
系
）
に
電
力

を
供

給
し
て
い
る
ケ
ー
ブ
ル
が
一
部

没
水
。
時

間
の
経

過
に
よ
り
絶
縁

性
能

の
低

下
が
懸

念
さ
れ
る
た
め
，
予

備
の
ケ
ー

ブ
ル
を
敷

設
し
信

頼
性
向

上
を
図

っ
て
い
る
。

＊
）
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①

：既
設
設

備
を
復

旧
し
設
計

上
想

定
内
の
環
境

で
使

用
注

２
）
○
：
設
計

上
想

定
内
の
環

境
で
使

用
設
備

に
触

れ
ず

に
あ
り
の
ま
ま
を
観

察
し
，

②
：既

設
設

備
を
復

旧
し
て
い
る
が
設

計
上
想

定
外

の
環

境
で
使
用

△
：
設
計

上
想

定
外
の
環

境
で
使

用
被
害

当
初

の
状

態
を
確

認
す

る
こ
と
。

③
：未

復
旧

（復
旧
中
）の

既
設

設
備

④
：仮

設
設

備

5

2
.3
2

電
源

系
統

設
備

2
.2
8

燃
料
取

扱
系

及
び

燃
料

貯
蔵
設

備

2
.3
0

表
－
３
　
５
・
６
号

機
　
冷
温

停
止
維

持
に
関

す
る
設

備
の
復

旧
状

況
等

に
つ

い
て

設
　
　
　
備

6

非
常
用

ガ
ス
処

理
系

6

オ
ペ

フ
ロ
の
高

湿
度

環
境

に
よ
り
電
気

設
備
の
絶

縁
低

下
や

機
械
設

備
の
発

錆
に
至

る
（震

災
時
の
燃

料
プ
ー

ル
冷

却
機

能
喪

失
に
よ
り
，
プ
ー

ル
水

温
度

が
上

昇
し
水

蒸
気
が

発
生
）

2
.2
9

中
央

制
御

室
換

気
系

中
央

制
御

室
換

気
系

非
常
用

ガ
ス
処

理
系
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号
機

分
類

注
１
）

ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン

＊
）

の
結
果

（被
害
状

況
）

復
旧

プ
ロ
セ
ス

復
旧

状
況

使
用

環
境

注
２
）

備
　
　
　
考

5
③

異
常

な
し

ポ
ン
プ
：
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ

運
転

確
認

一
部
未

復
旧

※
１
１
）

○
※
１
１
）
未
復
旧
機
器
は
，
添
付
資
料
－
４
　
系
統
概
要
図
に
記
載
。
（
Ⅱ
.2
.3
3
　
参
照

）
設
備
の
一
部
が
未
復
旧
で
あ
る
が
，
発
生
す
る
廃
液
は
，
機
器
ド
レ
ン
系
に
て
処
理
可
能
。

6
③

設
備

が
一

部
没
水

（そ
の
他

は
異

常
な
し
）

－
未
復

旧
※
１
２
）

△
（設

備
が
一
部

没
水

※
１
２
）

※
１
２
）
未
復
旧
機
器
及
び
没
水
機
器
は
，
添
付
資
料
－
４
　
系
統
概
要
図
に
記
載
。

（
Ⅱ

.2
.3
3
　
参
照

）
発

生
す

る
廃

液
は
，
５
号

機
の
機

器
ド
レ
ン
系

に
て
処

理
可

能
。

5
・6

④
○

5
①

異
常

な
し

計
器

：点
検
・
校
正

復
旧

済
○

6
①

異
常

な
し

計
器

：点
検
・
校
正

復
旧

済
○

＊
）
ウ
ォ
ー

ク
ダ
ウ
ン
：

注
１
）
①

：既
設
設

備
を
復

旧
し
設
計

上
想

定
内
の
環
境

で
使

用
注

２
）
○
：
設
計

上
想

定
内
の
環

境
で
使

用
設
備

に
触

れ
ず

に
あ
り
の
ま
ま
を
観

察
し
，

②
：既

設
設

備
を
復

旧
し
て
い
る
が
設

計
上
想

定
外

の
環

境
で
使
用

△
：
設
計

上
想

定
外
の
環

境
で
使

用
被
害

当
初

の
状

態
を
確

認
す

る
こ
と
。

③
：未

復
旧

（復
旧
中
）の

既
設

設
備

④
：仮

設
設

備

放
射

性
液

体
廃

棄
物
処

理
系

計
測
制

御
設

備

計
測
制

御
設

備

2.
34

仮
設
設

備
（
滞
留

水
貯
留

設
備

）

表
－
４
　
５
・
６
号

機
　
冷
温

停
止
維

持
に
関

す
る
設

備
の
復

旧
状

況
等

に
つ

い
て

設
　
　
　
備

2.
33

仮
設
設

備
を
設

置
し
，
建

屋
内

滞
留
水

の
処

理
を
行

っ
て
い
る
。

放
射

性
液

体
廃

棄
物
処

理
系
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2.19 ５・６号機 原子炉圧力容器 

2.19.1 系統の概要 

原子炉圧力容器は，通常運転時の温度及び圧力に十分耐えるよう設計されており，原

子炉冷却系統設備の故障等により，万が一冷温停止が維持できなくなった場合において

も，冷却材圧力バウンダリを形成し，燃料棒の温度上昇を緩和することができる。 

 

 ［系統の現況］ 

５・６号機の原子炉圧力容器は，ベント弁が開状態にあり大気開放状態となって 

いるものの，ベント弁を除く冷却材圧力バウンダリは，構成されている。また，主 

蒸気隔離弁及び主蒸気逃がし安全弁等の動作確認を実施していないが，全閉状態で 

あり，震災後の外観点検にて，異常がないこと及び原子炉水位の低下が発生してい 

ないことから冷却材圧力バウンダリは維持されていると考える。（添付資料－１， 

２ 参照） 

なお，冷温停止中は冷却材の温度及び原子炉圧力容器の圧力上昇は考えにくいが， 

万が一，自然災害（津波）により冷温停止が維持できなくなった場合においても， 

圧力容器ベント弁を閉状態にすることは可能であり, 消防車等による機動的な対応 

により，燃料損傷を回避することが可能である。（Ⅱ.2.18 参照） 

 

2.19.2 要求される機能 

原子炉圧力容器を含む冷却材圧力バウンダリからの放射性物質を含む冷却材の漏えい

が無く，冷温停止状態を維持することが可能であること。 

 

2.19.3 主要な機器 

 (1)５号機 

  a.原子炉圧力容器 

原子炉圧力容器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

(2)６号機 

 a.原子炉圧力容器 

原子炉圧力容器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第１７回工事計画変更認可申請書(52資庁第11661号 昭和52年10月17日認可) 
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2.19.4 構造強度及び耐震性 

(1)５号機 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第４回工事計画認可申請書(48公第1787号 昭和48年4月7日認可) 

工事計画認可申請書(平成11･10･12資第18号 平成11年11月30日認可) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

(2)６号機 

   構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書(50資庁第8249号 昭和50年10月20日認可) 

建設時第６回工事計画変更認可申請書(51資庁第6576号 昭和51年8月4日認可) 

建設時第１７回工事計画変更認可申請書(52資庁第11661号 昭和52年10月17日認可) 

 

2.19.5 添付資料 

  添付資料－１ 冷却材圧力バウンダリを構成する機器 

  添付資料－２ 冷却材圧力バウンダリ概要図 
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冷却材圧力バウンダリを構成する機器 

 

1.５号機 

(1)残留熱除去系 

残留熱除去系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。

（Ⅱ.2.22 ５・６号機 残留熱除去系 参照） 

 

(2)炉心スプレイ系 

炉心スプレイ系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認してい 

る。（Ⅱ.2.23 ５・６号機 非常用炉心冷却系 参照) 

 

(3)原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認し 

ている。（Ⅱ.2.25 ５・６号機 原子炉冷却材浄化系 参照) 

 

(4)原子炉再循環系 

原子炉再循環系の主配管・主要弁については，工事計画届出書等により確認している。 

工事計画届出書(総文発官 8 第 562 号 平成 9 年 1 月 13 日届出) 

工事計画届出書(総官発 11 第 239 号 平成 11 年 9 月 30 日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第 33 号 昭和 49 年 4 月 6 日届出) 

 

(5)主蒸気系 

主蒸気系の主配管・主蒸気逃がし安全弁及び主要弁については，工事計画認可申請書等 

により確認している。 

 建設時第９回工事計画認可申請書(48 資庁第 2745 号 昭和 48 年 11 月 19 日認可) 

工事計画認可申請書(平成 20･10･24 原第 21 号 平成 20 年 11 月 20 日認可) 

 建設時第１１回工事計画変更認可申請書(49 資庁第 21842 号 昭和 50 年 3 月 4 日認可) 

  

(6)給水系 

給水系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49 資庁第 1067 号 昭和 49 年 4 月 26 日認可) 

 

(7)高圧注水系 

高圧注水系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成16･10･22原第7号 平成16年12月1日認可) 

建設時第１２回工事計画変更認可申請書(50 資庁第 2959 号 昭和 50 年 5 月 31 日認可) 

 

添付資料－１
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(8)原子炉隔離時冷却系 

 原子炉隔離時冷却系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書等により確 

認している。 

建設時第１２回工事計画変更認可申請書(50 資庁第 2959 号 昭和 50 年 5 月 31 日認可) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第 237 号 昭和 50 年 6 月 20 日届出) 

 

(9)ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系の主配管・主要弁については，以下の工事計画軽微変更届出書により確 

認している。 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第603号 昭和51年9月9日届出) 

 

(10)制御棒駆動系 

 制御棒駆動系の主配管については，工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第２７回工事計画軽微変更届出書(総官第 1503 号 昭和 52 年 3 月 26 日届出) 

 

2.６号機 

(1)残留熱除去系 

残留熱除去系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。

（Ⅱ.2.22 ５・６号機 残留熱除去系 参照） 

 

(2)低圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認し 

ている。（Ⅱ.2.23 ５・６号機 非常用炉心冷却系 参照) 

 

(3)原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認し 

ている。（Ⅱ.2.25 ５・６号機 原子炉冷却材浄化系 参照) 

 

(4)原子炉再循環系 

原子炉再循環系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書等により確認し 

ている。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53 資庁第 1730 号 昭和 53 年 3 月 28 日認可) 

建設時第１２回工事計画軽微変更届出書(総官第 263 号 昭和 52 年 5 月 25 日届出) 
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(5)主蒸気系 

主蒸気系の主配管・主蒸気逃がし安全弁及び主要弁については，工事計画認可申請書等 

により確認している。 

 建設時第１０回工事計画認可申請書(50 資庁第 13220 号 昭和 51 年 2 月 6 日認可) 

 建設時第１０回工事計画変更認可申請書(51 資庁第 14364 号 昭和 52 年 1 月 24 日認可) 

 

(6)給水系 

給水系の主配管・主要弁については，工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50 資庁第 11083 号 昭和 50 年 10 月 23 日認可) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第 1268 号 昭和 52 年 12 月 12 日届出) 

 

(7)高圧炉心スプレイ系 

 高圧炉心スプレイ系の主配管・主要弁については，工事計画変更認可申請書により確認 

している。 

建設時第１５回工事計画変更認可申請書(50 資庁第 14309 号 昭和 51 年 2 月 28 日認可) 

 

(8)原子炉隔離時冷却系 

 原子炉隔離時冷却系の主配管・主要弁については，工事計画届出書等により確認してい 

る。 

 工事計画届出書(総官発 15 第 230 号 平成 15 年 9 月 29 日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第 1268 号 昭和 52 年 12 月 12 日届出) 

 

(9) ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系の主配管・主要弁については，以下の工事計画軽微変更届出書により確 

認している。 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 
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原子炉再循環ポンプ（Ａ）

 

主蒸気系 

給水系 

Ａ

原子炉冷却材浄化系 

Ｍ 

炉心スプレイ系 

Ｍ

残留熱除去系 

原子炉冷却材

浄化系 

Ｍ

主蒸気隔離弁 

主蒸気逃がし安全弁

図－１ ５号機 冷却材圧力バウンダリ概要図 

Ｍ

Ｍ

Ａ

Ｂ Ｍ

Ｍ 

残留熱除去系

＊残留熱除去系はＡ系運転の状態を示す（Ｂ系運

転時は注入ラインが変更となる） 

Ｍ

Ｍ

原子炉隔離時冷却系 

高圧注水系 

ほう酸水注入系 

残留熱除去系 

Ａ

Ａ

原子炉隔離時冷却系 

高圧注水系 

制御棒駆動系 

Ａ

Ａ

Ｍ

原子炉再循環ポンプ（Ｂ）
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主蒸気系

主蒸気隔離弁 

残留熱除去系 

残留熱除去系 

主蒸気逃がし安全弁 

残留熱除去系

原子炉冷却材浄化系 

原子炉再循環ポンプ（Ｂ）

原子炉再循環ポンプ（Ａ） 残留熱除去系 

原子炉隔離時冷却系 
原子炉隔離時冷却系 

    

 

低圧炉心スプレイ系 

給水系 

 

M

A

図－２ ６号機 冷却材圧力バウンダリ概要図 

A

B

 

M

M

M

M

M

M

＊残留熱除去系はＡ系運転の状態を示す（Ｂ系運

転時は注入ラインが変更となる） 

A

A

M

M

高圧炉心スプレイ系 
A

A

A

M

ほう酸水注入系 

M

A A 

M M 
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2.20 ５・６号機 原子炉格納施設 

2.20.1 系統の概要 

原子炉格納施設は，工学的安全施設の一つであり，原子炉格納容器設計用の想定事象

時に発生する放射性物質を原子炉格納容器で隔離し，所定の漏えい量以下に抑えること

によりその放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する機能をもつ。原子炉格納

施設は，原子炉格納容器（一次格納施設）ならびに原子炉建屋（二次格納施設）で構成

されている。 

 

(1)原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器は，冷却材喪失事故のなかで，もっとも過酷な原子炉再循環配管

1 本の完全破断がおこり，破断両端口から冷却材が最大流量で放出されることを仮

定して設計されている。その際ドライウェル圧力の上昇が抑制され，放出された放

射性物質は原子炉格納容器内に保留される。 

 

(2)原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋への大物搬入口及び所員エアロックは，電気的にインターロックされ

た二重扉になっており，その他すべての貫通部も十分シールされているので原子炉

建屋は気密性が高い。事故時には，原子炉建屋は非常用ガス処理系によって負圧に

保たれるので，原子炉格納容器から放射性物質の漏えいがあってもこれが発電所周

辺にフィルタを通らずに直接放散されることはない。（添付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

原子炉格納容器は，現状，原子炉格納容器のハッチ類は開放されており，原子炉

格納容器内の機器において不具合が発生した場合，早期発見並びに目視による確認

が可能である。 

さらに，機器の点検や巡視点検の際，原子炉格納容器内へのアクセスも可能とな

り，ハッチ類を閉鎖するより格納容器内機器の状況の的確な把握及び不適合が発生

した場合における対応が迅速に図られることから，ハッチ類は現状の通り開放状態

を維持する。 

また，原子炉の冷温停止状態では，ジルコニウム－水反応による水素の大量発生

は考えられないことから，原子炉格納容器のバウンダリを形成し窒素（窒素ガス供

給系）を封入する必要はなく，可燃性ガス濃度制御系についても必要としない。 
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2.20.2 要求される機能 

原子炉建屋は，大物搬入口及び所員エアロックを閉鎖した状態で，原子炉建屋常用換

気系または非常用ガス処理系により，負圧に維持することが可能であること。 

なお，原子炉格納容器に対するバウンダリ機能については必要としない。 

 

2.20.3 主要な機器 

(1)５号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１回工事計画認可申請書(46公第15243号 昭和46年12月22日認可) 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第２回工事計画認可申請書(47公第1375号 昭和47年5月12日認可) 

 

(2)６号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

原子炉格納容器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第８回工事計画変更認可申請書(51資庁第12459号 昭和51年11月12日認可) 

建設時第１４回工事計画変更認可申請書(52資庁第8607号 昭和52年8月23日認可) 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

原子炉建屋については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１回工事計画認可申請書(47公第11995号 昭和48年3月16日認可) 

建設時第８回工事計画変更認可申請書(51資庁第12459号 昭和51年11月12日認可) 

建設時第１４回工事計画変更認可申請書(52資庁第8607号 昭和52年8月23日認可) 

   建設時第１回工事計画軽微変更届出書(総官第451号 昭和48年7月26日届出) 

 

2.20.4 構造強度及び耐震性 

 (1)５号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１回工事計画認可申請書(46公第15243号 昭和46年12月22日認可) 

建設時第１１回工事計画変更認可申請書(49資庁第21842号 昭和50年3月4日認可) 

建設時第１２回工事計画変更認可申請書(50資庁第2959号 昭和50年5月31日認可) 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書(52資庁第519号 昭和52年3月1日認可) 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書(52資庁第1839号 昭和52年3月29日認可) 
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建設時第１回工事計画軽微変更届出書(総官第829号 昭和47年11月9日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第２回工事計画認可申請書(47公第1375号 昭和47年5月12日認可) 

 

(2)６号機 

a.原子炉格納容器（一次格納施設） 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１回工事計画認可申請書(47公第11995号 昭和48年3月16日認可) 

建設時第３回工事計画変更認可申請書(49資庁第18331号 昭和49年10月14日認可) 

建設時第８回工事計画変更認可申請書(51資庁第12459号 昭和51年11月12日認可) 

建設時第２回工事計画軽微変更届出書(総官第57号 昭和49年4月15日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1193号 昭和50年2月26日届出) 

b.原子炉建屋（二次格納施設） 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１回工事計画認可申請書(47公第11995号 昭和48年3月16日認可) 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 

建設時第５回工事計画軽微変更届出書(総官第70号 昭和50年4月17日届出) 

 

2.20.5 添付資料 

  添付資料－１ 原子炉建屋（二次格納施設）について 

 

 



 
 
 

添付資料－１ 

Ⅱ-2-20-添 1-1 

原子炉建屋（二次格納施設）について 

 

二次格納施設である原子炉建屋の大物搬入口及び所員エアロックは，電気的にインタ

ーロックされた二重扉であり，原子炉建屋の気密性維持については，その設計・機能に

変わりないことを，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付

書類八により確認している。 
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2.22 ５・６号機 残留熱除去系 

2.22.1 系統の概要 

残留熱除去系は，原子炉停止後の炉心の崩壊熱及び原子炉圧力容器・配管・冷却材中の

保有熱を除去，原子炉冷却材喪失時等の炉心冷却等を行う。 

残留熱除去系は，2 系統（６号機は 3 系統）からなり，2 基の熱交換器，4 台のポンプ

（６号機は 3 台）及び 4台の海水ポンプ等から構成されている。 

この系は，その運転方法により，原子炉停止時冷却モード，低圧注水モード，格納容器

冷却モード（６号機は格納容器スプレイ冷却モード）ならびに使用済燃料貯蔵プール水の

冷却及び補給の各機能を有する。 

 

［系統の現況］ 

残留熱除去系の系統機能は復旧済みであり，残留熱除去海水系ポンプ（５号機：4 台，

６号機：4 台）は５・６号機各 1 台（予備は各 3 台）の運転により，原子炉の安定的な

冷温停止状態を維持している。また，運転中に当該ポンプが故障した場合は，予備のポ

ンプ 1 台を起動する（切り替える）ことによって原子炉の冷却は維持可能である。 

しかしながら，震災の津波により取水路内に流入した瓦礫類を完全に除去出来ていな

い可能性があることから，取水口の点検中（当該ポンプの半数である 2 台が使用できな

い状況）において，運転中のポンプに何らかの不適合が発生した場合は，予備ポンプが

ない状態となる。 

このため，冷温停止の維持に影響を及ぼす当該ポンプに不適合が発生した場合に備え，

震災時に実績のある仮設水中ポンプを配備し，残留熱除去海水系の信頼性向上を図って

いる。 

また，残留熱除去海水系配管の一部には，トレンチ内で津波による没水部位があり，

設備の健全性は系統流量や温度監視により確認できるものの，長期的には設備に支障を

きたす可能性は否定できないことから，没水配管における健全性評価及び漏えいが発生

した場合に備えた諸方策の検討を実施している。（添付資料－１ 参照） 

 

2.22.2 要求される機能 

残留熱除去系は原子炉停止時に崩壊熱の除去機能を有し，冷温停止状態を維持出来るこ

と（原子炉停止時冷却モード）。また，使用済燃料プール内の崩壊熱を除去できること。 

なお，冷温停止においては格納容器冷却モード（６号機は格納容器スプレイ冷却モード）

の機能は必要としておらず，低圧注水モードについては，Ⅱ.2.23 参照。 
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2.22.3 主要な機器 

 系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.ポンプ 

 ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

b.ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

 工事計画認可申請書（平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可） 

 

c.熱交換器 

 熱交換器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

d.ポンプ（残留熱除去海水系） 

 ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

   e.ストレーナ（残留熱除去海水系） 

 ストレーナについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

 

f.主配管 

 主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成16･10･22原第7号 平成16年12月1日認可) 

    工事計画認可申請書(平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可) 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

工事計画認可申請書(平成21･06･26原第17号 平成21年7月13日認可) 

    工事計画届出書(総官発21第88号 平成21年6月26日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 
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g.主要弁 

 主要弁については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

 

   h.仮設水中ポンプ（残留熱除去海水系） 

    仮設水中ポンプについては，以下の工事の届出書により確認している。 

    電気事業法第４７条第４項による工事の届出書（総管発24第245号 平成24年11月8 

日届出） 

 

(2)６号機 

a.ポンプ 

 ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

b.ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

 工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可） 

 

c.熱交換器 

 熱交換器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書(平成15･12･09原第9号 平成16年3月8日認可) 

 

d.ポンプ（残留熱除去海水系） 

 ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

e.ストレーナ（残留熱除去海水系） 

ストレーナについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第２１回工事計画変更認可申請書(53資庁第1730号 昭和53年3月28日認可) 

 

f.主配管 

 主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書(平成16･01･29原第13号 平成16年4月7日認可) 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官6第605号 平成6年10月4日届出) 

工事計画届出書(総官発15第230号 平成15年9月29日届出) 
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建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

 

g.主要弁 

 主要弁については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

 

h.仮設水中ポンプ（残留熱除去海水系） 

    仮設水中ポンプについては，以下の工事の届出書により確認している。 

    電気事業法第４７条第４項による工事の届出書（総管発24第245号 平成24年11月8 

日届出） 

 

2.22.4 構造強度及び耐震性 

(1)５号機 

 構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･10･22原第7号 平成16年12月1日認可) 

   工事計画認可申請書(平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可) 

工事計画認可申請書(平成20･01･23原第5号 平成20年2月18日認可) 

工事計画認可申請書(平成21･06･26原第17号 平成21年7月13日認可) 

工事計画届出書(総官発21第88号 平成21年6月26日届出) 

建設時第３回工事計画軽微変更届出書(総官第923号 昭和48年10月30日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１０回工事計画軽微変更届出書(総官第919号 昭和49年11月18日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第1102号 昭和51年3月17日届出) 
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(2)６号機 

 構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第３回工事計画認可申請書(49資庁第17943号 昭和49年11月12日認可) 

建設時第５回工事計画認可申請書(50資庁第4675号 昭和50年6月5日認可) 

建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第１１回工事計画認可申請書(50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

工事計画認可申請書(平成12･12･19資第37号 平成12年12月27日認可) 

工事計画認可申請書(平成16･01･29原第13号 平成16年4月7日認可) 

工事計画認可申請書(平成15･12･09原第9号 平成16年3月8日認可) 

工事計画認可申請書(平成19･07･04原第6号 平成19年9月11日認可) 

建設時第１０回工事計画変更認可申請書(51資庁第14364号 昭和52年1月24日認可) 

建設時第１１回工事計画変更認可申請書(52資庁第5413号 昭和52年6月16日認可) 

建設時第２４回工事計画変更認可申請書(53資庁第9792号 昭和53年8月25日認可) 

建設時第２７回工事計画変更認可申請書(54資庁第3549号 昭和54年5月24日認可) 

工事計画変更認可申請書(平成20･01･16原第2号 平成20年1月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官6第605号 平成6年10月4日届出) 

工事計画届出書(総官発15第230号 平成15年9月29日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1193号 昭和50年2月26日届出) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

 

2.22.5 添付資料 

  添付資料－１ 残留熱除去海水系の一部没水配管における健全性評価について 

添付資料－２ 系統概要図 
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残留熱除去海水系の一部没水配管における健全性評価について 

 

残留熱除去海水系配管は，材質が炭素鋼であるが，腐食防止のために表面塗装が施され

ており，塗装が健全であれば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，トレンチ内に海

水が溜まっており配管の状態が確認できないことから，塗装がはく離し腐食する可能性が

ある。なお，配管の内側はライニング処理により腐食がないものとし，ここでは，外面か

らの配管の腐食について評価する。 

まず，５号機及び６号機の工事計画軽微変更届出書では，配管の肉厚（５号機：11.7mm，

６号機：11.7mm）及び配管の必要肉厚（５号機：7.8mm，６号機：8.3mm）の記載＊１がある。

これまでは，計画的な点検により表面状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施し健全

性を維持している。 

しかしながら，配管が海水中に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能性があ

る。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊２によ

れば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されているため，水面

からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。  

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は５号機で約 13 年，６号機で約 11 年

となると予測される。 

 

＊１：以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

５号機：建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20

日届出) 

６号機：建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15

日届出) 

 

＊２：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 

 



添付資料－２ 

Ⅱ-2-22-添 2-1 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ ５号機 残留熱除去系 系統概要図 
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図－２ ６号機 残留熱除去系 系統概要図 

仮設水中ポンプ 
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2.25 ５・６号機 原子炉冷却材浄化系 

2.25.1 系統の概要 

原子炉冷却材浄化系は，冷却材の純度を高く維持するためのものであって，この系統は，

原子炉再循環系から冷却材の一部を抜き出し，連続的に冷却材の浄化を行うものである。 

原子炉冷却材浄化系は，ろ過脱塩器，熱交換器（再生熱交換器・非再生熱交換器）及び

循環ポンプ等から構成されている。 

なお，循環ポンプを運転するには制御棒駆動水ポンプからのパージ水が必要であり，こ

のパージ水は原子炉内へ戻される。 

 

［系統の現況］ 

５号機は，原子炉冷却材浄化系による冷却材の浄化は可能であるが，循環ポンプは，

2 台のうち 1台が未復旧である。未復旧のポンプは，震災時の電源喪失により停止した

ものの，ポンプ内部へクラッドが混入している可能性があるため，点検を行った後，運

転状態を確認し復旧する。（添付資料－１ 参照） 

６号機は，系統機能が復旧され運転可能な状態となっている。 

なお，５・６号機共に，ポンプの運転による余剰水の増加が懸念されることから，冷

却材の水質の状況に応じて運転する。 

 

2.25.2 要求される機能 

冷却材を浄化する機能を有すること。 

 

2.25.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.再生熱交換器 

再生熱交換器については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書 (総文発官4第351号 平成4年7月27日届出) 

 

b.非再生熱交換器 

非再生熱交換器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書 (48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

 

c.循環ポンプ 

循環ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書 (平成14･12･20原第10号 平成15年1月27日認可)
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d.ろ過脱塩器 

ろ過脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書 (48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

 

e.主配管 

 主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書 (平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可) 

工事計画認可申請書 (総発官16第444号 平成17年1月24日補正申請) 

工事計画変更認可申請書 (51資庁第5782号 昭和51年6月21日認可) 

工事計画届出書 (総官発14第375号 平成14年12月20日届出) 

 

f. 主要弁 

主要弁については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

工事計画変更認可申請書 (51資庁第5782号 昭和51年6月21日認可) 

 

 (2)６号機 

a.再生熱交換器 

再生熱交換器については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書 (総文発官3第1242号 平成4年2月13日届出) 

 

b.非再生熱交換器 

非再生熱交換器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

建設時第１０回工事計画変更認可申請書(51資庁第14364号 昭和52年1月24日認可) 

 

c.循環ポンプ 

循環ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

工事計画認可申請書 (5資庁第6407号 平成5年6月15日認可) 

 

d.ろ過脱塩器 

ろ過脱塩器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書 (総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

 

e.主配管  

主配管については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書  (総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号昭和53年8月31日届出) 
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f.主要弁 

主要弁については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号昭和53年8月31日届出) 

 

2.25.4 構造強度及び耐震性 

(1)５号機 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第６回工事計画認可申請書 (48公第3623号 昭和48年6月2日認可) 

工事計画認可申請書 (平成14･12･20原第10号 平成15年1月27日認可) 

工事計画認可申請書 (平成16･10･18原第7号 平成16年11月30日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書 (49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第１７回工事計画変更認可申請書 (51資庁第5782号 昭和51年6月21日認可) 

工事計画届出書 (総文発官4第351号 平成4年7月27日届出) 

工事計画届出書 (総官発14第375号 平成14年12月20日届出) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書 (総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書 (総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書 (総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書 (総官第603号 昭和51年9月9日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書 (総官第303号 昭和52年5月30日届出) 

 

(2)６号機 

   構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１１回工事計画認可申請書 (50資庁第14354号 昭和51年4月8日認可) 

工事計画認可申請書 (5資庁第6407号 平成5年6月15日認可) 

建設時第１０回工事計画変更認可申請書 (51資庁第14364号 昭和52年1月24日認可)  

工事計画届出書 (総文発官3第1242号 平成4年2月13日届出) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書 (総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書 (総官第1268号 昭和52年12月12日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書 (総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書 (総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 

 

2.25.5 添付資料 

  添付資料－１ ５号機 原子炉冷却材浄化系の一部未復旧期間における炉水の水質維

持について 

添付資料－２ 系統概要図 
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５号機 原子炉冷却材浄化系の一部未復旧期間における冷却材の水質維持について 

 

震災以降，冷却材の導電率は概ね 4～5μS/cm 程度で推移しており，水質は有意な変化の

ない状態を維持しているため，今後短期間で水質が急速に悪化することは考えにくい。ま

た，原子炉冷却材浄化系の循環ポンプ 1 台が未復旧であっても，復旧しているポンプ 1 台

による冷却材の浄化ができることから，水質の維持は可能である。 

なお，現在の復水補給水系にて原子炉への注水（冷却材の希釈）を行うことによる水質

の改善も可能である。 
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添付資料－２ 
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2.26 ５・６号機 原子炉建屋常用換気系 

2.26.1 系統の概要 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内に加熱あるいは冷却した清浄な空気を供給し建屋内

の雰囲気温度を調整するとともに，これら供給空気の流れを適切に保ち，建屋内の清浄

区域汚染を防止する。 

原子炉建屋常用換気系は，他の換気系とは独立になっており，空気供給系と排気系を

備え，それぞれ 100％容量のファン 2 台（1 台は予備）をもっている。また，差圧制御器

により，出口弁を調整し，原子炉建屋内はわずかに負圧に保たれている。排気空気は，

フィルタを通じて主排気筒から大気中へ放出される。（添付資料－１ 参照） 

換気用の原子炉建屋入口及び出口ダクトには，それぞれ2個の空気作動隔離弁があり，

原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，非常用ガス処理系が自動

起動することで放射性物質の系外放出を防ぐ。 

 

［系統の現況］ 

原子炉建屋常用換気系は，建屋内の作業環境維持や機器類保護のため，現在換気運

転をしている。また，建屋の負圧を維持しつつ放射性物質の系外放出を防止しなくて

はならないことから，震災後，建屋の給排気ケーシング内に高性能フィルタを設置し

ている。 

（高性能フィルタは放射性物質の捕集効率が高いが，その能力を発揮するために当

該系統の風量を定格値の 70％程度で運転する。） 

 

2.26.2 要求される機能 

原子炉建屋の負圧を維持しつつ，機器類保護等のために建屋の換気を行えること。 

 

2.26.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.送風機 

送風機については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

工事計画届出書(総文発官2第166号 平成2年6月5日届出)  

 

b.排風機・パージ用排気ファン 

排風機・パージ用排気ファンについては，以下の工事計画認可申請書等により確認

している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 
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工事計画届出書(総文発官2第166号 平成2年6月5日届出)  

 

(2)６号機 

a.送風機 

送風機については，以下の工事計画変更認可申請書等により確認している。 

工事計画変更認可申請書(52資庁第8607号 昭和52年8月23日認可) 

工事計画届出書(総文発官元第312号 平成元年8月25日届出)  

 

b.排風機・パージ用排気ファン 

排風機・パージ用排気ファンについては，以下の工事計画変更認可申請書により確

認している。 

工事計画変更認可申請書(52資庁第8607号 昭和52年8月23日認可) 

 

2.26.4 添付資料 

添付資料－１ 主排気筒について 

添付資料－２ 系統概要図 



 
 
 

添付資料－１ 
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主排気筒について 

 

５・６号機共用である主排気筒については，以下の工事計画変更認可申請書により

確認している。 

５号機：建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日

認可) 
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2.29 ５・６号機 非常用ガス処理系 

2.29.1 系統の概要 

非常用ガス処理系は，原子炉建屋放射能高の信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，非

常用ガス処理系が自動起動する。非常用ガス処理系が起動することで原子炉建屋を負圧に

保ち，原子炉格納容器等から漏えいしてきた放射性物質をフィルタで除去する機能を有す

る。 

非常用ガス処理系は 100％容量の 2系統からなり，各系統は，高性能フィルタ，チャコ

ールフィルタ，排風機等から構成されている。この系により処理されたガスは，主排気筒

に沿って設けている排気管を通して主排気筒排気口から放出される。 

 

［系統の現況］ 

非常用ガス処理系の系統機能は復旧しているものの，非常用ガス処理系の排気管はト

レンチ内で一部に津波による没水部位がある。このため，設備の健全性は定期的な系統

流量の監視により確認できるものの，長期的には設備に支障をきたす可能性は否定でき

ないことから，没水配管における健全性評価及び浸水が発生した場合に備えた諸方策の

検討を実施している。（添付資料－１ 参照） 

 

2.29.2 要求される機能 

原子炉水位低，原子炉建屋放射能高のいずれかの信号で原子炉建屋常用換気系が隔離し，

非常用ガス処理系が自動起動することで原子炉建屋を負圧に保つこと。また，原子炉格納

容器等から漏えいしてきた放射性物質をフィルタで除去し主排気筒から放出する機能を

有することを，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八

により確認している。 

ただし，冷温停止状態では原子炉水位低での自動起動は必要としない。 

 

2.29.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－２に示す。 

(1)５号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

b.フィルタ 

フィルタについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 
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c.トレイン 

トレインについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

 

(2)６号機 

a.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

b.フィルタ 

フィルタについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

 

c.トレイン 

トレインについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

    

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１６回工事計画認可申請書(53資庁第5742号 昭和53年6月27日認可) 

建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出) 

 

2.29.4 構造強度及び耐震性 

(1)５号機 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１２回工事計画認可申請書(49資庁第2326号 昭和49年4月26日認可) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

  

(2)６号機 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 
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建設時第１５回工事計画軽微変更届出書(総官第446号 昭和52年6月30日届出)  

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

 

2.29.5 添付資料 

  添付資料－１ 非常用ガス処理系の一部没水配管における健全性評価について 

添付資料－２ 系統概要図 

 



 

 
添付資料－１ 
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非常用ガス処理系の一部没水配管における健全性評価について 

 

非常用ガス処理系配管は，材質が炭素鋼であるが，腐食防止のために表面塗装が施され

ており，塗装が健全であれば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，トレンチ内に海

水が溜まっており配管の状態が確認できないことから，塗装がはく離し腐食する可能性が

ある。なお，配管の内側については気体を扱っているため配管の減肉に大きな影響を与え

ないものとし，ここでは，外面からの配管の腐食について評価する。 

まず，５号機の工事計画軽微変更届出書では，配管の肉厚（５・６号機共通：8.3mm）及

び配管の必要肉厚（５・６号機共通：0.6mm）の記載＊１がある。これまでは，計画的な点検

により表面状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施し健全性を維持している。 

しかしながら，配管が海水中に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能性があ

る。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊２によ

れば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されているため，水面

からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。  

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は５・６号機共通で約 25 年となると予

測される。 

 

＊１：以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

５号機：建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日

届出) 

 

＊２：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 
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2.30 ５・６号機 中央制御室換気系 

2.30.1 系統の概要 

  中央制御室換気系は，中央制御室へ一部外気を取り入れる再循環方式により空気調節

を行うが，事故時には，必要な運転操作を汚染の可能性がなく継続することができるよ

うに他系統と分離されており，チャコールフィルタを通して再循環できる構成である。 

 

 ［系統の現況］ 

   中央制御室換気系の系統機能は，復旧済みである。 

 

2.30.2 要求される機能 

燃料移動（炉心変更）時，中央制御室換気系が 2 系列（1系列あたり，送・排風機各 2

台，フィルタユニット 1 基）動作可能であること。 

 

2.30.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－１に示す。 

(1)５号機（５・６号機共用） 

a.送風機 

送風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

b.排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

c.フィルタユニット 

 フィルタユニットについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

2.30.4 耐震性 

耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第1102号 昭和51年3月17日届出) 

 

2.30.5 添付資料 

添付資料－１ 系統概要図 
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図－１ ５号機 中央制御室換気系 系統概要図 
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2.32 ５・６号機 電源系統設備 

2.32.1 系統の概要 

通常電力供給を 66kV 送電線 2 回線（双葉線１号，２号）及び非常用ディーゼル発電機

（５号機 2 台，６号機 3 台設置）で構成し，多重化・多様化を図っており外部電源が喪

失した場合でも安定した電力供給が可能である。 

各機器への電源供給は，既設の 66kV 開閉所，起動変圧器，6.9kV 所内高圧母線及び 480V

所内低圧母線を通じて行い，主要な計測用電源や制御電源を必要とする機器に対しては，

蓄電池を設置している。 

なお，中央制御室にて送電線電圧及び所内高圧母線電圧を監視できる装置を備えてお

り，故障が発生した場合には，異常を検知し，その拡大及び伝播を防止するため異常箇

所を自動的に切り離す保護装置を備えている。（添付資料－１ 参照） 

 

［系統の現況］ 

 ＜外部電源＞ 

福島第一原子力発電所５・６号機の特定原子力施設に電力供給する送電線は，66kV

送電線5回線（双葉線１号，２号，大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線）

で構成されている。（大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線から所内高圧母

線を通じて受電することも可能） 

 ＜非常用ディーゼル発電機＞ 

非常用ディーゼル発電機は復旧済みである。（高圧炉心スプレイ系を除く） 

６号機の高圧炉心スプレイ系と同様に，６号機の高圧炉心スプレイ系の非常用ディ

ーゼル発電機については復旧していないものの，外観点検上は問題がないことは確認

しており，今後は必要に応じて動作可能である状態に復旧＊していくこととする。

（Ⅱ.2.23 参照） 

当該発電機は高圧炉心スプレイ系のみに電力を供給する設備であり，他の復旧され

ている５・６号機全ての非常用ディーゼル発電機を含めて考えれば，万が一，外部電

源（双葉線１号，２号）が喪失した場合には，電源供給を必要とする負荷に対して非

常用高圧母線に接続する動作可能な非常用ディーゼル発電機は十分確保されている。

（添付資料－２ 参照） 

＊：高圧炉心スプレイ系のみに冷却水を供給する非常用ディーゼル発電機冷却海水系ポンプ及び高圧炉心スプレ

イ系の制御電源のみに電力を供給する直流電源装置は，高圧炉心スプレイ系の復旧に合わせて動作可能であ

る状態に復旧していくこととする。 
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＜所内高圧母線＞ 

   所内電源構成は震災前と同等であり，冷温停止に必要な設備に電源を供給している。 

震災時，所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失したことから，現状の設備に

加え津波対策のため，津波による影響がない場所を想定し所内高圧母線（電源喪失時

に使用）を設置している。 

所内高圧母線が津波により被水し電源が喪失した場合，切替操作を行い６号機非常

用ディーゼル発電機または電源車から，津波による影響がない場所を想定し設置して

いる所内高圧母線（電源喪失時に使用）を通じて，原子炉注水及び使用済燃料プール

注水機能を有する機器等に電源を供給する。また，１～４号機，５・６号機双方から

受電することも可能な構成となっている。（Ⅱ.2.7 添付資料－２ 参照） 

 ＜仮設設備＞ 

震災以降，仮設設備を設置しており電源を供給している。（添付資料－３ 参照） 

 ＜代替電源＞ 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機が使用できない場合は，電源車を代替電源と

して配備しており，原子炉注水及び使用済燃料プール注水機能を有する機器等に電源

を供給する。（添付資料－４ 参照） 

＜ケーブル・海水配管＞ 

５・６号機の海水系ポンプ（残留熱除去海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機冷

却海水系ポンプ，補機冷却海水系ポンプ）に電力を供給する電源ケーブルは，一部が

没水しており，時間の経過により絶縁性能の低下が懸念される。このため，予備の電

源ケーブルを敷設することで設備の多重化による信頼性向上を図っている。 

また，非常用ディーゼル発電機冷却海水系の冷却水配管は，トレンチ内で一部に津

波による没水部位がある。このため，設備の健全性は系統圧力や温度監視により確認

できるものの，長期的には設備に支障をきたす可能性は否定できないことから，没水

配管における健全性評価及び漏えいが発生した場合に備えた諸方策の検討を実施して

いる。（添付資料－５ 参照） 

 

2.32.2 要求される機能 

(1)冷温停止の維持・管理に必要な設備に関し，外部電源及び非常用所内電源のいずれか

らも電力の供給を受けられること。 

(2)原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において,外部電源が1系列動作可能であるこ

と。 

(3)非常用所内電源が使用できない場合は，代替となる電源を有すること。 
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2.32.3 主要な機器 

(1) ５号機 

a. 変圧器 

(a) 起動変圧器 

起動変圧器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第５回工事計画認可申請書(48公第3622号 昭和48年6月26日認可) 

 

b. 非常用電源設備（Ａ）（Ｂ） 

(a) 非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画認可申請書等により確認し

ている。 

建設時第９回工事計画認可申請書(48資庁第2745号 昭和48年11月19日認可) 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

 

(b) 非常用ディーゼル発電機冷却海水系 

① ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出) 

 

② ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第６回工事計画軽微変更届出書(総官第33号 昭和49年4月6日届出) 

 

③ 主配管 

主配管については，以下の工事計画届出書等により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届出) 

 

c. 直流電源装置（添付資料－２ 参照） 

(a) 所内蓄電池 

所内蓄電池については，福島第一原子力発電所５号炉原子炉設置変更許可申請書

添付書類八により確認している。 
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(b) 中性子モニタ用蓄電池 

中性子モニタ用蓄電池については，福島第一原子力発電所５号炉原子炉設置変更

許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

(2) ６号機 

a. 非常用電源設備（Ａ） 

(a) 非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画認可申請書等により確認し

ている。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

 

(b) 非常用ディーゼル発電機冷却海水系 

① ポンプ 

ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官8第112号 平成8年7月16日届出) 

 

② ストレーナ 

ストレーナについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可)  

 

③ 主配管 

主配管については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出)  

 

b. 非常用電源設備（Ｂ） 

(a) 非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出)  

 

(b)  非常用ディーゼル発電機補機冷却系 

非常用ディーゼル発電機補機冷却系（空気冷却器・ポンプ・主配管）については，

以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出) 
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c. 直流電源装置（添付資料－２ 参照） 

(a) 所内蓄電池 

所内蓄電池については，福島第一原子力発電所６号炉原子炉設置変更許可申請書

添付書類八により確認している。 

 

(b) 中性子モニタ用蓄電池 

中性子モニタ用蓄電池については，福島第一原子力発電所６号炉原子炉設置変更

許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

(3) ５・６号機共用 

   代替電源(電源車) 

    台  数     ２台以上 

容  量(kVA)  ５００（１台あたり） 

電  圧(kV)  ６．６  

相  数     ３ 

周波数(Hz)   ５０ 

タンク容量/燃料消費率  ２時間以上 

  

2.32.4 構造強度及び耐震性 

(1) ５号機 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

  建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

建設時第９回工事計画認可申請書(48資庁第2745号 昭和48年11月19日認可) 

建設時第５回工事計画変更認可申請書(49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可) 

工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出)  

 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書(総官第1375号 昭和49年1月30日届出) 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書(総官第534号 昭和49年7月29日届出) 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書(総官第237号 昭和50年6月20日届出) 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書(総官第603号 昭和51年9月9日届出) 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書(総官第303号 昭和52年5月30日届出) 

 

(2) ６号機 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第５回工事計画認可申請書(50資庁第4675号 昭和50年6月5日認可) 
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建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日認可) 

建設時第１３回工事計画認可申請書(51資庁第9101号 昭和51年12月8日認可) 

建設時第７回工事計画変更認可申請書(51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可) 

工事計画届出書(総文発官5第1224号 平成6年4月25日届出) 

工事計画届出書(総文発官8第112号 平成8年7月16日届出) 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第704号 昭和52年8月15日届出) 

建設時第１８回工事計画軽微変更届出書(総官第966号 昭和52年10月15日届出) 

建設時第２２回工事計画軽微変更届出書(総官第1788号 昭和53年3月23日届出) 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書(総文発官第636号 昭和53年8月31日届出) 

 

2.32.5 添付資料 

添付資料－１ 所内単線結線図及び監視装置について 

添付資料－２ 非常用ディーゼル発電機及び直流電源装置の容量について 

添付資料－３ 仮設設備負荷一覧 

添付資料－４ 電源車負荷リスト 

添付資料－５ 非常用ディーゼル発電機冷却海水系の一部没水配管における健全性評価に

ついて 

 

 



 

 
添付資料－１ 
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所内単線結線図及び監視装置について 

 

1.所内単線結線図 

所内単線結線図の構成については震災前と同等であり，その設計に変わりないことを，

福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八により確認して

いる。 

 

2.監視装置 

 監視装置については，中央制御室にて監視できる装置を備えており，その設計・機能に

変わりないことを福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可申請書 添付書類八

により確認している。 

 



 

 
添付資料－２ 
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非常用ディーゼル発電機及び直流電源装置の容量について 

 

現状，高圧炉心スプレイ系の直流電源装置は未復旧状態であるが，他の復旧している設

備については震災前と同等であることを以下の様に確認している。 

 

1.非常用ディーゼル発電機 

５・６号機の非常用ディーゼル発電機（５Ａ，５Ｂ，６Ａ，６Ｂ）は外部電源が喪失し

た場合においても，各号機 1 台で冷温停止を維持するために必要な負荷を運転するのに十

分な容量を有している。そのため，点検等で 1 台が停止した場合においても，十分な容量

を確保している。 

非常用ディーゼル発電機の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設

置変更許可申請書 添付書類八により確認している。 

 

2.直流電源装置 

 直流電源装置の容量については，福島第一原子力発電所５・６号炉原子炉設置変更許可

申請書 添付書類八により確認している。 



  

 
添付資料－３ 
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仮設設備負荷一覧 

 

仮設設備 供給電源箇所 

移送設備 

油分分離装置 

浄化装置 

淡水化装置 

M/C 5B 
滞留水貯留設備 

移送設備(建屋内) M/C 5SB-2 系低圧電源 

 

 



 
 
 

添付資料－４ 
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電源車負荷リスト 

 

 原子炉注水及び使用済燃料プール注水機能を有する機器等に対して，以下のように使用

する負荷を選定している。５・６号機の対象負荷へそれぞれ電源車（500kVA）から，所内

低圧母線を通じて電源を供給する。 

５号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
30kW 

(約36kVA) 

非常用ガス処理系排風機 
5.5kW 

(約6.5kVA) 

５号機中央制御室空調機 
15kW 

(約18kVA) 

直流125V充電器盤 33kVA 

直流250V充電器盤 86kVA 

No.1通信用充電器盤 22kVA 

照明用分電盤 35kVA 

 合計：約237kVA 

 

６号機 

対象負荷 負荷容量 

復水移送ポンプ＊１ 
45kW 

(約60kVA) 

非常用ガス処理系排風機 
15kW 

(約20kVA) 

直流125V充電器盤 75.5kVA 

直流250V充電器盤 98.5kVA 

ＰＨＳ分電盤 15kVA 

照明用分電盤 50kVA 

交流120/240V計測用電源 50kVA 

交流120/240V計測用電源（５号機）＊２ 50kVA 

 合計：約419kVA 

＊１：注水機能を有する機器 

＊２：６号機所内低圧母線から電源を供給する。 



 
 

添付資料－５ 
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非常用ディーゼル発電機冷却海水系の一部没水配管における健全性評価について 

 

非常用ディーゼル発電機冷却海水系配管は，材質が炭素鋼であるが，腐食防止のために

表面塗装が施されており，塗装が健全であれば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，

トレンチ内に海水が溜まっており配管の状態が確認できないことから，塗装がはく離し腐

食する可能性がある。なお，配管の内側はライニング処理により腐食がないものとし，こ

こでは，外面からの配管の腐食について評価する。 

まず，５号機及び６号機の工事計画届出書及び工事計画認可申請書では，配管の肉厚（５

号機：8.13mm，６号機：7.2mm）及び配管の必要肉厚（５号機：3.8mm，６号機：3.8mm）の

記載＊１がある。これまでは，計画的な点検により表面状態を確認し，必要に応じて補修塗

装を実施し健全性を維持している。 

しかしながら，配管が海水中に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能性があ

る。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊２によ

れば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されているため，水面

からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。  

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は５号機で約 14 年，６号機で約 11 年

となると予測される。 

 

＊１：以下の工事計画届出書及び工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：工事計画届出書(総文発官5第933号 平成6年1月20日届出) 

工事計画届出書(総文発官5第935号 平成6年1月20日届出) 

６号機：建設時第７回工事計画認可申請書(50資庁第11083号 昭和50年10月23日

認可) 

 

＊２：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 
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2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

2.33.1 ５・６号機 既設設備 

2.33.1.1  系統の概要 

    放射性液体廃棄物処理系は，機器ドレン系，床ドレン系等で構成し，原子炉施設で発

生する放射性廃液及び潜在的に放射性物質による汚染の可能性のある廃液を，その性状

により分離収集し，処理する。 

   

［系統の現況］ 

５・６号機タービン建屋等には津波により流入した大量の海水と地下水が，震災前

から建屋内で管理されていた低濃度の放射性物質と共に滞留した。（以下，これを「

滞留水」という） 

地下水については止水処置を実施しているが，流入を完全に抑制出来ないことから

建屋内水位が上昇した場合，原子炉の冷温停止に必要な設備への影響が懸念される。 

滞留水の発生抑制については，地下水の水位を低下させることが必要であるが，地

下水を汲み上げて水位を下げる設備として建屋周辺に設置されているサブドレン設備

は，震災により被災したことから，設備の浄化等を行いサブドレン設備の使用に向け

た準備を実施する。 

放射性液体廃棄物処理系については，一部未復旧の設備があるが，５・６号機で発

生する廃液については，５号機にてろ過器，脱塩器による処理後，復水貯蔵タンクに

回収することができる。しかし，大量の滞留水を処理することができないため，サブ

ドレン設備及び放射性液体廃棄物処理系が復旧するまで，仮設の滞留水貯留設備にて

処理している。（添付資料－１，２，３ 参照） 

メガフロートについては，震災当初５・６号機の建屋内の滞留水を移送し，貯留し

ていたが，港湾内の係留位置変更のため全量を受入タンクに移送した。係留位置変更

後であっても変更前同様，最適な係留方法にて安全に位置保持している。なお，今後，

滞留水を貯留する計画はない。 

 

2.33.1.2 要求される機能 

  放射性液体廃棄物処理系は，原子炉施設で発生する廃液を，その性状により分離収集

し，処理する機能を有すること。 

 

2.33.1.3 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

 (1)５号機 

a.機器ドレン系 

  (a)廃液収集タンク 
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廃液収集タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  工事計画認可申請書（57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

 

(b)廃液収集ポンプ 

   廃液収集ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(c)廃液ろ過器 

廃液ろ過器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  工事計画認可申請書（62資庁第10732号 昭和62年12月4日認可） 

 

(d)廃液脱塩器 

  廃液脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

    (e)廃液サンプルタンク 

廃液サンプルタンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

  建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

 

(f)廃液サンプルポンプ 

廃液サンプルポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(g)廃液サージタンク 

廃液サージタンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

  建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

 

(h)廃液サージポンプ 

廃液サージポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

b.床ドレン系 

  (a)床ドレン収集タンク 

床ドレン収集タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  工事計画認可申請書（57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 
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(b)床ドレン収集ポンプ 

   床ドレン収集ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(c)床ドレンろ過器 

床ドレンろ過器については，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

  建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

 

(d)床ドレンサージタンク 

  床ドレンサージタンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(e)床ドレン濃縮器給液ポンプ 

床ドレン濃縮器給液ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認にて

いる。 

    工事計画認可申請書（61資庁第13609号 昭和62年2月5日認可） 

 

(f)床ドレン濃縮器 

床ドレン濃縮器については，以下の工事計画届出書により確認している。 

工事計画届出書（総文発官57第685号 昭和57年9月25日届出） 

 

(g)床ドレン濃縮器復水器 

 床ドレン濃縮器復水器については，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

 建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 建設時第５回工事計画変更認可申請書（49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可） 

 

(h)凝縮水貯蔵タンク 

凝縮水貯蔵タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

建設時第８回工事計画軽微変更届出書（総官第534号 昭和49年7月29日届出） 

 

(i)凝縮水移送ポンプ 

凝縮水移送ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

    建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 
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(j)床ドレン脱塩器 

 床ドレン脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

 建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

    (k)床ドレンサンプルタンク 

床ドレンサンプルタンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認し

ている。 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

 

 (l)床ドレンサンプルポンプ 

床ドレンサンプルポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

 建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

c.再生廃液系 

  (a)廃液中和タンク 

廃液中和タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  工事計画認可申請書（57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

 

(b)廃液中和ポンプ 

   廃液中和ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

 

(c)廃液濃縮器給液ポンプ 

廃液濃縮器給液ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  工事計画認可申請書（63資庁第13号 昭和63年5月31日認可） 

 

(d)廃液濃縮器 

廃液濃縮器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  工事計画認可申請書（59資庁第10414号 昭和59年9月28日認可） 

工事計画認可申請書（元資庁第4474号 平成元年6月15日認可） 

 

(e)廃液濃縮器復水器 

  廃液濃縮器復水器については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

  工事計画認可申請書（元資庁第4474号 平成元年6月15日認可） 

  工事計画認可申請書（63資庁第14698号 平成元年2月23日認可） 
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  建設時第５回工事計画変更認可申請書（49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可） 

 

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

工事計画認可申請書（56資庁第3240号 昭和56年8月19日認可） 

工事計画認可申請書（57資庁第13908号 昭和57年11月9日認可） 

工事計画認可申請書（61資庁第13609号 昭和62年2月5日認可） 

工事計画認可申請書（62資庁第10732号 昭和62年12月4日認可） 

工事計画認可申請書（63資庁第13号 昭和63年5月31日認可） 

工事計画認可申請書（平成12･03･28資第17号 平成12年4月26日認可） 

工事計画認可申請書（平成14･05･24原第9号 平成14年6月11日認可） 

建設時第５回工事計画変更認可申請書（49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書（52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

工事計画変更認可申請書（56資庁第15242号 昭和57年1月16日認可） 

建設時第１３回工事計画軽微変更届出書（総官第237号 昭和50年6月20日届出） 

建設時第２８回工事計画軽微変更届出書（総官第303号 昭和52年5月30日届出） 

 

(2)６号機 

a.機器ドレン系 

  (a)機器ドレン収集タンク 

機器ドレン収集タンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認して

いる。 

  建設時第７回工事計画変更認可申請書（51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可） 

 

(b)機器ドレン混合ポンプ 

   機器ドレン混合ポンプについては，を以下の工事計画変更認可申請書により確認し

ている。 

  建設時第２６回工事計画変更認可申請書（53資庁第14829号 昭和53年12月9日認可） 

 

(c)ろ過器給液ポンプ 

   ろ過器給液ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

  建設時第２６回工事計画変更認可申請書（53資庁第14829号 昭和53年12月9日認可） 

 

(d)機器ドレンろ過器 

機器ドレンろ過器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 
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  建設時第１６回工事計画軽微変更届出書（総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(e)機器ドレンろ過水タンク 

機器ドレンろ過水タンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認してい

る。 

 建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(f)機器ドレンろ過水ポンプ 

   機器ドレンろ過水ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認し

ている。 

  建設時第２６回工事計画変更認可申請書（53資庁第14829号 昭和53年12月9日認可） 

 

(g)機器ドレン補助ろ過器ポンプ 

機器ドレン補助ろ過器ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

  工事計画認可申請書（60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

 

(h)機器ドレン補助ろ過器 

機器ドレン補助ろ過器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  工事計画認可申請書（60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

 

(i)機器ドレン脱塩器 

機器ドレン脱塩器については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

  建設時第１６回工事計画軽微変更届出書（総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(j)廃液サンプルタンク 

廃液サンプルタンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

  建設時第２５回工事計画軽微変更届出書（総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 

 

(k)廃液サンプルポンプ 

廃液サンプルポンプについては，工事計画認可申請書等により確認している。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

  建設時第２６回工事計画変更認可申請書（53資庁第14829号 昭和53年12月9日認可） 
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b.床ドレン化学廃液系 

  (a)床ドレン化学廃液収集タンク 

床ドレン化学廃液収集タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確

認している。 

 建設時第２５回工事計画軽微変更届出書（総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 

 

(b)床ドレン化学廃液混合ポンプ 

床ドレン化学廃液混合ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認し

ている。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(c)床ドレン化学廃液ろ過器 

床ドレン化学廃液ろ過器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認し

ている。 

 建設時第１６回工事計画軽微変更届出書（総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(d)床ドレン化学廃液ろ過水タンク 

床ドレン化学廃液ろ過水タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により

確認している。 

  建設時第２５回工事計画軽微変更届出書（総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 

 

(e)床ドレン化学廃液ろ過水ポンプ 

床ドレン化学廃液ろ過水ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により

確認している。 

  建設時第７回工事計画変更認可申請書（51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可） 

 

(f)蒸発濃縮器給液ポンプ 

蒸発濃縮器給液ポンプについては，以下の工事計画届出書により確認している。 

  工事計画届出書（総文発官6第1066号 平成7年2月17日届出） 

 

(g)蒸発濃縮器 

蒸発濃縮器については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

  工事計画認可申請書（59資庁第10413号 昭和59年9月21日認可） 

    工事計画届出書（総文発官57第470号 昭和57年7月20日届出） 
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(h)蒸発濃縮器復水器 

蒸発濃縮器復水器については，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

  建設時第１６回工事計画軽微変更届出書（総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

(i)蒸留水タンク 

蒸留水タンクについては，以下の工事計画軽微変更届出書により確認している。 

  建設時第２５回工事計画軽微変更届出書（総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 

 

(j)蒸留水ポンプ 

蒸留水ポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(k)蒸留水脱塩器 

蒸留水脱塩器については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(l)蒸留水サンプルタンク 

蒸留水サンプルタンクについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(m)蒸留水サンプルポンプ 

蒸留水サンプルポンプについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 

(n)蒸発濃縮器循環ポンプ 

蒸発濃縮器循環ポンプについては，以下の工事計画認可申請書等により確認してい

る。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

  工事計画届出書（総文発官59第928号 昭和59年11月19日届出） 

 

c.洗浄廃液系 

  (a)洗浄廃液収集タンク 

洗浄廃液収集タンクについては，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

  建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

  建設時第１６回工事計画軽微変更届出書（総官第704号 昭和52年8月15日届出） 
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(b)洗浄廃液ポンプ 

洗浄廃液ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認している。 

  建設時第７回工事計画変更認可申請書（51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可） 

 

(c)洗浄廃液ろ過器 

洗浄廃液ろ過器については，以下の工事計画変更認可申請書等により確認している。 

  建設時第７回工事計画変更認可申請書（51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可） 

  建設時第１６回工事計画軽微変更届出書（総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

 

d.主配管 

主配管については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

 工事計画認可申請書（58資庁第2841号 昭和58年3月28日認可） 

工事計画認可申請書（60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

工事計画認可申請書（61資庁第8632号 昭和61年7月11日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書（総官第1193号 昭和50年2月26日届出） 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書（総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

建設時第１９回工事計画軽微変更届出書（総官第1268号 昭和52年12月12日届出） 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書（総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 

  

(3)５・６号機共用 

a.シャワードレン系 

  (a)シャワードレン受タンク 

シャワードレン受タンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認し

ている。 

  ５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10

日認可） 

 

(b)シャワードレン移送ポンプ 

シャワードレン移送ポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認

している。 

  ５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10

日認可） 
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(c)シャワードレンタンク 

シャワードレンタンクについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認して

いる。 

  ５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10

日認可） 

 

(d)シャワードレンポンプ 

シャワードレンポンプについては，以下の工事計画変更認可申請書により確認して

いる。 

  ５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10

日認可） 

 

b.サプレッションプール水サージタンク 

サプレッションプール水サージタンクについては，以下の工事計画変更認可申請書

及び工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日

認可） 

６号機：建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

６号機：建設時第７回工事計画変更認可申請書（51資庁第9100号 昭和51年10月8日

認可） 

 

2.33.1.4 構造強度及び耐震性 

(1)５号機 

   構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

工事計画認可申請書（59資庁第10414号 昭和59年9月28日認可） 

工事計画認可申請書（61資庁第13609号 昭和62年2月5日認可） 

工事計画認可申請書（62資庁第10732号 昭和62年12月4日認可） 

工事計画認可申請書（63資庁第13号 昭和63年5月31日認可） 

工事計画認可申請書（元資庁第4474号 平成元年6月15日認可） 

工事計画認可申請書（63資庁第14698号 平成元年2月23日認可） 

建設時第５回工事計画変更認可申請書（49資庁第1067号 昭和49年4月26日認可） 

建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日認可） 

建設時第２３回工事計画変更認可申請書（52資庁第519号 昭和52年3月1日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書（総官第1375号 昭和49年1月30日届出） 
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(2)６号機 

   構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

工事計画認可申請書（59資庁第10413号 昭和59年9月21日認可） 

工事計画認可申請書（60資庁第8681号 昭和60年7月24日認可） 

建設時第７回工事計画変更認可申請書（51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可） 

建設時第２６回工事計画変更認可申請書（53資庁第14829号 昭和53年12月9日認可） 

建設時第１６回工事計画軽微変更届出書（総官第704号 昭和52年8月15日届出） 

建設時第２５回工事計画軽微変更届出書（総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 

 

 (3)５・６号機共用 

構造強度及び耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

   １号機：工事計画認可申請書（48公第657号 昭和48年3月3日認可） 

５号機：建設時第３回工事計画認可申請書（47公第11378号 昭和48年2月19日認可） 

５号機：建設時第９回工事計画変更認可申請書（49資庁第15900号 昭和50年3月10日

認可） 

５号機：建設時第２３回工事計画変更認可申請書（52資庁第519号 昭和52年3月1日認

可） 
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2.33.2 ５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備） 

2.33.2.1 基本設計 

2.33.2.1.1 設置の目的 

屋外に設置する滞留水貯留設備へ滞留水を移送し，貯留することを目的とする。 

 

2.33.2.1.2 要求される機能 

滞留水を貯留し，放射性物質を閉じ込める機能を有すること。 

 

2.33.2.1.3 設計方針 

(1)処理能力 

滞留水貯留設備は，地下水の流入により増加する滞留水に対して，十分対処できる貯

留容量とすると共に，散水可能な放射能濃度を満足する性能を有するものとする。 

    

(2)規格・基準等 

滞留水貯留設備の機器等は，設計，材料の選定，製作及び検査について，原則とし

て適切と認められる規格及び基準によるものとする。 

 

(3)滞留水の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

滞留水貯留設備は，滞留水の漏えいの防止及び所外への管理されない放出を防止す

るため，次の各項を考慮した設計とする。 

a.漏えいを防止するため，機器等には設置環境や滞留水の性状に応じた適切な材料を使

用すると共に，タンク水位の検出器を設ける。 

 

b.滞留水貯留設備は，異常のないことを巡視点検等により容易に確認できる設備とし，

漏えいを停止するための適切な処置ができるようにする。 

 

(4)遮へいに関する考慮 

    遮へいについては，内包する滞留水の線量が低いため設置は考慮しない。 

 

(5)監視 

a.滞留水貯留設備は，漏えいの検知及び貯留状況の確認に必要な水位を監視できる設計

とする。 

 

b.滞留水貯留設備は，設備の異常を検知できる設計とする。 
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2.33.2.1.4 供用期間中に確認する項目 

滞留水貯留設備からの有意な漏えいがないこと。 

 

2.33.2.1.5 主要な機器 

系統概要図 添付資料－４に示す。 

滞留水は，６号機タービン建屋から移送設備により貯留設備（タンク・メガフロート）

に移送され，貯留する。 

貯留設備に貯留された滞留水の一部は，浄化装置及び淡水化装置により放射性核種を

除去した後，構内散水に使用し，滞留水を低減する。 

滞留水は，これまでの実績より地下水の流入により約30m３/日で増加しており，構内散

水により約25m３/日（実績）で増加を抑制している。なお，平成24年11月末現在，貯留タ

ンクの設備容量（約10,000m３）に対し約70％貯留している。 

今後，滞留水は，地下水流入量の変動が予想されるものの増加傾向にあるため，貯留

タンクについて，空き容量約2,000m３を目安に，貯留能力増強のため増設を計画する。（添

付資料－５ 参照） 

 (1)貯留設備 

a.タンク 

タンクは，屋外に設置された受入タンク及び貯留タンクで構成され，５・６号機の

滞留水を貯留する。 

受入タンクは，建屋からの滞留水を受け入れる。 

貯留タンクは，受入タンクから油分除去した滞留水を受け入れた後，浄化装置によ

り放射性核種を除去し，貯留する。また，淡水化装置の戻り水を貯留する。 

なお，汚染拡大防止対策として，タンク周辺に土嚢等の設置を計画する。（一部に

ついては設置中） 

 

b.メガフロート 

メガフロートは，港湾内において安全に係留するための水深確保等を考慮した場所

を選定し，長期の係留における潮位変動，荒天時のメガフロートの動揺等を考慮した

最適な係留方法にて，安全に位置保持する。 

 

(2)移送設備 

移送設備は，滞留水を貯留設備へ移送することを目的に，移送ポンプ，移送ライン

で構成する。 

移送ポンプは，地下水の流入により増加する滞留水に対して十分対処可能な設備容

量を確保する。滞留水の移送は，移送元のタービン建屋の水位や移送先となる貯留設

備の水位の状況に応じて，移送ポンプの起動時間を適宜選定して実施する。 
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移送ラインは，使用環境を考慮した材料を選定し，必要に応じて保温等を設置する。

なお，今後，信頼性向上のため耐圧ホースをポリエチレン管へ変更を計画する。 

 

(3)油分分離装置 

油分分離装置は，滞留水に含まれる油分を活性炭により除去する。 

 

(4)浄化装置 

浄化装置は，内部に充填されたキレート樹脂及びゼオライトにより，滞留水に含ま

れる放射性核種を除去する。 

 

(5)淡水化装置 

淡水化装置は，逆浸透膜の性質を利用して滞留水に含まれる放射性核種を散水可能

な放射能濃度＊まで除去する。 

また，淡水化後は散水し滞留水の低減を実施しているが，今後，淡水化装置の信頼

性向上のため装置の増設を計画する。（添付資料－５ 参照） 

＊：散水可能な放射能濃度；セシウム134とセシウム137の和が，0.01Bq/cm３を満足

すること。 

 

(6)監視装置 

滞留水貯留設備は，警報装置及び監視カメラにて監視する。 

警報装置は，タンク水位高・低及び移送ポンプ用電動機過負荷を検知し，中央制御

室に警報を発する。 

 

(7)電源設備 

電源設備については，Ⅱ.2.32 参照。 

 

2.33.2.1.6 自然災害対策等 

(1)津波 

タンクは，津波が到達した場合においても破損や損傷等の被害が最小限になるよう

な位置に設置する。 

メガフロートは，津波による破損や損傷等の被害が最小限になるような港湾内の位

置に係留する。 
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(2)台風・豪雨・竜巻 

 滞留水貯留設備は，屋外に設置してあるため台風・豪雨・竜巻による直接的な被害を

受ける可能性は否定できないが，台風・豪雨・竜巻の発生の可能性が予見される場合に

は，移送設備の停止等を行い，設備損傷による影響が最小限になるよう対策を図る。 

 

(3)火災 

電源設備については，初期消火の対応ができるよう，近傍に消火器を設置する。 

 

2.33.2.1.7 構造強度 

滞留水貯留設備を構成する機器は，発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令

上，廃棄物処理設備に相当するクラス3 機器と位置付けられる。この適用規格は，「JSME 

S NC-1 発電用原子力設備規格設計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」という。）

で規定されるものであるが，各機器については，以下のとおり個別に評価する。 

 

(1)貯留設備（タンク・メガフロート） 

タンク・メガフロートは，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足

するものではないが，漏えい試験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。 

また，タンク・メガフロートは全て大気開放のため，水頭圧以上の内圧が作用する

ことはない。 

以上のことから，タンク・メガフロートは，必要な構造強度を有するものと評価す

る。（添付資料－６ 参照） 

 

(2)移送設備 

a. 移送ポンプ 

移送ポンプについては，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を満足す

るものではないが，系統の温度，圧力を考慮して仕様を選定した上で，試運転を行い

有意な漏えい，運転状態に異常がないことを確認する。 

以上のことから，移送ポンプは，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

b.移送ライン（耐圧ホース・ポリエチレン管） 

耐圧ホース及びポリエチレン管は，非金属材であるため，「設計・建設規格」上の

クラス3 機器に対する要求を満足するものではないが，系統の温度，圧力を考慮して

仕様を選定した上で，漏えい試験を行い，有意な漏えいのないことを確認する。 

以上のことから，耐圧ホース及びポリエチレン管は，必要な構造強度を有するもの

と評価する。 

 



 
 

 

 

Ⅱ-2-33-16 

(3) 油分分離装置及び浄化装置 

油分分離装置及び浄化装置は，「設計・建設規格」におけるクラス3 機器の要求を

満足するものではないが，漏えい試験を行い，有意な漏えいがないことを確認する。 

以上のことから，各装置は，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

(4)淡水化装置 

淡水化装置は，「設計・建設規格」におけるクラス 3 機器の要求を満足するもので

はないが，試運転を行い，有意な漏えいがないこと及び運転状態に異常がないことを

確認する。 

以上のことから，淡水化装置は，必要な構造強度を有するものと評価する。 

 

2.33.2.1.8 耐震性 

滞留水貯留設備を構成する機器のうち放射性物質を内包するものは，「JEAC4601 原子

力発電所耐震設計技術規程」上の B クラス相当の設備と位置付けられる。 

耐震性を評価するにあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」等に準拠

して構造強度評価を行うことを基本とするが，評価手法，評価基準について実態にあわ

せたものを採用する場合もある。 

支持部材がない等の理由によって，耐震性に関する評価ができない設備を設置する場

合においては，可撓性を有する材料を使用するなどし，耐震性を確保する。（添付資料

－６ 参照） 

 

2.33.2.1.9 機器の故障への対応 

(1)移送ポンプの故障 

移送ポンプが故障した場合は，ポンプの修理または交換を行い，1 週間程度で機能を

回復する。 

 

(2)電源喪失 

移送ポンプの電源が喪失した場合は，仮設発電機を使用することで，1 週間程度で機

能を回復する。 

 

(3)異常時の評価 

移送ポンプによる移送が長期に停止した場合，地下水の流入により建屋内の水位が

上昇し，冷温停止に必要な設備に電源を供給している所内高圧母線が被水する可能性

がある。 

移送停止後，建屋内水位が冷温停止に必要な設備に電源を供給している所内高圧母

線が被水する可能性がある水位に達するまでの水量の余裕は，約 4,500m３と想定してい
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るため，地下水の流入量（約 30m３/日）を考慮しても約 5ヶ月の余裕がある。 

したがって，移送ポンプの故障及び電源喪失した場合でも，1 週間程度で機能を回復

できるため，建屋内水位が電源設備に影響するまでの期間内（約 5 ヶ月）に十分復旧

可能である。 
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2.33.2.2 基本仕様 

(1)貯留設備 

a.受入タンク（完成品） 

合計容量（公称）   ７，５１４ ｍ３  

基  数       ３３ 基  

容  量       １２ ｍ３／基×１ 基 

３５ ｍ３／基×６ 基   

４２ ｍ３／基×６ 基 

１１０ ｍ３／基×４ 基 

１６０ ｍ３／基×５ 基 

２００ ｍ３／基×２ 基 

６００ ｍ３／基×９ 基 

b.貯留タンク 

合計容量（公称）   １５，０４１ ｍ３ 

基  数       ２６ 基 

容  量           ２９９ ｍ３／基×３ 基  （完成品） 

５０８ ｍ３／基×１８ 基 （完成品） 

１，０００ ｍ３／基×５ 基 

c.メガフロート（完成品） 

主要寸法           １３６ ｍ × ４６ ｍ × ３ ｍ（長さ×幅×深さ） 

基  数              １ 基 

 

(2)移送設備 

a.移送ポンプ（完成品） 

台  数       １５ 台 

容  量       ３０ ｍ３／日（１台あたり） 

b.耐圧ホース 

    呼 び 径       ７５Ａ相当 

    材    質       ポリ塩化ビニル 

    最高使用圧力     ０．９８ ＭＰａ 

       最高使用温度     ５０ ℃ 

c.ポリエチレン管 

    呼 び 径       ３５Ａ相当，７５Ａ相当，１００Ａ相当 

    材    質       ポリエチレン 

    最高使用圧力     ０．９８ ＭＰａ 

       最高使用温度     ４０ ℃ 
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(3)油分分離装置 

処 理 量       ２０ ｍ３／ｈ 

系 列 数       直列２系列 

 

(4)浄化装置 

吸 着 剤       キレート樹脂及びゼオライト 

処 理 量       ２０ ｍ３／ｈ 

系 列 数       １系列 

 

(5)淡水化装置（完成品） 

処 理 量       １００～２００ ｍ３／日 

基   数       ２ 基 

 

2.33.3 添付資料 

添付資料－１ 建屋内の滞留水による冷温停止設備への影響について 

添付資料－２ ６号機 放射性液体廃棄物処理系の未復旧期間における廃液の処理に

ついて 

添付資料－３ ６号機 複合建屋の一部没水機器について 

  添付資料－４ 系統概要図 

  添付資料－５ 滞留水貯留設備の設備増設について 

  添付資料－６ 構造強度及び耐震性に関する評価結果について 
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建屋内の滞留水による冷温停止設備への影響について 

 

 現在，滞留水は５号機タービン建屋地下階・６号機タービン建屋地下階及び６号機複合

建屋地下階の 3 箇所に滞留しており，定期的に水位の計測を実施している。なお，前述の

各建屋に隣接するコントロール建屋等（冷温停止設備の電源室）へ滞留水が流入する可能

性のある水位は，各建屋の床面から約 2m であるが，仮設の滞留水貯留設備による処理によ

り，水位はその半分以下で推移しているため，問題ないと考える。 
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６号機 放射性液体廃棄物処理系の未復旧期間における廃液の処理について 

 

５・６号機の廃液については，現状６号機の放射性液体廃棄物処理系が未復旧であるこ

とから，５号機の機器ドレン系にて全量処理後，５・６号機の復水貯蔵タンクに回収し，

その全量を再使用している。 

 廃液の発生量は，５・６号機共に冷温停止維持設備の点検時に約 50m３程度（月 1回以内）

であり，仮に，５・６号機の点検が同時期になっても廃液発生量は約 100m３/月となり，処

理能力 45m３/h を有する５号機の機器ドレン系にて，十分処理可能である。 

また，復水貯蔵タンクの容量（５号機：2,500m３，６号機：3,194m３）に対して，震災以

降，５・６号機共に概ねタンクの半分程度の保管量で推移しており，廃液の回収には十分

な余裕がある。 

なお，廃液の貯留を目的に設置されている，サプレッションプール水サージタンクは，

津波による損傷が著しく使用できない状態にあるが，上記のとおり復水貯蔵タンクに回収

できることから廃液の処理は問題ないと考える。 
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６号機 複合建屋の一部没水機器について 

 

複合建屋の地下２階は，大量の滞留水により没水している。 

 滞留水により没水している設備のうち，放射性廃液を貯蔵しているタンクは，機器ドレ

ン収集タンク，廃液サンプルタンク，床ドレン化学廃液収集タンク，蒸留水サンプルタン

ク，機器ドレンフィルタスラッジ貯蔵タンク（固体），原子炉浄化系フィルタスラッジ貯蔵

タンク（固体），使用済樹脂貯蔵タンク（固体），濃縮廃液貯蔵タンク（固体），蒸留水タン

クがある。また，タンク付属配管についても一部没水している。 

タンク及び配管の材質は，ステンレス鋼または炭素鋼である。 

 

1.ステンレス鋼製タンク及び配管 

 文献＊１によれば，通常の自然水環境において，ステンレス鋼の表面には保護皮膜が形成

されるため，腐食速度は無視できるほど小さいが，環境中に濃度の高い塩化物イオンがあ

ると，保護皮膜が局部的に破壊されて，腐食進展速度の大きい局部腐食が生じる場合があ

る。ステンレス鋼に局部腐食が発生し得る塩化物イオン濃度は，常温で 500ppm 程度とされ

ているが，現状，設備外面が接する滞留水の塩化物イオン濃度は 200ppm 程度（水温約 20℃）

で推移しており，外面から腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。なお，滞留水の

増加要因は，主に地下水の流入であり，塩化物イオン濃度が増加する可能性は小さいが，

引き続き，滞留水中の塩化物イオン濃度を確認する。 

一方，設備内面が接する水環境は震災前と変わらないことから，内面からの腐食が発生

する可能性も小さいと考えられる。 

 ステンレス鋼製タンク及びタンク付属の配管は下表のとおりである。 

機 器 名 材  質 

床ドレン化学廃液収集タンク SUS304（エポキシライニング） 

機器ドレンフィルタスラッジ貯蔵タンク（固体） SUS304 

原子炉浄化系フィルタスラッジ貯蔵タンク（固体） SUS304 

使用済樹脂貯蔵タンク（固体） SUS304 

床ドレン化学廃液収集タンク付属配管 SUS316TP 

濃縮廃液貯蔵タンク（固体）付属配管 SUS316LTP 

廃液サンプルタンク付属配管 SUS304TP 

蒸留水サンプルタンク付属配管 SUS304TP 
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2.炭素鋼製タンク及び配管 

炭素鋼のタンク及び配管は，腐食防止のために表面塗装が施されており，塗装が健全で

あれば外面腐食を防止できる。しかしながら現状，滞留水が溜まっていることから，塗装

がはく離し腐食している可能性がある。なお，タンク及び配管の内面は腐食がないものと

し，ここでは，外面からの腐食について評価する。 

(1)炭素鋼製タンク 

これまでは，計画的な点検により表面状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施

し健全性を維持している。 

しかしながら，タンクが滞留水に一部没水しているため外面からの腐食が進む可能

性がある。そのため，必要肉厚を下回るのにどの程度の時間的余裕があるか評価した。 

ここで，塗装のはく離及び飛沫帯がある状態を想定する。腐食防食データブック＊2

によれば，海水中では腐食速度は 0.1mm/年，飛沫帯では 0.3mm/年と報告されているた

め，水面からの飛沫があると仮定し腐食速度は 0.3mm/年とする。  

その結果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は約 10 年以上となると予測される。 

機器名 材質 
肉厚 

(mm) 

必要肉厚

(mm) 

必要肉厚 

までの時間 
備考 

機器ドレン収集タンク 
SM41 

（エポキシライニング）
10.8 6.73 約 13 年 ＊3 

濃縮廃液貯蔵タンク 

（固体） 

SM41A 

（エポキシライニング）
16.2 3.75 約 41 年 ＊4 

廃液サンプルタンク 
SM41A 

（エポキシライニング）
6.96 3.81 約 10 年  

蒸留水サンプルタンク 
SM41A 

（エポキシライニング）
9.96 3.81 約 10 年  

蒸留水タンク 
SM41A 

（エポキシライニング）
7.1 3 約 13 年  
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(2)炭素鋼製配管 

タンク付属の炭素鋼製配管の外面は防食塗装が施工されているため，急速な腐食の

進展は少ないと考えられるが，タンク同様に外面よりの腐食速度を 0.3mm/年とした結

果，必要肉厚に到達するまでの時間的余裕は約 6 年以上となると予測される。 

タンク付属配管については，念のため，定期的に肉厚の測定を実施し，減肉評価を

実施する。（初回は，平成 25 年度に計画する） 

没水しているタンク付属の主な配管は，以下のとおりである。 

機器名 口径 材質 
肉厚 

(mm) 

必要肉厚

(mm) 

必要肉厚 

までの時間 
備考

100A STPT42 5.2 3.4 6 年 ＊5 

80A STPT42 4.8 3.0 6 年 ＊5 
機器ドレン収集タンク付

属配管 
40A PT42 4.4 2.2 7 年 ＊6 

100A STPT42 5.2 3.4 6 年 ＊5 

80A STPT42 4.8 3.0 6 年 ＊5 

原子炉浄化系フィルタス

ラッジ貯蔵タンク（固体）

付属配管 40A PT42 4.4 2.2 7 年 ＊6 

100A STPT42 5.2 3.4 6 年 ＊5 

80A STPT42 4.8 3.0 6 年 ＊5 

機器ドレンフィルタスラ

ッジ貯蔵タンク（固体）付

属配管 40A PT42 4.4 2.2 7 年 ＊6 

80A STPT42 4.8 3.0 6 年 ＊5 
蒸留水タンク付属配管 

25A PT42 3.9 1.7 7 年 ＊6 

 

＊１：宮坂松甫他，「ポンプの高信頼性と材料」，ターボ機械 第 36 巻 第 9 号，2008 年 9 月 

＊２：腐食防食協会編；腐食防食データブック, 丸善, p. 49 (1995). 

＊３：建設時第４回工事計画認可申請書（49資庁第21657号 昭和50年2月5日認可） 

＊４：建設時第７回工事計画変更認可申請書（51資庁第9100号 昭和51年10月8日認可） 

＊５：建設時第１６回工事計画軽微変更届出書（総文発官第704号 昭和52年8月15日届出） 

＊６：建設時第２５回工事計画軽微変更届出書（総文発官第636号 昭和53年8月31日届出） 
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廃 液 収 集
タ ン ク

廃 液 ろ 過 器 廃液脱塩器 廃液サンプル
タ ン ク

使 用 済 樹 脂
貯蔵タンク （固体）

機器ドレン系
機器ドレン廃スラッジ
サージタンク（固体）

廃 ス ラ ッ ジ 貯 蔵
タ ン ク （ 固 体 ）

床 ド レ ン
収 集 タ ン ク

床 ド レ ン
ろ 過 器

床 ド レ ン 系

床 ド レ ン
脱 塩 器

床 ド レ ン
サンプルタンク床ドレン廃スラッジ

サージタンク（固体）

床 ド レ ン
サージタンク

廃 液 中 和
タ ン ク

再 生 廃 液 系 廃 液
濃 縮 器

凝 縮 水
貯蔵タンク

６号機機器
ド レ ン 系

６号機床ドレン
化 学 廃 液 系

サプレッションプール水
サージタンクへ

６ 号 機 床 ド レ ン
化 学 廃 液 系

濃 縮 廃 液
貯蔵タンク （固体）

放 水 路 へ

フェイズセパレータ
（固体）

原 子 炉 冷 却 材 浄 化 系
廃 樹 脂 貯 蔵 タ ン ク （ 固 体 ）

原 子 炉 冷 却
材 浄 化 系

図 － １ ５ 号 機 放 射 性 液 体 廃 棄 物 処 理 系 系 統 概 要 図

機 器 ド レ ン
収 集 タ ン ク

機器ドレン系

５ 号 機 機 器 ド レ ン 系

機器ドレン
脱 塩 器

廃 液
サンプルタンク

復水貯蔵タンクへ

使 用 済 樹 脂
貯 蔵 タ ン ク （ 固 体 ）

床ドレン化学廃液
収 集 タ ン ク

床 ド レ ン
化 学 廃 液 系

機器ドレンフィルタスラッ
ジ貯蔵タンク （固体）

蒸発濃縮器 濃 縮 廃 液
貯蔵タンク（固体）

サプレッションプール水
サージタンクへ

蒸発濃縮装置
復 水 器

蒸留水タンク
蒸 留 水
脱 塩 器

蒸 留 水
サンプルタンク

原子炉浄化系フィルタスラッ
ジ 貯 蔵 タ ン ク （ 固 体 ）

原 子 炉 冷 却
材 浄 化 系

図 － ２ ６ 号 機 放 射 性 液 体 廃 棄 物 処 理 系 系 統 概 要 図

復水貯蔵タンクへ

放 水 路 へ

機器ドレン
補助ろ過器

Ｐ

廃液収集
ポンプ

Ｐ

廃液サンプル
ポンプ

床ドレン収集
ポンプ Ｐ

凝縮水
移送ポンプ

廃液濃縮器
給液ポンプ

廃液濃縮器
復 水 器

廃液中和ポンプ

廃 液 サ ー ジ
タ ン ク

廃液サージ
ポンプ

Ｐ

床ドレンサンプル
ポンプ

床 ド レ ン
濃 縮 器

床 ド レ ン
濃縮器復水器

Ｐ

床ドレン濃縮器
給液ポンプ

浄化系スラッジ放出
混合ポンプ（固体）

Ｐ Ｐ

浄化系スラッジ
ブースターポンプ（固体）

Ｐ

Ｐ
床ドレン系廃スラッジ
サージポンプ（固体）

機器ドレン系廃スラッジ
サージポンプ（固体）

（固体）：放射性固体廃棄物処理系＊１

＊１：放射性固体廃棄物処理系については，Ⅱ.2.10参照

廃液サンプル
ポンプ機器ドレン

混合ポンプ

Ｐ

ろ過器
給液ポンプ

機器ドレン
ろ 過 器

機器ドレン補助
ろ過器ポンプ

Ｐ

床ドレン化学廃液
ろ 過 器

５号機床ドレン系

機 器 ド レ ン
ろ 過 水 タ ン ク

蒸発濃縮器
給液ポンプ

Ｐ

Ｐ

床ドレン化学廃液
ろ過水ポンプ

機器ドレン
ろ過水ポンプ

床ドレン
化学廃液
混合ポンプ

蒸留水ポンプ 蒸留水サンプルポンプ

床ドレン化学廃液
ろ 過 水 タ ン ク

蒸発濃縮器
循環ポンプ

５号機廃液収集タンクへ

仮設水中ポンプ Ｐ

６号機機器ドレン
収 集 タ ン ク よ り

：使用中の設備

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

：未復旧の設備

：没水中のタンク・ポンプ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

滞留水貯留設備へ

シャワードレン受タンク
シ ャ ワ ー ド レ ン 系
（ ５ ・ ６ 号 機 共 用 ）

放 水 路 へシャワードレンタンクＰ Ｐ

シャワードレン移送ポンプ シャワードレンポンプ

洗 浄 廃 液
収 集 タ ン ク洗 浄 廃 液 系 Ｐ

洗浄廃液ポンプ

洗 浄 廃 液
ろ 過 器

５号機再生廃液系
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Ｐ

淡水化装置
2基

メガフロート

６号機
タービン建屋

移送ポンプ
2台

移送ポンプ

移送ポンプ

移送ポンプ

受入タンク

110m
3
×4基

Ｐ

移送ポンプ
2台

受入タンク

160m
3
×5基・200m

3
×2基

移送ポンプ

Ｐ

受入タンク

35m
3
×6基・42m

3
×6基

移送ポンプ

貯留タンク

508m
3
×6基・299m

3
×1基

移送ポンプ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

移送ポンプ 受入タンク

600m
3
×9基

Ｐ

Ｐ
ポリエチレン管

耐圧ホース

Ｐ

受入タンク

12m
3
×1基

貯留タンク

508m
3
×6基・299m

3
×1基

貯留タンク

508m
3
×6基・299m

3
×1基

Ｐ

Ｐ

移送ポンプ貯留タンク

1,000m
3
×5基

Ｐ

移送ポンプ

移送ポンプ

移送ポンプ

Ⅱ
-
2
-
3
3
-
添

4
-
2

浄化装置

構内散水へ

油分分離装置

Ｐ

油分分離装置

図－３　５・６号機　滞留水貯留設備　系統概要図
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滞留水貯留設備の設備増設について 

 

1.工事概要 

滞留水貯留設備の貯留能力増強対策及び信頼性向上対策として，以下について設備の

増設を行う。 

 

2.設備概要 

(1) 貯留設備（貯留タンク） 

容 量 ： １,０００ ｍ３／基 

基 数 ： ５ 基 

 

(2) 淡水化装置 

処理量 ： １００～２００ ｍ３／日 

基 数 ： １ 基 

 

 (3)各設備付属配管 

a.耐圧ホース 

    呼び径        ７５Ａ相当 

    材 質        ポリ塩化ビニル 

    最高使用圧力     ０．９８ ＭＰａ 

       最高使用温度     ５０ ℃ 

 

b.ポリエチレン管 

    呼び径        ３５Ａ相当，７５Ａ相当，１００Ａ相当 

    材 質        ポリエチレン 

    最高使用圧力     ０．９８ ＭＰａ 

       最高使用温度     ４０ ℃ 
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3.工 程 

2013 
年度 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

 

(1)貯留設備 

（貯留タンク） 

       

 

(2)淡水化装置 

       

＊：各設備付属配管の増設を含む。 

タンク増設＊ 

装置増設＊ 
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構造強度及び耐震性に関する評価結果について 

 

1.構造強度及び耐震性 

本評価書は，滞留水貯留設備を構成する機器の構造強度及び耐震性についての評価

を行う。 

 

2.構造強度  

(1)受入タンク及び貯留タンクの評価 

「設計・建設規格」に準拠し，円筒形タンクの板厚評価を実施した。評価の結果，

水頭圧に耐えられることを確認した。（表１） 

     

 



S

DiHt
204.0

  

 

 

 

 

表１：板厚評価結果 

 
機器名称 評価部位 必要板厚[mm] 板厚[mm] 

受入タンク 

（容量：160m3） 
胴 1.5 4.5 

受入タンク 

（容量：200m3） 
胴 1.9 6.0 

受入タンク 

（容量：600m3） 
胴 4.4 9.0 

貯留タンク 

（容量：299m3） 
胴 3.1 9.0 

貯留タンク 

（容量：508m3） 
胴 4.0 9.0 

貯留タンク 

（容量：1,000m3） 
胴 8.8 12.0 

添付資料－６

ｔ：胴の必要板厚 

Ｄi：胴の内径             

   Ｈ：水頭           

ρ：液体の比重 

Ｓ：最高使用温度における材料（SS400）の 

許容引張応力 

η：長手継手の効率             
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 3.耐震性 

(1)転倒評価 

地震による転倒モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較

することにより転倒評価を行った。評価の結果，「地震による転倒モーメント＜自重

による安定モーメント」となることから，転倒しないことを確認した。（表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震による転倒モーメント：M1=m×g×CH×H 

自重による安定モーメント：M2=m×g×L 

 

(2)滑動評価  

地震時の水平荷重によるすべり力と接地面の摩擦力を比較することにより，滑動

評価を行った。評価の結果，「地震時の水平荷重によるすべり力＜接地面の摩擦力」

となることから，滑動しないことを確認した。（表２）    

 

地震時の水平荷重によるすべり力：FL＝CH×m×g 

接地面の摩擦力：Fμ＝μ×m×g 

 

m 

H

L

CH ： 水平方向設計震度（0.36） 

m ： 機器質量（水の自重） 

g  ： 重力加速度 

H ： 据付面からの重心までの距離 

L ： 転倒支点から機器重心までの距離

CH ： 水平方向設計震度（0.36） 

m ： 機器質量（水の自重） 

g ： 重力加速度 

μ ： 摩擦係数(コンクリート上：0.4，

敷鉄板上：0.52) 
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表２：受入タンク及び貯留タンクの転倒・滑動評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

転倒 41 117 kN･m 受入タンク 

（容量：12m3） 
本体 

滑動 
0.36 

43 61 kN 

転倒 139 346 kN･m 受入タンク 

（容量：35m3） 
本体 

滑動 
0.36 

124 178 kN 

転倒 167 477 kN･m 受入タンク 

（容量：42m3） 
本体 

滑動 
0.36 

149 214 kN 

転倒 497 2,533 kN･m 受入タンク 

（容量：110m3） 
本体 

滑動 
0.36 

389 560 kN 

転倒 1,271 5,331 kN･m 受入タンク 

（容量：160m3） 
本体 

滑動 
0.36 

565 815 kN 

転倒 1,941 6,664 kN･m 受入タンク 

（容量：200m3） 
本体 

滑動 
0.36 

706 1,019 kN 

転倒 10,568 25,977 kN･m 受入タンク 

（容量：600m3） 
本体 

滑動 
0.36 

2,117 3,057 kN 

転倒 4,833 9,924 kN･m 貯留タンク   

（容量：299m3） 
本体 

滑動 
0.36 

1,055 1,523 kN 

転倒 8,275 21,994 kN･m 貯留タンク   

（容量：508m3） 
本体 

滑動 
0.36 

1,793 2,588 kN 

転倒 18,771 64,503 kN･m 貯留タンク   

（容量：1,000m3） 
本体 

滑動 
0.36 

3,871 4,300 kN 

 

 

 

 

 

 

 


